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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

（１）連結経営指標等

回次 第108期 第109期 第110期 第111期 第112期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 (百万円) 141,386 132,836 142,260 173,159 184,731

経常利益 (百万円) 9,848 9,813 11,025 12,157 12,619

当期純利益 (百万円) 4,590 5,232 5,857 6,631 6,637

純資産額 (百万円) 21,049 27,192 41,009 52,262 56,548

総資産額 (百万円) 126,641 122,202 150,106 155,580 163,263

１株当たり純資産額 (円) 220.85 279.66 383.22 440.91 463.82

１株当たり当期純利益 (円) 48.50 54.29 56.60 61.86 61.85

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
(円) 42.27 47.67 52.12 61.60 61.65

自己資本比率 (％) 16.6 22.3 27.3 30.4 30.5

自己資本利益率 (％) 25.8 21.7 17.2 15.0 13.7

株価収益率 (倍) 9.8 11.07 22.5 16.6 11.5

営業活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 17,802 14,020 12,159 10,839 15,141

投資活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △4,347 △3,731 △11,877 △9,136 △15,962

財務活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △13,270 △9,367 △3,242 △3,305 149

現金及び現金同等物

の期末残高
(百万円) 6,542 7,437 5,108 3,537 2,960

従業員数

(外、平均臨時雇用者数)
(名)

4,600

(482)

4,469

(307)

6,736

(852)

6,810

(673)

6,985

(635)

　（注）１　売上高には消費税等は含まれておりません。

２　第111期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号平成17年12月９日）を適用しております。
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（２）提出会社の経営指標等

回次 第108期 第109期 第110期 第111期 第112期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 (百万円) 100,508 101,839 104,164 104,390 110,125

経常利益 (百万円) 6,936 7,181 7,779 4,209 6,929

当期純利益 (百万円) 3,044 2,782 2,535 3,359 5,498

資本金 (百万円) 9,200 9,628 13,559 13,578 13,578

発行済株式総数 (千株) 95,508 97,508 110,816 110,992 110,992

純資産額 (百万円) 22,413 25,991 34,874 37,363 39,418

総資産額 (百万円) 113,562 108,310 113,162 118,961 121,490

１株当たり純資産額 (円) 235.17 267.31 325.88 347.42 365.39

１株当たり配当額

(内、１株当たり

中間配当額)

(円)

(円)

4.00

(―)

6.00

(―)

6.00

(―)

6.00

(3.00)

10.00

(5.00)

１株当たり当期純利益 (円) 32.17 28.86 24.49 31.34 51.23

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
(円) 28.19 25.56 22.63 31.20 51.06

自己資本比率 (％) 19.7 24.0 30.8 31.3 32.3

自己資本利益率 (％) 15.1 11.5 8.3 9.3 14.4

株価収益率 (倍) 14.8 20.8 52.0 32.7 13.9

配当性向 (％) 12.4 20.8 24.5 19.1 19.5

従業員数

(外、平均臨時雇用者数)
(名)

1,062

(48)

1,085

(51)

993

(34)

1,017

(35)

1,039

(97)

　（注）１　売上高には消費税等は含まれておりません。

２　第111期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号平成17年12月９日）を適用しております。
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２【沿革】

昭和４年 曙石綿工業所創設、ウーブンライニング、クラッチフェーシングの製造開始

昭和11年 曙石綿工業株式会社に改組

昭和15年 羽生製造所建設、稼動開始

昭和19年 曙兵器工業株式会社に社名変更

昭和20年 曙石綿工業株式会社に社名変更

昭和21年 曙産業株式会社に社名変更

昭和27年 鉄道車両用耐摩レジンの生産開始

昭和29年 羽生製造所内にクラッチフェーシングの工場新設

昭和32年 板橋製造所にてブレーキシューアッセンブリー生産開始

昭和35年 曙ブレーキ工業株式会社に社名変更

昭和36年 東京証券取引所市場第２部に上場

昭和37年 岩槻製造所建設、稼動開始

昭和46年 福島製造所建設、稼動開始。東京日本橋に曙本店ビル完成

昭和48年 山陽ハイドリック工業株式会社設立

昭和49年 株式会社日本制動安全研究所設立(昭和56年に株式会社曙ブレーキ中央技術研究所に改称)

昭和52年 三春製造所建設、稼動開始

昭和55年 米国現地法人アケボノアメリカインク設立(シカゴ)

昭和58年 東京証券取引所市場第１部に上場

昭和60年 仏国現地法人アケボノヨーロッパS.A.R.L.設立(パリ)(平成15年にアケボノヨーロッパS.A.S.に改称(現連結子会社

)

昭和61年 アムブレーキコーポレーション設立(米国GM合弁会社・ケンタッキー州、エリザベスタウン)(現連結子会社)

昭和63年 アムブレーキコーポレーション生産開始。テストコース完成(いわき市)

平成元年 米国現地法人アケボノブレーキシステムズエンジニアリングセンターインク設立(デトロイト)

平成４年 曙ブレーキ山形製造株式会社設立(寒河江市)(現連結子会社)

平成６年 米国現地法人エーマックブレーキコーポレーション(平成７年にエーマックブレーキL.L.C.と会社形態を変更)設

立(ケンタッキー州、グラスゴー)(現連結子会社)

平成７年 米国現地法人アケボノコーポレーション設立(北米における統括持株会社、シカゴ)。仏国に研究開発センター

CREA建設(ゴネス市)に伴い、仏国現地法人アケボノヨーロッパS.A.R.L.移転(ゴネス市)

平成８年 インドネシア現地法人ピーティートゥリダールマヴィセサ社(現連結子会社)へ資本参加(ジャカルタ)

平成10年 米国現地法人アケボノコーポレーション(ノースアメリカ)設立(デトロイト、米国現地法人アケボノアメリカイン

ク、アケボノブレーキシステムエンジニアリングセンターインク及びアケボノコーポレーションを吸収合併)(現

連結子会社)

平成12年 アケボノテック株式会社設立(現連結子会社)、株式会社ネオストリート設立(現連結子会社)

平成13年 曙ブレーキ福島製造株式会社設立(現連結子会社)、曙ブレーキ三春製造株式会社設立(現連結子会社)、新社屋アケ

ボノ　クリスタル　ウイング(ACW)完成(埼玉県羽生市)、米国現地法人アムテックブレーキL.L.C.設立(ケンタッ

キー州、スプリングフィールド)(現連結子会社)

平成14年 曙ブレーキ岩槻製造株式会社設立(現連結子会社)

平成15年 あけぼの１２３株式会社(現連結子会社)、米国現地法人アムブレーキマニュファクチャリングLTD.設立(現連結

子会社)

平成16年 独国現地法人アケボノヨーロッパGmbH(アケボノヨーロッパS.A.S.の子会社、ヘッセン州)設立(現連結子会社)、

中国現地法人広州曙光制動器有限公司設立(現連結子会社)及び曙光制動器(蘇州)有限公司設立(現連結子会社)

平成17年 曙ブレーキ羽生製造株式会社設立(現連結子会社)、株式会社APS設立(現連結子会社)、山陽ブレーキ工業株式会社

が山陽ハイドリック工業㈱を吸収合併し、曙ブレーキ山陽製造株式会社(現連結子会社)となる。

平成18年 アケボノブレーキタイランドCO.,LTD.を設立(現連結子会社)、アケボノアドバンスドエンジニアリングLTD.を設

立(現連結子会社)

平成19年 ベルギー現地法人アケボノブレーキヨーロッパN.V.設立(現連結子会社)、曙ブレーキ産機鉄道部品販売株式会社

設立(現連結子会社)、館林鋳造所建設(群馬県館林市)、米国現地法人アケボノコーポレーション(ノースアメリカ)

の新社屋完成(ケンタッキー州)
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３【事業の内容】

　当社グループは、当社、子会社33社及び関連会社３社で構成されております。営んでいる主な事業内容は、自動車及び

産業機械用ブレーキ並びに鉄道車両用部品の製造・販売であり、さらに事業に関連する研究開発・物流・サービス等

を展開しております。

　なお、当連結会計年度における企業集団の再編等に関する事項については、本報告書の「連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項」をご覧ください。

主な事業内容 主要な会社

ドラムブレーキ

当社、曙ブレーキ岩槻製造㈱、曙ブレーキ山陽製造㈱、

アムブレーキコーポレーション、広州曙光制動器有限公司、ピーティートゥ

リダールマヴィセサ

ディスクブレーキ

当社、曙ブレーキ岩槻製造㈱、曙ブレーキ山陽製造㈱、

エーマックブレーキL.L.C.、アムブレーキコーポレーション、広州曙光制動

器有限公司、ピーティートゥリダールマヴィセサ

シューアッシー

当社、曙ブレーキ岩槻製造㈱、曙ブレーキいわき製造㈱、

曙ブレーキ山陽製造㈱、アムブレーキコーポレーション、ピーティートゥリ

ダールマヴィセサ

ディスクパッド

当社、曙ブレーキ山形製造㈱、曙ブレーキ羽生製造㈱、曙ブレーキいわき製

造㈱、エーマックブレーキL.L.C.、アムテックブレーキL.L.C.、

アムブレーキコーポレーション、アケボノヨーロッパS.A.S.、曙光制動器

（蘇州）有限公司、ピーティートゥリダールマヴィセサ

ブレーキライニング 当社、曙ブレーキ福島製造㈱、ピーティートゥリダールマヴィセサ

ブレーキ部品
当社、曙ブレーキ山陽製造㈱、曙ブレーキ三春製造㈱、ピーティートゥリ

ダールマヴィセサ

鉄道車両用部品
当社、曙ブレーキ福島製造㈱、曙ブレーキ三春製造㈱、曙ブレーキ産機鉄道

部品販売㈱

物流 ㈱アロックス

研究開発

当社、㈱曙ブレーキ中央技術研究所、アケボノコーポレーション(ノースア

メリカ)、アケボノヨーロッパS.A.S.、アケボノアドバンスドエンジニアリン

グLTD.

その他 当社、㈱ネオストリート、アケボノテック㈱、㈱ＡＰＳ、あけぼの１２３㈱

　事業の系統図は次のとおりであります。
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金又は出資金

(百万円)
主要な事業
の内容

議決権の所有
[被所有]
割合(％)

関係内容

(連結子会社) 　 　 　 　 　

曙ブレーキ山形製造株式会社

注2
山形県寒河江市 100 ─ 100.00

当社との材料、部品、製品の相互供給。

当社より土地及び建物を賃借。

役員の兼任等…有

資金援助…有

曙ブレーキいわき製造株式会

社
東京都中央区 32 ─ 100.00

当社との材料、部品、製品の相互供給。

当社より土地及び機械装置を賃借。

役員の兼任等…有

資金援助…有

株式会社アロックス
埼玉県さいたま市

岩槻区
35 ─ 100.00

当社よりブレーキ製品の輸送及び梱

包を受託。

当社より土地、建物及び機械装置を賃

借。

役員の兼任等…有

株式会社曙ブレーキ

中央技術研究所
埼玉県羽生市 100 ─ 100.00

当社より研究開発を受託。

役員の兼任等…有

資金援助…有

曙ブレーキ山陽製造株式会社

注2
岡山県総社市

94
《35》

─ 54.31
 当社との部品、製品の相互供給。

当社より機械装置を賃借。

役員の兼任等…有

アケボノテック株式会社 福島県いわき市 20 ─ 100.00

当社より開発・製造する製品の実験

を受託。

当社よりテストコース・その附帯施

設・附帯設備を賃借。

役員の兼任等…有

曙ブレーキ福島製造株式会社 福島県桑折町 20 ─ 100.00

当社との部品、製品の相互供給。

当社より土地、建物、構築物、機械装

置、車両運搬具及び工具器具備品を賃

借。

役員の兼任等…有

曙ブレーキ三春製造株式会社

注2
福島県三春町 10 ─ 100.00

当社との部品、製品の相互供給。

当社より土地、建物、構築物、機械装

置、車両運搬具及び工具器具備品を賃

借。

役員の兼任等…有

株式会社ネオストリート 埼玉県羽生市 15 ─ 93.33
当社より部品を購入。

役員の兼任等…有

曙ブレーキ岩槻製造株式会社

　

注2

埼玉県さいたま市

岩槻区
20 ─ 100.00

当社との部品、製品の相互供給。

当社より土地、建物、構築物、機械装

置、車両運搬具及び工具器具備品を賃

借。

役員の兼任等…有

曙ブレーキ羽生製造株式会社 埼玉県羽生市 20 ─ 100.00

当社との部品、製品の相互供給。

当社より土地、建物、構築物、機械装

置、車両運搬具及び工具器具備品を賃

借。

役員の兼任等…有

株式会社ＡＰＳ
埼玉県羽生市

10 ─ 100.00

当社よりコンサルティング業務を受

託。

当社より土地、建物及び工具器具備品

を賃借。

役員の兼任等…有

あけぼの１２３株式会社 埼玉県羽生市 13 ─
100.00
(100.00)

当社より清掃業務を受託。

役員の兼任等…有
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名称 住所
資本金又は出資金

(百万円)
主要な事業
の内容

議決権の所有
[被所有]
割合(％)

関係内容

アケボノコーポレーション

(ノースアメリカ)　　(注)2,5
米国

ケンタッキー州

35,000千US$
《57,400千US$》

─ 80.00
当社との製品の相互供給。

役員の兼任等…有

アムテック ブレーキ

L. L. C.　注2　※
米国

ケンタッキー州

－

《47,951千US$》
─

100.00
(100.00)

当社より部品及び生産設備を購入。

また、製造技術を導入。

役員の兼任等…有

アムブレーキ

コーポレーション　注2　※　
米国

ケンタッキー州

0千US$
《34,000千US$》

─
100.00
(100.00)

役員の兼任等…無

アムブレーキマニュファク

チャリング LTD.　注2　※
米国

ケンタッキー州
36,864千US$ ─

100.00
(100.00)

当社より部品及び生産設備を購入。

また、製造技術を導入。

役員の兼任等…無

エーマックブレーキ

L. L. C.　注2　※
米国

ケンタッキー州
15,000千US$ ─

100.00
(100.00)

当社との製品の相互供給。

当社より製造技術を導入。

役員の兼任等…有

アケボノヨーロッパS.A.S.
注2

仏国

ゴネス市

25,176千EUR
《33,287千EUR》

─
100.00
(100.00)

当社との製品の相互供給。

当社より研究開発を受託。

役員の兼任等…有

アケボノヨーロッパGmbH
独国

ヘッセン州
25千EUR ─

100.00
(100.00)

役員の兼任等…無

ピーティートゥリダールマ

ヴィセサ　　　　　　注3
インドネシア

ジャカルタ市

40,000,000千IDR
《9,428,571千IDR》

─ 50.00
当社との製品の相互供給。

また、製造技術を導入。

役員の兼任等…有

広州曙光制動器有限公司 中国広州市 62,074千元 ─
80.00
(30.00)

当社より生産設備を購入。

役員の兼任等…有

曙光制動器(蘇州)有限公司 中国蘇州市 74,334千元 ─
80.00
(35.00)

当社との部品、製品の相互供給。 

当社より生産設備を購入。

役員の兼任等…有

アケボノブレーキタイランド

CO.,LTD.
タイ

チョンブリ県
553,854千THB ─ 100.00

当社より生産設備を購入。

役員の兼任等…有

アケボノアドバンスドエンジ

ニアリングLTD.
英国

ウォーキングハム市
50千GBP ─ 100.00

当社より研究開発を受託。

役員の兼任等…有

アケボノブレーキヨーロッパ

N.V.　注2
ベルギー

Diegem
19,000千EUR ─ 100.00 役員の兼任等…有

曙ブレーキ産機鉄道部品販売

株式会社
埼玉県羽生市 300 ─ 60.00

当社より製品を購入。

役員の兼任等…有

その他６社 　  　  　

(持分法適用関連会社) 　  　  　

大和産業株式会社 東京都大田区
90
《23》

─ 18.20
当社より製品を購入。

役員の兼任等…有

　（注）１　議決権の所有割合（　）内は、間接所有割合で内数であります。

２　特定子会社に該当しております。

３　持分は50％でありますが実質的に支配しているため子会社としたものであります。

４　資本金に準ずる金額として資本準備金（またはそれに準ずる金額）を資本金欄において≪　≫で表示してお

ります。

５　アケボノコーポレーション（ノースアメリカ）は、売上高（連結会社相互間の売上高を除く。）の連結売上高

に占める割合が10％を超えております。その主要な損益情報等（決算日：平成19年12月31日）は以下のとお

りであります。なお、※の会社はアケボノコーポレーションの完全子会社であります。

アケボノコーポレーション（※の会社を含む）

(1）売上高　　 　　　　70,182百万円

(2）経常利益　　　　　　3,611　〃

(3）当期純利益　　　　　2,229　〃

(4）純資産額 　　　　　18,749　〃

(5）総資産額　　　　 　43,146　〃
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５【従業員の状況】

（１）連結会社の状況

　 平成20年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

ブレーキ製品関連事業 6,985 (635）

合計 6,985 (635）

　（注）１　従業員数は就業人員数であります。

２　従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人数であります。

３　臨時従業員には、期間工、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

（２）提出会社の状況

　 平成20年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

1,039 (97）　 41.5 17.3 6,907,574

　（注）１　従業員数は就業人員数であります。

２　従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人数であります。

３　臨時従業員には、期間工、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

４　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

（３）労働組合の状況

　当社グループは、曙ブレーキ工業労働組合、曙ブレーキいわき製造労働組合、アロックス労働組合で、曙関連企業労

働組合協議会を組織しております。また、当社の労働組合は、上部団体として全日本自動車産業労働組合総連合会(自

動車総連)の下部組織、日本自動車部品産業労働組合連合会(部品労連)に加盟しております。

　労使関係は、相互の信頼を基礎として安定した協調関係にあります。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

（１）業績

　当連結会計年度のわが国経済は、昨今の急激な資材価格高騰やドル安の進行による輸出企業への影響などを背景

として、企業収益や設備投資にも減速感が見られるなど、景気の先行きは年度末にかけて急速に不透明な状況に

なってきました。また、海外では新興国の景気拡大が見られたものの、サブプライムローン問題などにより欧米をは

じめとして先行きの不透明感は強い状況にあります。

　自動車業界についても、日本の自動車生産台数は、1,179万台と前年を上回りましたが、輸出の増加を背景にしたも

のであり、国内販売台数については、532万台と昨年に引き続き前年を下回りました。

　このような中、当社グループの業績は、売上高、利益において過去最高を更新いたしました。

　売上高については日本およびインドネシアでの受注増加により1,847億円と対前期比116億円（＋6.7％）の増収に

なりました。この増収効果に加え、原価低減活動による効果もあり営業利益についても152億円と対前期比13億円

（＋9.2％）の増益、経常利益についても126億円と対前期比５億円（＋3.8％）、当期純利益も66億円と対前期比０

億円（＋0.1％）の増益となりました。

　所在地別セグメントでの業績は次のとおりとなっております。なお、売上高及び営業利益については内部取引を含

んでおります。

 当期実績 対前年同期比 主要因

日本
売上高 1,117億円 ＋56億円 ＋5.3％　 主要なお客様からの受注増加

営業利益 98億円 ＋９億円 ＋10.6％ 増産効果及び合理化効果

北米
売上高 700億円 ＋27億円 ＋3.9％ 日系お客様の受注増加

営業利益 41億円 △７億円 △15.5％ 高付加価値製品の受注減少

欧州
売上高 63億円 ＋21億円 ＋47.9％ 補修市場向け増加

営業利益 ２億円 ＋４億円 －％ 増産効果

アジア
売上高 107億円 ＋17億円 ＋18.8％ インドネシアでの二輪及び小型車向け受注増加

営業利益 ９億円 ＋５億円 ＋175.3％ 増産効果

（２）キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ６億円減少し30億円となりました。また、フ

リーキャッシュ・フロー（営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計）

は、８億円の支出となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　151億円の収入と対前年同期比43億円収入増加（＋39.7％増）となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益

131億円、減価償却費99億円、たな卸資産の増加額26億円、法人税等の支払額33億円等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　160億円の支出と対前年同期比68億円支出増加となりました。主な要因は、生産設備の投資等により、有形固定資産

の取得による支出が144億円や、投資有価証券の取得による支出13億円等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　１億円の収入と対前年同期比35億円収入増加となりました。主な要因は、短期借入金の純増による収入が21億円、

短期社債の純増による収入が20億円、少数株主からの払込による収入が11億円、社債償還による支出が31億円、ファ

イナンス・リース債務の返済による支出が28億円等によるものです。
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２【生産、受注及び販売の状況】

（１）生産実績

当連結会計年度における生産実績は、次のとおりであります。

　 生産高(百万円) 前年同期比(％)

ブレーキ製品関連事業 186,524 7.7

　（注）１　金額は、販売価格によるものであります。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（２）受注実績

当連結会計年度における受注実績は、次のとおりであります。

　 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

ブレーキ製品関連事業 184,405 6.2 9,098 △3.5

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（３）販売実績

当連結会計年度における受注実績は、次のとおりであります。

　 販売高(百万円) 前年同期比(％)

ブレーキ製品関連事業 184,731 6.7

　（注）１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　前連結会計年度及び当連結会計年度における主な相手先への販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対す

る割合は、次のとおりであります。なお、本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

相手先
前連結会計年度 当連結会計年度

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

日産自動車㈱ 18,136 10.5 22,552 12.2

Delphi Corporation 19,254 11.1 － －

（注）当連結会計年度の Delphi Corporation については、当該割合が100分の10未満のため記載を省略し　　

　　　ております。
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３【対処すべき課題】

(1）対処すべき課題

　当社グループは、３ヵ年の新中期経営計画「akebono New Frontier 30」を策定し、平成20年４月から推進しておりま

す。

　「世界的経済金融不況」「ドル安円高」「資材価格高騰」「北米地域の不振」「新興国の台頭」「市場の二極化

（高性能車と小型・軽自動車）」等、日々激変する経営環境の中で、更なる成長を遂げることにより、引き続きグロー

バルでＯＥＭ用ディスクブレーキパッド装着比率の世界シェア30％を持つ「世界No.１低コストTier２ブレーキサプ

ライヤー」を目指し、以下のような取組みを進めてまいります。

（革命的な原価低減の実現）

　当社グループの従来の主要市場である日本は、国内販売の低迷、軽自動車・コンパクトカーへのシフト等市場構

造の変化に加え、資材価格の高騰が厳しい競争に拍車をかけており、従来製品以上の原価低減努力が求められて

います。また、もう１つの主要市場である北米も、サブプライムローン問題に端を発した自動車市場の低迷の影響

を受け、今まで以上の収益基盤の強化が必要になっております。

　「akebono New Frontier 30」の３ヵ年では、従来の共通化・標準化の推進に加え、生産拠点再編（日本、米国）、一

部基幹部品内製化、ロジスティクス改善、調達合理化、間接部門合理化等の施策を実行することにより、大幅な原

価低減を目指します。

（技術の差別化）

　コスト、環境、性能面から、以下の取組みにより、技術の差別化をはかってまいります。

・製品・部品のみならず、つくりの共通化・標準化を行い、新興国向けの低価格車にも対応した低コストブ

レーキの開発を行っていきます。

・次世代にも通用する環境技術の更なる研究・開発を好機ととらえ、展開を強化し進めていきます。

・昨年の正式参入以来高い成果を収めてきたFormula １に対する製品供給を通して獲得した高性能ブレーキ製

造技術とブランドをベースにして、ハイエンドへの展開をはかっていきます。

（グローバル展開の加速）

　従来の日本及び北米事業中心から、欧州及びアジア事業を加えたグローバル展開を加速してまいります。特に成

長市場と捉えているアジアについては、積極的な投資活動を行ない、ビジネスの拡大をはかってまいります。

　インドネシアでは更なる新規ビジネスの受注で事業を拡大、中国では日系のお客様を中心に着実なビジネス拡

大により、黒字化及び安定した収益の確保を目指します。

　タイにおいては、平成19年に日系自動車メーカー向けディスクブレーキを受注し、平成20年２月から本格的な量

産を開始いたしました。平成21年にはディスクブレーキパッドの生産開始も予定しており、確実な事業拡大をは

かってまいります。

　アジアにおける二輪車向け事業については、増産に対応すると共に、近隣市場の成長拡大に合わせた対策も検討

してまいります。

　また、欧州については、「技術の差別化」による高性能車への展開から市場の本格的な攻略にシフトし、黒字化

体質の定着化と合わせ、高い製品ブランドによる事業基盤の構築をはかってまいります。

(2）株式会社の支配に関する基本方針

　当社は、株式会社の支配に関する基本方針について定めており、その内容は次のとおりであります。

Ⅰ　当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　当社取締役会は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大量の株式買付行為に応じて当

社株式の売買を行うかどうかは、最終的には当該株式を保有する株主の皆様のご判断に委ねられるべきものである

と考えます。

　しかし、当社グループの企業価値を将来にわたって向上させるためには、中長期的な視点での企業経営が必要不可

欠であり、そのためには、お客様、お取引先、従業員、地域社会などとの良好な関係の維持はもとより、1929年の創業

以来、当社が築き上げてきた様々な専門的・技術的なノウハウの活用など、当社グループの深い理解による事業の

運営が必須です。

　また、突然の大量の株式買付行為がなされたときに、買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当なものかどうか

を株主の皆様が短期間の内に適切に判断するためには、買付者及び当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が

提供されることが不可欠です。さらに、当社株式の継続保有をお考えの株主の皆様にとっても、かかる買付行為が当

社に与える影響や、買付者が考える当社の経営に参画したときの経営方針、事業計画の内容、当該買付行為に対する

当社取締役会の意見等の情報は、当社株式の継続保有を検討するうえで重要な判断材料になると考えます。
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　そこで、当社としましては、大量の買付行為を行う買付者において、株主の皆様の判断のために、当社が設定し事前

に開示する一定の合理的なルールに従って、買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供

し、一定の評価期間の経過を待つべきであると考えております。また、かかる合理的なルールに違反する買付行為に

対して、当社取締役会が当該ルールに従って適切と考える方策をとることは、当社株主共同の利益を守るために必

要であると考えております。

　もっとも、当社は、大量の買付行為に応じて当社株式の売買を行うかどうかは、最終的には当社株式を保有する当

社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えておりますので、当該買付行為への対応策の導入・継続・

廃止や当該対応策に基づく具体的な対抗措置の発動の是非については、基本的には当社株主総会における株主の皆

様のご意向を直接確認することが望ましいと考えております（以上の当社の財務及び事業の方針の決定を支配す

る者の在り方に関する考え方について、以下「本基本方針」といいます。）。

Ⅱ　当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の本基本方針の実現に資する特別な取組み

１．本基本方針の実現に資する特別な取組み

　当社は、企業理念を『私達は「摩擦と振動、その制御と解析」により、ひとつひとつのいのちを守り、育み、支え

続けて行きます』と定め、経営方針である「お客様第一」「技術の再構築」「グローバル体制の確立」に基づ

き、ブレーキ製品関連事業に経営資源を集中した事業展開により、業績の拡大を行ってまいりました。

　平成20年３月19日に公表した新中期経営計画「akebono New Frontier 30」は、平成20年度（2008年度）から平成

22年度（2010年度）の３カ年計画であり、世界的経済金融不況、為替、資材価格高騰、石油価格、市場二極化等、経

営環境が激変する中で「将来に向けた技術の差別化」「革命的な原価低減」「アジアを含めたグローバル化の

加速」の３本柱に、更なる業績の拡大と企業価値の向上を目指してまいります。

＜将来に向けた技術の差別化＞

　当社の経営方針にも掲げている通り、技術力の差別化を図ることにより、当社製品を更に魅力あるものとし、

業績拡大の原動力といたします。差別化により、「コスト面での圧倒的な強さ」「環境対応において他社追随

できないような独自技術」「モータースポーツなどへの参画による、高性能車に装着される製品の開発」を追

及します。

＜革命的な原価低減＞

　生産拠点再編（日本、米国）、一部基幹部品内製化、ロジスティクス改善、調達合理化、共通化／標準化の推進、

間接部門合理化などの施策を実行することにより、大幅な原価低減を目指します。

＜アジアを含めたグローバル化の加速＞

　従来から推進してきたグローバル化は日本・北米・欧州の三地域が主体となっておりましたが、近年になっ

て世界の自動車生産基地としての地位を確固たるものとしてきたアジア地域を当社グローバル化の新地域と

して位置づけ、従来の三地域に加え、この地域での事業拡大に注力いたします。具体的には、インドネシア、中

国、タイの３カ国での事業展開を加速します。

　当社では上記の、多くの挑戦課題をクリアし、高品質で低コストの製品をグローバルに供給することで、マー

ケットで必要不可欠な存在を目指して、目標（平成22年度（2010年度）連結売上高2,000億円、連結営業利益200

億円）の達成に向け邁進しております。

２．本基本方針の実現に資する特別な取組みに関する当社取締役会の考え方

　上記の中期経営計画に基づく取組みは、当社グループの市場価値を向上させ、その結果、当社株主共同の利益を

著しく損なう買付者が現れる危険性を低減するものですから、本基本方針に沿うものであると考えます。また、か

かる取組みは、当社グループの価値を向上させるものですから、当社株主共同の利益を損なうものではなく、当社

役員の地位の維持を目的とするものでないことは明らかであると考えます。
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Ⅲ　本基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため

の取組み（当社株券等の大量買付行為に関する対応策）

　当社は、本基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止す

るための取組みとして、当社株券等の大量の買付行為への対応策として、以下に定める内容の合理的なルール（以

下「大量買付ルール」といいます。）を設定いたします。

　なお、Ⅲに記載する当社株券等の大量買付行為への対応策を以下「本プラン」といいます。

１．本プランの対象

　本プランは、特定株主グループ（注１）の議決権割合（注２）を20％以上とすることを目的とする当社株券等

（注３）の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為

（市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。）を適用対象とします。但し、あらかじめ当

社取締役会が同意した買付行為は、本プランの適用対象からは除外いたします。

　なお、本プランの適用を受ける買付行為を以下「大量買付行為」といい、大量買付行為を行う者を以下「大量買

付者」といいます。

注１：特定株主グループとは、

(i)  当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいます。）の保有者（同法第27条

の23第３項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。）及びその共同保有者（同法

第27条の23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を含

みます。以下同じとします。）並びに当該保有者との間で又は当該保有者の共同保有者との間で保有者

・共同保有者間の関係と類似した一定の関係にある者（以下「準共同保有者」といいます。）又は、

(ⅱ) 当社の株券等（同法第27条の２第１項に規定する株券等をいいます。）の買付け等（同法第27条の２第

１項に規定する買付け等をいい、競売買の方法によるか否かを問わず取引所金融商品市場において行

われるものを含みます。）を行う者及びその特別関係者（同法第27条の２第７項に規定する特別関係

者をいいます。）を意味します。

注２：議決権割合とは、

(i)  特定株主グループが、注１の(i)記載の場合は、①当該保有者の株券等保有割合（同法第27条の23第４項に

規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数

（同項に規定する保有株券等の数をいいます。以下同じとします。）も計算上考慮されるものとしま

す。）と、②当該保有者の準共同保有者の株券等保有割合とを合わせた割合（但し、①と②の合算にお

いて、①と②との間で重複する保有株券等の数については、控除するものとします。）又は、

(ⅱ) 特定株主グループが、注１の(ii)記載の場合は、当該大量買付者及び当該特別関係者の株券等所有割合

（同法第27条の２第８項に規定する株券等所有割合をいいます。）の合計を意味します。

なお、各株券等保有割合及び各株券等所有割合の算出に当たっては、総議決権の数（同法第27条の２第

８項に規定するものをいいます。）及び発行済株式の総数（同法第27条の23第４項に規定するものを

いいます。）は、有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に

提出されたものを参照することができるものとします。

注３：株券等とは、金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等を意味します。
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２．大量買付ルールの内容

（１）大量買付ルールの概要

　大量買付ルールは、大量買付行為が行われる場合に、(i)大量買付者に対し、事前に当該大量買付行為に関する必

要かつ十分な情報の提供を求め、(ⅱ)当該大量買付行為についての情報収集・検討等を行う時間を確保した上

で、(ⅲ)取締役会が株主の皆様に当社経営陣の計画、代替案等の提示や、大量買付者との交渉を行ない、(ⅳ)当該大

量買付行為に対し対抗措置を発動するか否かについて株主の皆様の意思を確認するための株主総会を開催する

手続きを定め、かかる株主の皆様の意思を確認する機会を確保するため、大量買付者には、上記(i)乃至(ⅳ)の手続

きが完了するまで大量買付行為の開始をお待ちいただくことを要請するものです。

（２）情報の提供

　大量買付者には、大量買付行為の実行に先立ち、当社代表取締役宛に、大量買付者の名称、住所、設立準拠法、代

表者の氏名、国内連絡先及び提案する大量買付行為の概要を明示した、大量買付ルールに従う旨の「意向表明

書」をご提出いただいたうえで、当社取締役会に対して、当社株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見

形成のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」といいます。）を提供していただきます。

　当社取締役会は、意向表明書受領後10営業日以内に、大量買付者から提供いただくべき本必要情報のリストを

当該大量買付者に交付します。当社取締役会は、大量買付者から提供された情報を精査し、必要に応じて当社取

締役会から独立した外部専門家等と協議の上、当該情報だけでは不十分と認められる場合には、大量買付者に対

して本必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めます。

　本必要情報の具体的内容は、大量買付者の属性、大量買付行為の目的及び内容によって異なりますが、一般的な

項目の一部は以下のとおりです。

①大量買付者及びそのグループ（共同保有者、準共同保有者及び特別関係者を含みます。）の概要（大量買付

者の事業内容、資本構成、当社及び当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含み

ます。）

②大量買付行為の目的及び内容（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付等

の方法の適法性、買付等及び関連する取引の実現可能性等を含みます。）

③当社株券等の取得対価の算定根拠及び取得資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の

具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。）

④当社及び当社グループの経営に参画した後に想定している経営者候補（当社及び当社グループの事業と同

種の事業についての経験等に関する情報を含みます。）、経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政

策、資産活用策等（以下「買付後経営方針等」といいます。）

⑤当社及び当社グループの取引先、顧客、従業員等のステークホルダーと当社及び当社グループとの関係に関

し、大量買付行為完了後に予定する変更の有無及びその内容

　なお、大量買付行為の提案があった事実及び当社取締役会に提供された本必要情報は、当社株主の皆様の判断

のために必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部又は一部を開示し

ます。

（３）取締役会による評価期間

　次に、当社取締役会は、本必要情報の提供が完了した後、60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けに

よる当社全株式の買付の場合）又は90日間（その他の大量買付行為の場合）を取締役会による評価、検討、交

渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。当社取締

役会は、本必要情報の提供が完了した場合には、速やかにその旨及び取締役会評価期間が満了する日を公表いた

します。

　取締役会評価期間中、当社取締役会は、必要に応じて当社取締役会から独立した外部専門家等の助言を受けな

がら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表しま

す。また、必要に応じ、大量買付者との間で大量買付行為に関する条件改善について交渉したり、当社取締役会と

して当社株主の皆様に対し代替案を提示することもあります。
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（４）当社株主総会における株主意思の確認

　当社取締役会は、大量買付者において大量買付ルールが遵守されている場合、原則として、取締役会評価期間満

了後に以下に定める要領に従って、すみやかに当社株主総会（以下「株主意思確認総会」といいます。）を開催

し、株主の皆様のご判断に基づいて、大量買付行為に対し、対抗措置を発動すべきか否かを決するものとします。

　但し、当社取締役会は、株主の皆様に大量買付行為に応じるか否かの判断を委ねるのが相当と判断する場合に

は、株主意思確認総会を開催しないことができるものとします（この場合、当社取締役会は、当該大量買付行為

に対し対抗措置をとりません。）。

①当社取締役会は、株主意思確認総会において議決権を行使しうる株主を確定するために基準日（以下「本

基準日」といいます。）を設定するため、本基準日の２週間前までに当社定款に定める方法により公告しま

す。

②株主意思確認総会において議決権を行使できる株主は、本基準日の最終の株主名簿又は実質株主名簿に記

載又は記録された株主とします。

③当社取締役会は、株主意思確認総会において株主の皆様に発動の是非をご判断いただくべき対抗措置の具

体的な内容を、事前に決定のうえ、公表します。

④株主意思確認総会の決議は、法令及び当社定款第44条に基づき、議決権を行使することができる株主の議決

権の３分の１以上を有する当社株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うものとします。

⑤大量買付者は、株主意思確認総会終結時まで、当社株券等の買付けを開始してはならないものとします。

（なお、大量買付者が株主意思確認総会終結時までに当社株券等の買付けを開始したときは、当社取締役会

は、株主意思確認総会の開催を中止し、当社取締役会の決議のみにより対抗措置を発動することができるも

のとします。）

⑥当社取締役会は、株主意思確認総会にて株主の皆様が判断するための情報等に関し、重要な変更等が発生し

た場合には、本基準日を設定した後であっても、本基準日の変更、又は株主意思確認総会の開催の延期若し

くは中止をすることができるものとします。

３．大量買付者が大量買付ルールを遵守した場合

　大量買付者により大量買付ルールが遵守された場合は、上述のとおり、当社取締役会は、株主意思確認総会にお

いて対抗措置の発動を承認する決議がなされない限り、大量買付行為に対する対抗措置をとりません。

４．大量買付者が大量買付ルールを遵守しない場合

　大量買付者により大量買付ルールが遵守されなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社取

締役会は、当社株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の発行等、会社法その他の法律及び当社定款

が認める対抗措置をとり、大量買付行為に対抗する場合があります。大量買付者が大量買付ルールを遵守したか

否か及び対抗措置の発動の適否は、当社取締役会から独立した外部専門家等の意見も参考にし、当社取締役会が

決定します。

　具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択する

こととします。具体的対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合の概要は（注）に記載のとおりです。

　なお、大量買付者により、大量買付ルールが遵守されなかった場合であっても、当社取締役会は、株主の皆様のご

意思を尊重する趣旨から、上記２（４）に定める要領に従って株主意思確認総会を開催し、対抗措置を発動する

ことの是非について株主の皆様にご判断いただくこともできるものとします。
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５．株主・投資家に与える影響等

（１）本プランの導入・継続が株主・投資家に与える影響等

　本プランは、当社株主の皆様が大量買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社の経営

を担っている当社取締役会の意見を当社株主の皆様に提供し、さらには、当社株主の皆様が代替案の提示を受け

る機会を確保し、最終的には大量買付行為の提案を受けた時点における株主の皆様により対抗措置の発動の是

非を直接的に判断していただくことを目的としています。これにより、当社株主の皆様は、十分な情報のもとで、

大量買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社の企業価値ひいて

は株主価値の確保・向上につながるものと考えます。従いまして、本プランの導入及び継続は、当社株主及び投

資家の皆様が適切な投資判断を行う上での前提となるものであり、当社株主及び投資家の皆様の利益に資する

ものであると考えております。

　なお、前記３．及び４．において述べたとおり、大量買付者が大量買付ルールを遵守するか否かにより大量買

付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、当社株主及び投資家の皆様におかれましては、大量買付者の

動向にご注意ください。

（２）対抗措置発動時に株主・投資家に与える影響等

　大量買付者が大量買付ルールを遵守しない場合等一定の場合には、当社取締役会は、当社株主共同の利益を守

ることを目的として、会社法その他の法律及び当社定款により認められている対抗措置をとることがあります

が、当該対抗措置の仕組上、当社株主の皆様（大量買付ルールを遵守しない大量買付者、及び株主の皆様が株主

意思確認総会において対抗措置を発動することが相当と判断した大量買付者を除きます。）が法的権利又は経

済的側面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。例えば、具体的対抗措置と

して無償割当てによる新株予約権の発行を決議した場合に、当該新株予約権の無償割当てに係る権利落ち日以

後に当該決議を撤回することは想定しておりません。当社取締役会が具体的対抗措置をとることを決定した場

合には、法令及び証券取引所規則に従って適時適切な開示を行います。

（３）対抗措置の発動に伴って株主の皆様に必要となる手続き

イ．名義書換の手続き

　対抗措置として、当社取締役会又は株主意思確認総会において、新株予約権無償割当てを実施することを決議

した場合には、当社は、新株予約権無償割当てに係る割当期日を公告いたします。割当期日における当社の最終

の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主に新株予約権が無償にて割り当てられますので、株主

の皆様におかれましては、速やかに株式の名義書換手続を行って頂く必要があります。（なお、証券保管振替機

構に対する預託を行っている株券については、名義書換手続は不要です。）

ロ．新株予約権の行使の手続き

　対抗措置として、当社取締役会又は株主意思確認総会において、新株予約権無償割当てを実施することを決議

した場合には、当社は、割当期日における当社の最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主

の皆様に対し、原則として、新株予約権の行使請求書（行使に係る新株予約権の内容・数等の必要事項及び株

主ご自身が特定株主グループに属する者でないこと等について確認する旨の文言を記載した当社所定の書式

によるものとします。）その他新株予約権の権利行使に必要な書類を送付いたします。新株予約権の無償割当

て後、株主の皆様においては、行使期間内に、これらの必要書類を提出した上、原則として、新株予約権１個当た

り１円以上で当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において定める価額を払込取扱場所に払い込むこと

により、新株予約権１個につき、当社取締役会が別途定める数の当社株式が発行されることになります。

ハ．当社による新株予約権の取得の手続き

　当社は、当社取締役会が新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手続きに従い、当社取締役会が別

途定める日の到来日をもって新株予約権を取得します。また、新株予約権の取得と引換えに当社株式を株主の

皆様に交付するときは、速やかにこれを交付いたします。なお、この場合、かかる株主の皆様には、別途、ご自身

が特定株主グループに属する者でないこと等について確認する旨の文言を記載した当社所定の書式による書

面をご提出いただくことがあります。

　なお、割当て方法、名義書換方法、行使の方法及び当社による取得の方法の詳細等につきましては、対抗措置に

関する当社取締役会の決議が行われた後、株主の皆様に対して情報開示又は通知いたしますので、当該内容を

ご確認ください。
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６．本プランの適用開始と有効期限

　本プランは、平成20年６月19日開催の当社第107回定時株主総会において、本プラン継続の承認議案が可決され

たことにともない、同日より発効し、その有効期限は、平成21年６月30日までに開催される第108回定時株主総会

の終結の時までとします。但し、当社第108回定時株主総会において本プランを継続することが承認された場合

は、かかる有効期限は更に１年間延長されるものとし、その後も同様とします。当社取締役会は、本プランを継続

することが承認された場合、その旨を速やかにお知らせします。

　また、かかるプランの継続が決定された場合であっても、当社株主共同の利益の保護の観点から、関係法令の整

備や、東京証券取引所が定める上場制度の整備等を踏まえ随時見直しを行い、当社株主総会の承認を得て本プラ

ンの変更を行うことがあります。但し、関係法令及び取引所規則等の改廃に伴う、実質的な内容の変更を含まない

本プランの技術的修正については、当社取締役会決議により行うことができるものとします。これらの変更又は

修正を行う場合には、その内容を速やかにお知らせします。

７．本プランが本基本方針に沿うものであること、当社株主共同の利益を損なうものではないこと、及び当社役員

の地位の維持を目的とするものではないこと及びその理由

（１）本プランが本基本方針に沿うものであること

　本プランは、大量買付ルールの内容、大量買付行為が為された場合の対応方針、株主及び投資家の皆様に与える

影響等を規定するものです。

　本プランは、大量買付者が大量買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供すること、

及び当社取締役会のための一定の評価期間が経過し、株主の皆様に当社取締役会が対抗措置をとることの是非

を株主意思確認総会において直接的に意思を確認した後にのみ当該大量買付行為を開始することを求め、これ

を遵守しない大量買付者に対して当社取締役会が対抗措置を講じることがある旨を定めております。

　また、大量買付ルールが遵守されている場合は、原則として株主意思確認総会における株主の皆様のご判断に

基づいて、大量買付行為に対して対抗措置を発動すべきか否かを決するものとしており、対抗措置の発動を承認

する決議がなされない限り、大量買付行為に対する対抗措置をとらない旨を定めております。

　このように本プランは、本基本方針の考え方に沿って設計されたものであるといえます。

（２）本プランが当社株主共同の利益を損なうものではないこと

　Ｉで述べたとおり、本基本方針は、当社株主共同の利益を尊重することを前提としています。本プランは、本基

本方針の考え方に沿って設計され、当社株主の皆様が大量買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情

報や当社取締役会の意見の提供、代替案の提示を受ける機会の提供を保障し、最終的には大量買付行為の提案を

受けた時点における株主の皆様により対抗措置の発動の是非を判断していただくことを目的としております。

本プランによって、当社株主及び投資家の皆様は適切な投資判断を行うことができますので、本プランが当社株

主共同の利益を損なうものではなく、むしろその利益に資するものであると考えます。

　さらに、本プランの発効・延長が当社株主の皆様の承認を条件としており、当社株主が望めば本プランの廃止

も可能であることは、本プランが当社株主共同の利益を損なわないことを担保していると考えられます。

（３）本プランが当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと

　本プランは、大量買付行為を受け入れるか否かが最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきことを大

原則としつつ、当社株主共同の利益を守るために必要な範囲で大量買付ルールの遵守の要請や対抗措置の発動

を行うものです。本プランは当社取締役会が対抗措置を発動する場合を事前かつ詳細に開示しており、当社取締

役会による対抗措置の発動は本プランの規定に従って行われ、原則として株主の皆様に株主意思確認総会にお

いて直接的に発動の是非を判断していただきます。また、当社取締役会は単独で本プランの発効・延長を行うこ

とはできず、当社株主の皆様の承認を要します。

　以上から、本プランが当社役員の地位の維持を目的とするものでないことは明らかであると考えております。
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（注）新株予約権概要

1．新株予約権付与の対象となる株主及びその発行条件

当社取締役会で定める割当期日における最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、その所

有する当社普通株式（但し、当社の所有する当社普通株式を除く。）１株につき１個の割合で新たに払込みをさせな

いで新株予約権を割当てる。

2．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的となる株式の総数は、当社取締役会で定

める割当期日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株式（当社の所有する当社普通株式を除

く。）の総数を減じた株式数を上限とする。新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は当社取締役会が別途定め

る数とする。但し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとする。

3．発行する新株予約権の総数

新株予約権の割当総数は、当社取締役会が別途定める数とする。当社取締役会は、複数回にわたり新株予約権の割当を

行うことがある。

4．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（払込みをなすべき額）

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（払込みをなすべき額）は１円以上で当社取締役会が定める額

とする。

5．新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

6．新株予約権の行使条件

議決権割合が20％以上の特定株主グループに属する者に行使を認めないこと等を行使の条件として定める。詳細につ

いては、当社取締役会において別途定めるものとする。

7．新株予約権の行使期間等

新株予約権の行使期間、取得事由及び取得条件その他必要な事項については、当社取締役会が別途定めるものとする。
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４【事業等のリスク】

　当社グループの事業において、重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、次のようなものがあります。

１）人財の育成および確保

　当社グループにとって人財は経営の基盤であり、競争力を維持・向上し続けるためには、高度な専門技術に精通

した人財、経営のマネジメント能力に優れた人財、技術を伝承する人財を育成及び確保することが重要であると

考えておりますが、人財の採用に関する環境は厳しさを増しており、当社グループが人財の確保、育成、適材適所

の配置が計画通り進まなかった場合、長期的視点から当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性

があります。

２）品質

　当社グループでは、安全・安心を支える品質は最も重要であると考え、常に、より高度な品質保証体制の構築を

目指しております。自工程での品質保証、過去の不具合に学び失敗を繰り返さないなどの活動の浸透を進め、万全

の体制をもって製品の生産につとめておりますが、当社グループの製品は、直接安全に関わる製品であり、万が

一、製品の欠陥等が発生し、お客様への流出が防止できなかった場合、多大な費用の発生と社会的信用の低下によ

り、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

３）開発技術

　当社グループは独立系自動車部品メーカーとしての事業展開をはかるために開発部門と生産技術部門との連

携、及び計画的人財スキルアップを進めるなど多大な経営資源を新製品・新技術に投入しておりますが、市場や

お客様ニーズの予測の違いや業界の技術の急激な変化等により、お客様の必要とする新製品・新技術の開発が出

来なかった場合、当社グループの業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

４）情報管理

　当社グループでは、情報セキュリティ委員会を設置し、情報セキュリティ・個人情報保護について、ハード面・

ソフト面（規則遵守・啓蒙活動）から漏洩防止に努めておりますが、当社グループで保有している機密情報、個

人情報が漏洩した場合、会社の信用失墜により当社グループの業績及び財政状態に悪影響を与える可能性があり

ます。また、コンピューターウィルスやハッカー、その他の原因で、システムの誤動作や停止が発生した場合、その

内容や規模により、正常な事業の継続が困難になることから当社グループの業績及び財政状態に悪影響を与える

可能性があります。

５）環境対応

　当社グループでは、地球環境保全の見地から環境問題への対応は企業としての重要な社会的責任であると考え
ており、地球環境委員会を設置し、環境に配慮した製品の開発、ＣＯ２排出削減を初めとして様々な環境対策を進
めております。これら環境への規制は強化される傾向にあり、これらの規制を遵守するための技術的課題に適応
する投資が増大すると予想しております。環境規制への適応が難しい場合、当社グループへの社会的信頼が損な
われる可能性も想定され、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社グループが過去に原材料として使用していたアスベスト問題については、社内に特別委員会を設置

し、従業員・近隣住民を含めての健康診断や相談窓口を設ける等積極的対応を実施しておりますが、アスベスト

を含む製品に携わった従業員や工場周辺住民の健康被害に関連して発生する費用や訴訟が当社グループの業績

及び財政状態に影響を与える可能性があります。

６）調達市況変動

　当社グループは多数の外部取引先から原材料・鋼材・部品等を調達しておりますが、そのいくつかの原材料・

部品については、市況変化による価格の高騰や品不足、特定の取引先へ依存による取引先の生産能力不足による

納入遅延、取引先が製造した製品の欠陥、経営状態の悪化、不慮の事故、自然災害等によって、当社グループの製品

原価の上昇、生産遅延・停止が起こり、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
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７）市場変動

　当社グループにおける営業収入は当社グループが製品を生産・販売している国または地域の経済状況の影響を

受けます。すなわち、日本・北米・アジア・欧州を含む当社グループの主要市場における景気後退、及びそれに伴

う予測を超えた需要の縮小は当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社グループにおける営業収入のうち、ＯＥＭ製品の依存度が大きく、そのため自動車メーカー及びティ

ア１メーカー（自動車メーカーへの１次取引先）の業績不振、予期せぬ契約の打ち切り、価格の値引き、調達方針

の変更は当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

８）公的規制

　当社グループが事業を展開する各国における環境に関する法規制、自動車等の安全性に関する法規制、企業取引

に関する法規制、税法等様々な規制のもとに当社グループは事業を行っております。予期せざる法規制の変更等

により当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

９）自然災害

　当社グループでは、地震、台風等の自然災害による操業停止に備え、危機管理プロジェクトを設置して従業員の

安全確保、災害の未然防止、早期復旧、取引先との連携等の観点で建屋の耐震補強、設備の転倒防止、危機管理マ

ニュアルの整備、防災訓練の実施などの対策を進めておりますが、予想を超える規模の被災により建屋や設備の

倒壊、ライフライン・輸送ルート・情報インフラの寸断などによる生産の中断、といった事態が生じた場合、顧客

への製品供給が滞り、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を与える可能性があります。

10）知的財産

　当社グループは、他社製品と差別化できる技術とノウハウを保持しております。これらの技術とノウハウは今後

の当社グループの発展に不可欠なものであり、これらの資産保護については最善の努力をしておりますが、特定

の地域では、知的財産権による保護が不完全であったり、限定的でしかなかったりしております。そのため、第三

者が当社グループの知的財産を使用して類似した製品を製造することを防止できない可能性があります。このよ

うな場合、当社グループの事業活動に悪影響を及ぼす可能性があります。

11）海外事業

　当社グループの生産及び販売活動は、北米、欧州、アジア等の諸地域に展開しております。これらの海外市場への

進出には、以下のようなリスクが内在しており、これらの事象が発生した場合、製品の生産、販売に遅延や停止が

生じる可能性があります。これらの遅延・停止は当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があ

ります。

①予期しえない法律・規則、不利な影響を及ぼす租税制度の変更

②不利な政治的または経済的要因の発生

③人財の採用と確保の難しさ及び労務問題の発生

④技術インフラの未整備

⑤テロ・戦争・ストライキ等の社会的混乱

⑥大規模な自然災害や伝染病の発生

12）為替レート変動による影響

　当社グループの事業は、各地域毎に原材料・部品の輸入、製品等の輸出の取引があります。為替リスクを最小限

に軽減すべく、当社グループは為替予約等によるヘッジを実施しておりますが全てのリスクをヘッジすることは

難しく、その変動は当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があり、当社グループの連結有利子

負債にかかる金利の動向によって、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

　また、当社の海外関係会社財務諸表は現地通貨で作成されておりますが、当社グループの連結財務諸表作成時に

おいてこれらの財務諸表は円換算されるため、現地における価値が変わらない場合においても、換算時の為替

レートにより円換算後の連結財務諸表上の価値が影響を受けます。

　なお、上述した将来に関する事項は、本有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものでありま

す。

５【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。
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６【研究開発活動】

　当社グループでは、コアテクノロジである「摩擦と振動」技術を活かし、自動車のみならず、あらゆる交通機関の各

種ブレーキ製品の確立を目指し新摩擦材・次世代型のブレーキの開発を進めております。また製品開発を支える基礎

技術、解析の深化を重点的におこなうため研究開発投資と開発体制の充実をはかっております。

　開発は、高性能化・低コスト化・将来技術の３軸を基本に日米欧に中国を加え、グローバル拠点で特長を活かしなが

ら必要な技術を展開し、グローバル・レベルで競争力を高めた次期製品開発を進めております。

(日本)

　摩擦材においては、高性能化と低コスト化という市場・お客様ニーズの二極化に対応した開発取組みを進めており

ます。乗用車高性能パッドと中・大型用ライニングを中心に、高性能で音・振動特性に優れ、且つ最近着目されてきて

いるホイールダストについても低減させるとともに、環境に配慮した安全な摩擦材原材料を使用した高品質な製品の

開発に取組んでおります。同時に、性能や環境への配慮を確保しながら低コスト化についても新材料と工法の両面か

ら開発を進めております。

　環境に配慮した摩擦材製品を開発するために、開発・設計段階から、環境負荷の少ない製品づくりを目指して、さま

ざまな取組みをおこなっております。「原材料の環境負荷評価システム」はその一例であります。新規に採用する原

材料については、サンプルの入手段階から、材料メーカーのＭＳＤＳ(Material Safety Data Sheet：化学物質安全データ

シート)による環境安全性や法規制への対応内容を評価し、その上で独自の手法により、原材料の分析、評価をおこなっ

ております。このシステムはすべての原材料に適用され、２段階の評価をパスした原材料だけが調達の対象となりま

す。

　ディスクブレーキ・ドラムブレーキの開発においても、高性能化と低コスト化の２極に秀でた活動に注力していま

す。高性能車対応として開発された、アルミ合金を使用した対向型ブレーキが採用され、高い評価をいただいておりま

す。共通化・標準化を徹底的に実行に移すとともに、システムに落とし込む活動を開始しております。その成果とし

て、コスト競争力の向上と、抽出されたリソースを新規開発への配分を増加させる事によって、差別化製品を提供しま

す。

　地球温暖化に対しても、車の燃費向上から革新的な軽量化と引き摺り低減に取組み、社会に貢献していきます。また、

グローバルでの供給を更に強化させる為に、テクニカル・ベンチマークとコスト・ベンチマークを徹底して行い、目

的に応じた製品造りへの技術開発を進めています。

　㈱曙ブレーキ中央技術研究所においては、[１]製品開発に必要な材料の基盤技術確立、[２]将来ニーズを先取した新技

術確立、[３]高い専門性を持った技術者の育成、を使命として研究開発に取組んでおります。具体的には、摩擦材の高性

能化技術、摩擦材メカニズムの解明、環境対応関連技術開発、将来の機構製品開発等のテーマを持ち、世界トップクラ

スの独創技術を確立して新世代のブレーキおよび摩擦材を研究し、他社との差別化をはかっております。

(北米)

　現地北米カーメーカーはもとよりグローバルなニーズに基づいて北米市場に最適な新摩擦材や次世代ブレーキの開

発に取組んでおります。また、日系カーメーカーに関しても、開発から量産までの現地完結開発を展開しております。

　摩擦材においては、乗用車からピックアップトラック用まで幅広く高性能で音振特性に優れた材質開発を環境面対

応(グリーン材)を加味しながらおこなっております。ディスクブレーキにおいても、乗用車・ＳＵＶ・ピックアップト

ラックと幅広く開発しております。一例として軽量アルミ合金による新ディスクブレーキを完成させ量産化に至って

おります。さらに従来製品に代わる新機構を採用した次世代リヤパーキング付ディスクブレーキやフルサイズＳＵＶ

・ピックアップトラック用新型ディスクブレーキも開発し、現在車種展開をおこなっております。さらに、日本と連携

のもとで安価な新構造ブレーキや熱容量性の良いディスクブレーキ等、次期製品開発も進めております。

(欧州)

　欧州においては、摩擦材開発に特化しており、要求性能が特有で、且つ、ＲＥＡＣＨ(Registration,Evaluation,

Authorization and Restriction of Chemicals：化学物質の登録、評価、認可および制限に関する規則)の導入等、環境規制の

厳しい欧州市場に適合する摩擦材から日米市場向け輸出欧州車に適合する摩擦材まで幅広いお客様ニーズに対応で

きる開発をおこなっております。また、静粛性を重視した日米市場向けと高性能を重視した欧州市場向け材質の両方

の性質を取入れた「ハイブリッド材」をキーに新たなお客様開拓を推し進めております。開発拠点のあるフランス以

外では、ドイツに開発の出先機関(現地法人)を置き、よりお客様に密着した開発を展開しております。現地調達原材料

による材料の共通化及び欧州製法の導入等により、コスト競争力も増してきております。

　なお、当連結会計年度における研究開発費の総額は2,439百万円であり、この他に日常的な改良に伴って発生した研究

開発関連の費用は8,348百万円であります。
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７【財政状態及び経営成績の分析】

(1)財政状態

(資産・負債の状況)

資産については77億円増加しておりますが、

①「流動資産」が、棚卸資産の増加などで36億円増加、

②「有形固定資産」が、館林鋳造所、タイの製造拠点建設などにより78億円増加、

③「投資その他の資産」が、有価証券の時価評価、退職給付信託への拠出により35億円減少、

等が主な要因となっております。

負債については34億円増加しておりますが、

①「支払手形及び買掛金」（設備購入支払手形を含む）が、主として北米での取引増加により33億円増加、

②「有利子負債」が短期及び長期の借入金、社債の返済などにより６億円減少、

等が主な要因となっております。

純資産については43億円増加しておりますが、

①「利益剰余金」が58億円増加、

②「その他有価証券評価差額金」が時価評価及び一部株式による退職給付信託拠出により27億円減少、

③「少数株主持分」が17億円増加、

等が主な要因となっております。

(2)経営成績

　当連結会計年度の売上高は、対前期比116億円(6.7％)増加して1,847億円となりました。売上原価については同101

億円(7.3％)増加して1,481億円となり、販売費及び一般管理費は２億円(0.8％)増加して214億円となり、営業利益は

同13億円(9.2％)増加して152億円となりました。

　営業外損益については、アケボノブレーキタイランドCO.,LTD.及び曙ブレーキ産機鉄道部品販売㈱の開業準備の

ための費用(開業費償却)が新たに４億円計上されましたが、経常利益は同５億円(3.8％)増加の126億円となりまし

た。

　特別損益については、退職給付信託設定益が８億円、役員退職慰労金２億円、固定資産売廃却損に２億円等が計上

されたことにより、税金等調整前当期純利益は131億円となりました。

　当期純利益については、対前期比０億円(0.1％)増加の66億円となり前連結会計年度に比べ増収増益となりました。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当連結会計年度に実施いたしました設備投資は、総額で149億円となりました。その内訳は、日本93億円・北米32億円

・欧州２億円・アジア23億円であり、その主なものは、日本では館林鋳造所及び中部オフィスの新築、北米では統括会

社の社屋新築、欧州では生産・開発拠点、アジアではタイ工場の新築への投資であります。

２【主要な設備の状況】

(1）提出会社
　 平成20年３月31日現在

事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業
員数
(名)

建物
及び
構築物

機械装置
及び
運搬具

土地 ㎡ その他 合計

開発部門

(埼玉県羽生市)

ブレーキ製品

関連事業
研究開発設備 1,056 1,390 － － 301 2,747

305

(31)

本社他　　　　(注)４

(東京都中央区他)

ブレーキ製品

関連事業

本社業務関係

センサー部門他
4,776 361 5,906 90,871 288 10,875

688

(66)

館林鋳造所

(群馬県館林市)

ブレーキ製品

関連事業

ブレーキ部品の製造

設備
811 1 1,260 30,001 2 2,074

46

(4)

曙ブレーキ羽生製造㈱

貸与

(埼玉県羽生市)

ブレーキ製品

関連事業

ディスクブレーキ

パッド等の製造設備
393 467 1,716 34,304 125 3,158

148

(30)

曙ブレーキ岩槻製造㈱

貸与　　　　　(注)５

(埼玉県

さいたま市岩槻区)

ブレーキ製品

関連事業

ディスク及びドラム

ブレーキアッセンブ

リー、シューアッセ

ンブリー等の製造設

備

1,207 2,447 3,921 96,252 390 7,965
615

(61)

曙ブレーキ福島製造㈱

貸与　　　　　(注)５

(福島県桑折町)

ブレーキ製品

関連事業

ブレーキライニン

グ、鉄道車両用部品

の製造設備

491 1,171 1,667 86,391 83 3,413
338

(44)

曙ブレーキ三春製造㈱

貸与　　　　　(注)５

(福島県三春町)

ブレーキ製品

関連事業

ディスク・ブレーキ

アッセンブリー、ブ

レーキ部品、鉄道車

両用部品の製造設備

271 987 1,227 175,579 173 2,658
288

(46)

アケボノテック㈱貸与

(注)５

(福島県いわき市)

ブレーキ製品

関連事業

ブレーキ制動テスト

設備
679 136 1,752 764,848 31 2,598

33

(1)

曙ブレーキ山形製造㈱

貸与　　　　　(注)５

(山形県寒河江市)

ブレーキ製品

関連事業

ディスクブレーキ

パッドの製造設備
1,559 4 1,721 131,371 1 3,284

318

(60)

　（注）１　帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品の金額であり、建設仮勘定の金額を含んでおりません。なお、

金額には消費税等を含んでおりません。

２　帳簿価額は、内部取引に伴う未実現利益消去前の金額を記載しております。

３　従業員数の(　)は臨時従業員数を外書しております。

４　提出会社の本社土地のうち5,323㎡(千葉県御宿町)は賃貸中であります。

５　従業員数には、提出会社からの出向者が含まれております。
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(2）国内子会社
　 平成20年３月31日現在

国内会社
会社名

事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業
員数
(名)

建物
及び
構築物

機械装置
及び
運搬具

土地 ㎡ その他 合計

曙ブレーキ山形

製造㈱

本社

(山形県

寒河江市)

ブレーキ製品

関連事業

ディスクブレーキ

パッドの製造設備
107 1,722 － － 169 1,998

318

(60)

曙ブレーキ山陽

製造㈱

本社他

(岡山県

総社市)

ブレーキ製品

関連事業

ディスク及びドラ

ムブレーキアッセ

ンブリー、シュー

アッセンブリー、

ブレーキ部品の製

造設備

1,011 2,580 1,046 105,613 346 4,983
711

(24)

　（注）１　帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品の金額であり、建設仮勘定の金額を含んでおりません。なお、

金額には消費税等を含んでおりません。

２　帳簿価額は、内部取引に伴う未実現利益消去前の金額を記載しております。

３　従業員数の(　)は臨時従業員数を外書しております。

(3）在外子会社
　 平成20年３月31日現在

在外子会社
会社名

事業所名
(所在地)

事業の種
類別セグ
メントの
名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業
員数
(名)

建物
及び
構築物

機械装置
及び
運搬具

土地 ㎡ その他 合計

アケボノコーポ

レーション(ノース

アメリカ)

本社

(米国

ケンタッキー州他)

ブレーキ

製品関連

事業

研究開発設備 1,496 1,093 431 63,131 84 3,104
241

(－)

アムテックブレー

キL.L.C.

本社

(米国

ケンタッキー州)

ブレーキ

製品関連

事業

ブレーキ部品

の製造設備
955 1,974 40 222,577 66 3,035

175

(－)

エーマックブレー

キL.L.C.

本社

(米国

ケンタッキー州)

ブレーキ

製品関連

事業

ブレーキ部品

の製造設備
1,223 4,112 46 202,343 34 5,415

615

(－)

アムブレーキコー

ポレーション

本社

(米国

ケンタッキー州)

ブレーキ

製品関連

事業

ブレーキ部品

の製造設備
933 6,950 119 218,530 38 8,040

972

(－)

アケボノヨーロッ

パS.A.S.

本社

(仏国ゴネス市他)

ブレーキ

製品関連

事業

ブレーキ部品

の製造設備、

研究開発設備

813 2,080 131 46,852 115 3,140
132

(9)

広州曙光制動器有

限公司

本社

(中国広州市)

ブレーキ

製品関連

事業

ブレーキ部品

の製造設備
403 613 － － 30 1,045

73

(2)

曙光制動器(蘇州)有

限公司

本社

(中国蘇州市)

ブレーキ

製品関連

事業

ディスクブ

レーキパッド

の製造設備

672 491 － － 37 1,200
50

(1)

ピーティートゥリ

ダールマヴィセサ

本社

(インドネシア

ジャカルタ市)

ブレーキ

製品関連

事業

ブレーキ関連

部品の製造設

備

417 1,738 370 121,910 272 2,797
839

(231)

アケボノブレーキ

タイランドCO.,

LTD.

本社

(タイ

チョンブリ県)

ブレーキ

製品関連

事業

ブレーキ部品

の製造設備
395 757 336 40,387 35 1,524

121

(13)

　（注）１　帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品の金額であり、建設仮勘定の金額を含んでおりません。なお、

金額には消費税等を含んでおりません。

２　帳簿価額は、内部取引に伴う未実現利益消去前の金額を記載しております。

３　従業員数の(　)は臨時従業員数を外書しております。
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３【設備の新設、除却等の計画】

(1）重要な設備の新設等

会社
事業所

(所在地)

事業の種
類別セグ
メントの
名称

設備の内容

投資予定金額

資金調達方法

着手及び完了予定年月

総額
(百万円)

既支払額
(百万円)

着手 完了

提

出

会

社

本社他

(東京都中央区他)

ブレーキ

製品関連

事業

鋳物製造設備、新工法設備、

新事務所建設他
3,370 －

自己資金及び

借入金等
平成20年４月 平成20年８月

開発部門

(埼玉県羽生市)

ブレーキ

製品関連

事業

試験・研究開発用設備、高

性能ブレーキ開発設備
1,520 －

自己資金及び

借入金等
平成20年４月 平成21年３月

センサー部門

(埼玉県羽生市)

ブレーキ

製品関連

事業

センサー工場拡張、増産対

応設備
160 －

自己資金及び

借入金等
平成20年４月 平成21年３月

連

結

子

会

社

曙ブレーキ岩槻製造㈱

(埼玉県

さいたま市岩槻区)

ブレーキ

製品関連

事業

ディスクブレーキ・ドラム

ブレーキの製造設備(新規受

注対応、合理化、更新、環境

保全)

1,210 －
自己資金及び

借入金等
平成20年４月 平成21年３月

曙ブレーキ福島製造㈱

(福島県桑折町)

ブレーキ

製品関連

事業

ブレーキライニング、産業

機械・鉄道製品の製造設備

(新規受注対応、合理化、更

新、環境保全)

490 －
自己資金及び

借入金等
平成20年４月 平成21年３月

曙ブレーキ山形製造㈱

(山形県寒河江市)

ブレーキ

製品関連

事業

ディスクブレーキパッドの

製造設備(新規受注対応、合

理化、更新、環境保全)

850 －
自己資金及び

借入金等
平成20年４月 平成21年３月

曙ブレーキ山陽製造㈱

(岡山県総社市)

ブレーキ

製品関連

事業

ディスクブレーキ・ドラム

ブレーキの製造設備(新規受

注対応、合理化、更新、環境

保全)

1,260 －
自己資金及び

借入金等
平成20年４月 平成21年３月

アケボノコーポレーショ

ン(ノースアメリカ)

(米国ケンタッキー州他)

ブレーキ

製品関連

事業

研究開発用設備 640 －
自己資金及び

借入金等
平成20年１月 平成20年12月

アムブレーキコーポレー

ション

(米国ケンタッキー州)

ブレーキ

製品関連

事業

ディスクブレーキ・ドラム

ブレーキ・ディスクブレー

キパッドの製造設備(新規受

注対応、合理化、更新、環境

保全)

3,100 －
自己資金及び

借入金等
平成20年１月 平成20年12月

エーマックブレーキL.L.

C.

(米国ケンタッキー州)

ブレーキ

製品関連

事業

ディスクブレーキの製造設

備(新規受注対応、合理化、更

新、環境保全)

630 －
自己資金及び

借入金等
平成20年１月 平成20年12月

アケボノアドバンスドエ

ンジニアリングLTD.

(英国

ウォーキングハム市)

ブレーキ

製品関連

事業

高性能ブレーキ開発施設及

び設備
700 －

自己資金及び

借入金等
平成20年４月 平成21年３月

曙光制動器(蘇州)有限公

司

(中国蘇州市)

ブレーキ

製品関連

事業

ディスクブレーキパッドの

製造設備(新規受注対応、合

理化、更新、環境保全)

110 －
自己資金及び

借入金等
平成20年１月 平成20年12月

広州曙光制動器有限公司

(中国広州市)

ブレーキ

製品関連

事業

ディスクブレーキ・ドラム

ブレーキの製造設備(新規受

注対応、合理化、更新、環境

保全)

580 －
自己資金及び

借入金等
平成20年１月 平成20年12月

ピーティートゥリダール

マヴィセサ

(インドネシア 

ジャカルタ市)

ブレーキ

製品関連

事業

ディスクブレーキ・ブレー

キ用部品の製造設備(新規受

注対応、合理化、更新、環境

保全)

930 －
自己資金及び

借入金等
平成20年１月 平成20年12月

アケボノブレーキタイラ

ンドCO.,LTD.

(タイ チョンブリ県)

ブレーキ

製品関連

事業

ディスクブレーキの製造設

備(新規受注対応、合理化、環

境保全)、付帯設備

1,350 －
自己資金及び

借入金等
平成20年１月 平成20年12月

　（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）重要な設備の除却等

　経常的な設備の更新のための除却及び売却を除き、重要な設備の除却及び売却の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 440,000,000

計 440,000,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成20年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年６月20日)　

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 110,992,343 110,992,343
東京証券取引所

(市場第一部)

完全議決権株式であり権利

内容に何ら限定のない当社

における標準となる株式

計 110,992,343 110,992,343 － －

　 (注) 提出日現在の発行株式には、平成20年６月１日以降提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は

含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

　平成13年改正旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行しております。

第１回新株予約権(平成17年２月３日発行)

株主総会の特別決議日(平成16年６月18日)

　
事業年度末現在

(平成20年３月31日)
提出日の前月末現在
(平成20年５月31日)

新株予約権の数(個)　(注) 479 476　

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 479,000 476,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 554,000(１株当り554円) 同左

新株予約権の行使期間
平成18年８月１日～

平成22年７月31日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 554

資本組入額 277
同左

新株予約権の行使の条件

各新株予約権の一部行使はで

きないものとし、新株予約権

発行時において当社及び当社

子会社・関連会社の取締役、

監査役及び従業員であった者

は、新株予約権行使時におい

ても当社、当社子会社又は当

社の関連会社の取締役、監査

役又は従業員であることを要

します。ただし、任期満了によ

る退任、定年退職その他正当

な理由がある場合はこの限り

ではありません。その他細目

については、当社と対象者と

の間で締結する新株予約権申

込証兼新株予約権割当契約に

定めるところによります。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の相続は認めませ

ん。新株予約権の譲渡をする

には、当社取締役会の承認を

要します。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項
― ―

　 (注) 　新株予約権１個当たりの株式数は、1,000株であります。

EDINET提出書類

曙ブレーキ工業株式会社(E02161)

有価証券報告書

 28/129



第２回新株予約権(平成17年８月１日発行)

株主総会の特別決議日(平成17年６月22日)

　
事業年度末現在

(平成20年３月31日)
提出日の前月末現在
(平成20年５月31日)

新株予約権の数(個)　(注) 140　 140

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 14,000 14,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 100(１株当り１円) 同左

新株予約権の行使期間
平成17年８月１日～

平成21年７月31日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 1

資本組入額 1
同左

新株予約権の行使の条件

各新株予約権の１個当たりの

一部行使はできないものとし

ます。また権利行使は新株予

約権10個を単位としておこな

うものとします。その他の細

目については、当社と対象者

との間で締結する新株予約権

割当契約書に定めるところに

よります。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡をするに

は、当社取締役会の承認を要

します。

同左　

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項
― ―

　 (注) 　新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。
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第２回(２)新株予約権(平成18年４月19日発行)

株主総会の特別決議日(平成17年６月22日)

　
事業年度末現在

(平成20年３月31日)
提出日の前月末現在
(平成20年５月31日)

新株予約権の数(個)　(注) 32 32

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 3,200 3,200

新株予約権の行使時の払込金額(円) 　100(１株当り１円) 同左

新株予約権の行使期間
平成18年４月19日～

平成22年４月18日
同左　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 1

資本組入額 1
同左

新株予約権の行使の条件

各新株予約権の１個当たりの

一部行使はできないものとし

ます。その他の細目について

は、当社と対象者との間で締

結する新株予約権割当契約書

に定めるところによります。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡をするに

は、当社取締役会の承認を要

します。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項
― ―

　 (注) 　新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。
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第３回(Ａ)新株予約権(平成18年７月３日発行)

株主総会の特別決議日(平成18年６月20日)

　
事業年度末現在

(平成20年３月31日)
提出日の前月末現在
(平成20年５月31日)

新株予約権の数(個)　(注) 302 302

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―　

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 30,200 30,200

新株予約権の行使時の払込金額(円) 100(１株当り１円) 同左

新株予約権の行使期間
平成20年７月４日～

平成22年７月３日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 1

資本組入額 1
同左

新株予約権の行使の条件

各新株予約権の１個当たりの

一部行使はできないものとし

ます。その他の細目について

は、当社と対象者との間で締

結する新株予約権割当契約書

に定めるところによります。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡をするに

は、当社取締役会の承認を要

します。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項
― ―

　 （注) 　新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。
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第３回(Ｂ)新株予約権(平成18年７月３日発行)

株主総会の特別決議日(平成18年６月20日)

　
事業年度末現在

(平成20年３月31日)
提出日の前月末現在
(平成20年５月31日)

新株予約権の数(個)　(注) 595 595

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 59,500 59,500

新株予約権の行使時の払込金額(円) 100(１株当り１円) 同左

新株予約権の行使期間
平成23年７月４日～

平成28年７月３日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 1

資本組入額 1
同左

新株予約権の行使の条件

各新株予約権の１個当たりの

一部行使はできないものとし

ます。その他の細目について

は、当社と対象者との間で締

結する新株予約権割当契約書

に定めるところによります。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡をするに

は、当社取締役会の承認を要

します。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項
― ―

　 (注) 　新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。
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第４回(Ａ)新株予約権(平成19年７月２日発行)

株主総会の特別決議日(平成19年６月21日)

　
事業年度末現在

(平成20年３月31日)
提出日の前月末現在
(平成20年５月31日)

新株予約権の数(個)　(注) 405 405

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 40,500 40,500

新株予約権の行使時の払込金額(円) 100(１株当り１円) 同左

新株予約権の行使期間
平成21年７月３日～

平成23年７月２日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 1

資本組入額 1
同左

新株予約権の行使の条件

各新株予約権の１個当たりの

一部行使はできないものとし

ます。その他の細目について

は、当社と対象者との間で締

結する新株予約権割当契約書

に定めるところによります。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡をするに

は、当社取締役会の承認を要

します。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項
― ―

　 (注) 　新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。

EDINET提出書類

曙ブレーキ工業株式会社(E02161)

有価証券報告書

 33/129



第４回(Ｂ)新株予約権(平成19年７月２日発行)

株主総会の特別決議日(平成19年６月21日)

　
事業年度末現在

(平成20年３月31日)
提出日の前月末現在
(平成20年５月31日)

新株予約権の数(個)　(注) 769 769

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 76,900 76,900

新株予約権の行使時の払込金額(円) 100(１株当り１円) 同左

新株予約権の行使期間
平成24年７月３日～

平成29年７月２日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 1

資本組入額 1
同左

新株予約権の行使の条件

各新株予約権の１個当たりの

一部行使はできないものとし

ます。その他の細目について

は、当社と対象者との間で締

結する新株予約権割当契約書

に定めるところによります。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡をするに

は、当社取締役会の承認を要

します。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項
― ―

　 (注) 　新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。
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（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(千株)

発行済株式
総数残高

(千株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額

(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成16年３月31日

(注)１
1,489 95,508 161 9,200 △2,548 2,465

平成17年３月31日

(注)２
2,000 97,508 428 9,628 427 2,892

平成18年３月31日

(注)３
13,307 110,816 3,931 13,559 3,921 6,813

平成19年３月31日

(注)４
176 110,992 18 13,578 18 6,831

平成20年３月31日

(注)５
― 110,992 ― 13,578 △3,400 3,431

　 (注) １　新株引受権の権利行使による増加(平成15年４月１日～平成16年３月31日)及び平成15年６月20日開催の第102回

定時株主総会決議による資本準備金2,712百万円の取崩しによる減少

２　新株引受権の権利行使による増加(平成16年４月１日～平成17年３月31日)及び転換社債の転換による増加(平

成16年４月１日～平成17年３月31日)

３　新株予約権等の権利行使による増加(平成17年４月１日～平成18年３月31日)及び転換社債の転換による増加

(平成17年４月１日～平成17年９月30日)

４　新株予約権等の権利行使による増加(平成18年４月１日～平成19年３月31日)

５　平成19年６月21日開催の第106回定時株主総会決議による資本準備金3,400百万円の取崩しによる減少

（５）【所有者別状況】

　 平成20年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)
単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数(人) － 46 25 127 64 2 6,773 7,037 －

所有株式数

(単元)
－ 226,525 1,357 473,019 217,959 185 189,550 1,108,595 132,843

所有株式数

の割合(％)
－ 20.43 0.12 42.67 19.66 0.02 17.10 100.00 －

　 (注) １　当事業年度末現在の自己株式は3,661,795株であり、「個人その他」欄に36,617単元及び「単元未満株式の状況」

欄に95株含まれております。当期末日現在の証券保管振替機構名義の株式は、3,600株であり「その他の法

人」欄に、36単元含まれております。

なお、自己株式3,661,795株は株主名簿記載上の株式数であり、期末日現在の実質的な所有株式数は、3,660,795

株であります。

２　平成19年７月19日開催の取締役会決議に基づき、平成19年10月１日をもって１単元の株式数を1,000株から100

株に変更しております。
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（６）【大株主の状況】

　 平成20年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町１ 15,495 13.96

ロバートボッシュコーポレーション(常

任代理人ボッシュ・レックスロス株式

会社)

2800 South 25th Avenue Broadview,

Illinois 60153,U.S.A.

(茨城県土浦市東中貫町５－１)

12,597 11.34

伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山２－５－１ 10,553 9.50

ドイッチェバンクアーゲーフランクフ

ルト(常任代理人株式会社みずほコーポ

レート銀行兜町証券決済業務室)

Jonghofstrasse 5/11 Frankfurt

(東京都中央区日本橋兜町６－７)
5,900 5.31

日本トラスティ・サービス信託銀行株

式会社(信託口)
東京都中央区晴海１－８－11 5,725 5.15

いすゞ自動車株式会社 東京都品川区南大井６－26－１ 4,648 4.18

株式会社みずほコーポレート銀行(常任

代理人資産管理サービス信託銀行株式

会社)

東京都千代田区丸の内１－３－３

(東京都中央区晴海１－８－12)
3,915 3.52

アイシン精機株式会社 愛知県刈谷市朝日町２－１ 3,133 2.82

株式会社ブリヂストン 東京都中央区京橋１－10－１ 2,800 2.52

日本マスタートラスト信託銀行株式会

社(信託口)
東京都港区浜松町２－11－３ 2,525 2.27

計 － 67,293 60.62

　 (注) １　当社は、自己株式3,661千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、3.29％)を所有しておりますが、上記大

株主からは除いております。

２　ロバートボッシュエル・エル・シー及びその共同保有者（プルフゼントラム　ボックスベルグ　ゲーエムベー

ハー）から、平成19年１月３日現在で、18,497,000株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社とし

て期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。ロ

バートボッシュエル・エル・シーは、ロバートボッシュコーポレーションからの名称変更とのことでありま

す。なお、それぞれの会社の所有株式数は、次のとおりであります。

ロバートボッシュエル・エル・シー　　　　　　　　　　　　　　15,297,000株

プルフゼントラム　ボックスベルグ　ゲーエムベーハー　　　　　 3,200,000株
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

3,660,700
－

権利内容に何ら制限の無い当社に

おける標準となる様式

完全議決権株式(その他)
普通株式

107,198,800 1,071,988 同上

単元未満株式

普通株式

132,843 － 同上

発行済株式総数 110,992,343 － －

総株主の議決権 － 1,071,988 －

　 (注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が3,600株(議決権36個)含まれてお

ります。

２　「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式95株が含まれております。

②【自己株式等】

　 平成20年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計

(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)

曙ブレーキ工業(株)

東京都中央区日本橋小網町

19－５
3,660,700 － 3,660,700 3.29

計 － 3,660,700 － 3,660,700 3.29

　 (注) 　株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質所有していない株式が1,000株(議決権10個)あります。なお、当該株

式数は、上記「発行済株式」の完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めております。
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（８）【ストックオプション制度の内容】

①　平成16年６月18日開催の定時株主総会の決議に基づくもの

　当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、平成13年改正旧商法

第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社及び当社子会社・関連会社の取締役、監査役、執行役員及び従

業員等に対して新株予約権を無償で発行することを平成16年６月18日開催の第103回定時株主総会において特別

決議されたものであります。

　当該制度の内容は、次のとおりであります。

決議年月日 平成16年６月18日

割当対象者の区分及び人数 当社及び当社子会社・関連会社の取締役等　　517人

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 693,000株

新株予約権の行使時の払込金額 554,000円(１株当り554円)

新株予約権の行使期間 平成18年８月１日～平成22年７月31日

新株予約権の行使の条件

各新株予約権の一部行使はできないものとし、新株予約権発行時において

当社及び当社子会社・関連会社の取締役、監査役及び従業員であった者は、

新株予約権行使時においても当社、当社子会社又は当社の関連会社の取締

役、監査役又は従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、

定年退職その他正当な理由がある場合はこの限りではありません。その他

細目については、当社と対象者との間で締結する新株予約権申込証兼新株

予約権割当契約に定めるところによります。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の相続は認めません。新株予約権を譲渡するには、取締役会の承

認を要します。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項
―

　 (注) １　新株予約権１個当たりの株式数は、1,000株であります。

２　新株予約権の行使時の払込金額は、平成17年８月２日に555,000円から554,000円に変更されました。また、新株

予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額も、平成17年８月２日にそれぞれ

555円、278円から554円、277円に変更されました。
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②　平成17年６月22日開催の定時株主総会の決議に基づくもの

　当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ20及

び第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役、監査役、執行役員及び顧問に対して新株予約権を無償で発行する

ことを平成17年６月22日開催の第104回定時株主総会において特別決議されたものであります。

(平成17年７月22日取締役会決議分)

決議年月日 平成17年６月22日

割当対象者の区分及び人数 当社の取締役、監査役、執行役員、顧問　34人

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 184,000株

新株予約権の行使時の払込金額 100円(１株当り１円)

新株予約権の行使期間 平成17年８月１日～平成21年７月31日

新株予約権の行使の条件

各新株予約権１個当たりの一部行使はできないものとします。また権利行

使は新株予約権10個を単位として行うものとします。その他の細目につい

ては、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるとこ

ろによります。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項
―

　 (注) 　新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。

(平成18年４月18日取締役会決議分)

決議年月日 平成17年６月22日

割当対象者の区分及び人数 当社の社外取締役　１人

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 3,200株

新株予約権の行使時の払込金額 100円(１株当り１円)

新株予約権の行使期間 平成18年４月19日～平成22年４月18日

新株予約権の行使の条件

各新株予約権１個当たりの一部行使はできないものとします。その他の細

目については、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定

めるところによります。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項
―

　 (注) 　新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。
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③　平成18年６月20日開催の定時株主総会の決議に基づくもの

　当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第236条、第238

条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役及び役付執行役員に対して新株予約権を無償で発行することを平

成18年６月20日開催の第105回定時株主総会において特別決議されたものであります。

(中期新株予約権)

決議年月日 平成18年６月20日

割当対象者の区分及び人数 当社の取締役及び役付執行役員　17人

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 30,200株

新株予約権の行使時の払込金額 100円(１株当り１円)

新株予約権の行使期間 平成20年７月４日～平成22年７月３日

新株予約権の行使の条件

各新株予約権１個当たりの一部行使はできないものとします。その他の細

目については、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定

めるところによります。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項
―

　 (注) １　新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約

権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果

生じる１株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併

を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。

(長期新株予約権)

決議年月日 平成18年６月20日

割当対象者の区分及び人数 当社の取締役及び役付執行役員　17人

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 59,500株

新株予約権の行使時の払込金額 100円(１株当り１円)

新株予約権の行使期間 平成23年７月４日～平成28年７月３日

新株予約権の行使の条件

各新株予約権１個当たりの一部行使はできないものとします。その他の細

目については、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定

めるところによります。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項
―

　 (注)　１　新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予

約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の

結果生じる１株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新

設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当

社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとし

ます。
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④　平成19年６月21日開催の定時株主総会の決議に基づくもの

(中期新株予約権)

決議年月日 平成19年６月21日

割当対象者の区分及び人数 当社の取締役及び役付執行役員等　18名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 40,500株

新株予約権の行使時の払込金額 100円(１株当り１円)

新株予約権の行使期間 平成21年７月３日～平成23年７月２日

新株予約権の行使の条件

各新株予約権１個当たりの一部行使はできないものとします。また、その他

の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約

書に定めるところによります。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項
―

　（注）１　新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約

権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果

生じる１株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併

を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。

(長期新株予約権)

決議年月日 平成19年６月21日

割当対象者の区分及び人数 当社の取締役及び役付執行役員等　17名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 76,900株

新株予約権の行使時の払込金額 100円(１株当り１円)

新株予約権の行使期間 平成24年７月３日～平成29年７月２日

新株予約権の行使の条件

各新株予約権１個当たりの一部行使はできないものとします。また、その他

の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約

書に定めるところによります。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項
―

　 (注) １　新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約

権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果

生じる１株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併

を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。
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⑤　平成20年６月19日開催の定時株主総会の決議に基づくもの

(中期新株予約権)

決議年月日 平成20年６月19日

割当対象者の区分及び人数 当社の取締役及び役付執行役員　15名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 45,800株

新株予約権の行使時の払込金額 100円(１株当り１円)

新株予約権の行使期間 平成22年６月21日～平成24年６月20日

新株予約権の行使の条件

各新株予約権１個当たりの一部行使はできないものとします。また、その他

の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約

書に定めるところによります。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項
―

　（注）１　新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約

権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果

生じる１株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併

を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。

(長期新株予約権)

決議年月日 平成20年６月19日

割当対象者の区分及び人数 当社の取締役及び役付執行役員　14名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 82,400株

新株予約権の行使時の払込金額 100円(１株当り１円)

新株予約権の行使期間 平成20年６月21日～平成50年６月20日

新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、当社の取締役又は取締役を兼務しない役付執行役員を退

任した日の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使

できるものとします。ただし、新株予約権者が死亡した場合はこの限りでな

い。各新株予約権１個当たりの一部行使はできないものとします。また、そ

の他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当

契約書に定めるところによります。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付

に関する事項
―

　 (注) １　新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約

権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果

生じる１株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併

を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式 37,869 34,099,684

当期間における取得自己株式 828 616,490

 (注)　当期間における取得自己株式には、平成20年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式は含まれておりません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数(株) 処分価額の総額
(円) 株式数(株) 処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 ― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得

自己株式
― ― ― ―

その他　 (注) １ 84,920 39,060,010 2,088 1,174,752

保有自己株式数　 (注) ２ 3,660,795 ― 3,659,535 ―

 (注)　１　当事業年度の内訳は、新株予約権の権利行使(株式数83,000株、処分価額の総額37,687,000円)及び単元未満株式の

売渡請求による売渡(株式数1,920株、処分価額の総額1,373,010円)であります。また、当期間は、新株予約権の権

利行使(株式数2,000株、処分価額の総額1,108,000円)及び単元未満株式の売渡請求による売渡(株式数88株、処分

価額の総額66,752円)によるものであります。

なお、当期間における処理自己株式には、平成20年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権

の権利行使及び単元未満株式の売渡請求による売渡は含まれておりません。

２　当期間における保有自己株式数には、平成20年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買取り、新株予約権の権利行使及び単元未満株式の売渡請求による売渡は含まれておりません。
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３【配当政策】

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして位置づけております。

　利益配分に関しましては、安定的な配当の継続を基本に、業績及び配当性向等を総合的に勘案して株主の皆様の御期

待に応えていく所存であります。同時に、内部留保の充実によりグローバルな市場競争力及び財務体質の一層の強化

をはかり、当社グループの目標とする成長戦略を実現することにより、企業価値の最大化を図ってまいります。

　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの決定機関は、期末

配当については株主総会、中間配当については取締役会となっております。

　なお、定款において「取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を

定めております。

　当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、１株当たり10円(うち中間配当５円)を実施することを決定い

たしました。この結果、配当性向は19.5％となりました。

　なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額

(百万円)

１株当たり配当額

(円)

平成19年10月29日

取締役会決議
537 5.00

平成20年６月19日

定時株主総会決議
537 5.00

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第108期 第109期 第110期 第111期 第112期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

最高(円) 477 696 1,315 1,393 1,071

最低(円) 227 430 540 896 498

　 (注) 　株価は東京証券取引所市場第１部におけるものであります。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別
平成19年

10月 11月 12月 平成20年
１月

２月 ３月

最高(円) 855 854 800 697 730 737

最低(円) 644 713 681 498 617 580

　 (注) 　株価は東京証券取引所市場第１部におけるものであります。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

代表取締役 会長兼社長 信 元 久 隆 昭和24年５月９日生

昭和52年６月 当社入社

(注) 

６
788

昭和58年６月 当社取締役

昭和59年６月 当社常務取締役

昭和60年６月 当社専務取締役

昭和61年６月 当社代表取締役副社長

平成２年６月 当社代表取締役社長

平成６年６月 当社代表取締役会長兼社長(現)

平成12年４月 当社執行役員会長兼社長(現)

代表取締役

執行役員副社長

経営諮問会議議長

生産部門管掌

生産技術部門管掌

品質保証部門管掌

調達部門管掌

人事管掌　

横 尾 俊 治 昭和21年３月８日生

昭和43年４月 当社入社

(注) 

６
59

平成７年６月 当社取締役

平成10年５月 当社常務取締役

平成12年４月 当社上席専務執行役員

平成12年６月 当社取締役

平成13年５月 当社執行役員副社長

平成15年４月 当社執行役員上席副社長

平成16年10月 当社代表取締役(現)

平成17年４月 当社執行役員副社長(現)

社長補佐、技術系全般(開発、生

産、品証、調達を含む)、労務福祉

管掌、株式会社ＡＰＳ代表取締

役(現)

平成18年１月 経営諮問会議議長(現)、生産部門

管掌(現)、生産技術部門管掌

(現)、品質保証部門管掌(現)、Ｃ

ＡＴＩプロジェクト管掌

平成19年１月 調達部門管掌(現)

平成19年５月 コーポレートスタッフ部門管掌

平成20年１月 人事管掌(現)

取締役

執行役員副社長

ＣＦＯ　　　　　

ＶＣＥＴプロジェク

ト管掌

センサー部門管掌

管理・企画系管掌

荻 野 好 正 昭和25年６月３日生

昭和50年４月 伊藤忠商事株式会社入社

(注) 

６
17

平成16年７月 当社入社　顧問

平成16年12月 経理財務部門担当

平成17年４月 当社常務執行役員

平成17年６月 当社取締役(現)、財務経理部門統

括ＣＦＯ

平成18年１月 センサー部門管掌、ＶＣＥＴプ

ロジェクト管掌(現)、新商品開発

室管掌

平成18年４月 当社専務執行役員

平成19年２月 当社執行役員副社長(現)

平成19年４月 ＣＦＯ　経営企画部門長

平成19年５月 内部監査室管掌

平成20年１月 ＣＦＯ(現)、センサー部門管掌

(現)、管理・企画系管掌(現)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

取締役

専務執行役員

渉外担当

総務・広報・ＣＢ

推進管掌

西 垣 順 充 昭和24年７月２日生

昭和47年４月 三光汽船株式会社入社

(注) 

７
80

昭和61年１月 当社入社

平成２年６月 アムブレーキコーポレーション

代表取締役社長

平成８年６月 当社取締役

平成12年４月 当社常務執行役員

平成12年６月 当社取締役退任

平成15年４月 当社専務執行役員(現)

平成16年６月 当社取締役(現)

平成19年５月 渉外担当(現)

平成20年１月 総務・広報・ＣＢ推進管掌(現)

取締役
専務執行役員

補修品営業部門長
石毛　三知之 昭和22年７月６日生

昭和45年４月 当社入社

(注) 

６
44

平成11年１月 補修品カンパニー　プレジデン

ト補佐

平成12年１月 補修品カンパニー　ＣＯＯ

平成12年４月 当社常務執行役員

平成15年４月 当社専務待遇執行役員

平成18年１月 当社専務執行役員(現)、補修品営

業部門管掌、グローバル補修品

担当

平成19年５月 コーポレートスタッフ部門管轄

補佐

平成19年６月 当社取締役(現)

平成20年１月 補修品営業部門長(現)

取締役

専務執行役員

産業機械・鉄道

部門管掌

新商品開発室管掌

調達部門管掌補佐

後 藤 和 彦 昭和22年10月27日生

昭和45年４月 当社入社

(注) 

６
52

平成12年１月 商用車カンパニー　ＣＯＯ

平成12年４月 当社執行役員

平成13年５月 当社常務執行役員

平成15年４月 当社専務執行役員(現)

平成19年１月 産業機械・鉄道部門管掌(現)

平成19年４月 新商品開発室管掌(現)、調達部門

管掌補佐(現)

平成19年６月 当社取締役(現)

平成19年10月 曙ブレーキ産機鉄道部品販売株

式会社代表取締役社長(現)

取締役
専務執行役員

開発部門長
工 藤　高 昭和33年３月２日生

昭和55年４月 当社入社

(注) 

６
17

平成16年１月 当社執行役員

平成18年１月 開発部門長(現)

平成18年４月 当社常務執行役員

平成19年１月 当社専務執行役員(現)

平成19年５月 株式会社曙ブレーキ中央技術研

究所代表取締役社長(現)

平成19年６月 当社取締役(現)

取締役

専務執行役員

自動車営業部門長　　

　

欧州事業担当

斉 藤　剛 昭和34年11月８日生

昭和57年４月 当社入社

(注) 

６
32

平成13年５月 当社執行役員

平成15年４月 当社常務執行役員

平成18年１月 自動車営業部門長(現)、欧州事業

担当(現)

平成19年１月 当社専務執行役員(現)

平成19年４月 アケボノブレーキヨーロッパN.

V. ＣＥＯ(現)

平成19年６月 当社取締役(現)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

社外取締役 　 伊 藤 邦 雄 昭和26年12月13日生

昭和55年４月 一橋大学商学部講師

(注) 

６
－

昭和59年４月 同大学助教授

平成４年４月 同大学教授

平成14年８月 同大学大学院商学研究科長・商

学部長

平成16年６月 東京海上日動火災保険株式会社

　監査役就任(現)

平成16年12月 一橋大学副学長

平成17年６月 当社社外取締役(現)

平成18年12月 一橋大学大学院商学研究科

教授(現)

社外取締役 　 鶴 島 琢 夫 昭和13年２月11日生

昭和36年９月 東京証券取引所入所

(注) 

６
－

平成２年５月 同所常任監事

平成３年５月 同所常務理事

平成６年５月 同所専務理事

平成９年５月 同所副理事長

平成13年11月 株式会社東京証券取引所

顧問

平成14年６月 株式会社日本証券クリアリング

機構　代表取締役社長

平成16年４月 株式会社東京証券取引所

代表取締役社長

平成17年12月 同社　代表取締役退任

平成19年６月 当社社外取締役(現)

常勤監査役 　 木村　恵司郎 昭和26年12月24日生

昭和49年４月 当社入社

(注) 

４
8

平成９年２月 管理部門財務グループリーダー

平成12年２月 経理財務部門経理グループリー

ダー

平成15年１月 監査役室長

平成17年６月 当社常勤監査役(現)

常勤監査役 　 石 垣 吉 広 昭和23年12月29日生

昭和46年４月 当社入社

(注) 

８
61

平成12年１月 当社乗用車カンパニーＣＯＯ

平成12年４月 当社常務執行役員

平成15年４月 当社専務待遇執行役員

平成16年１月 当社専務執行役員

平成20年４月 当社執行役員

平成20年６月 当社常勤監査役(現)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

社外監査役 　 松田　秀次郎 昭和13年４月17日生

昭和44年４月 公認会計士登録

(注) 

５
－

平成11年10月 株式会社ティ・ワイ・オー監査

役就任(現)

平成13年６月 株式会社花王監査役就任(非常

勤)

平成16年６月 同社監査役退任

平成18年６月 当社社外監査役(現)

社外監査役 　 遠藤　今朝夫 昭和26年11月28日生

昭和58年９月 公認会計士登録

(注) 

５
－

昭和59年３月 プライスウォータハウスコンサ

ルタント株式会社入社

昭和61年３月 デロイトアンドトウシュ会計事

務所ロスアンゼルス及びニュー

ヨーク事務所勤務

平成３年２月 米国公認会計士登録

平成12年４月 霞が関監査法人代表社員(現)

平成18年６月 当社社外監査役(現)

　 　 計 　 　 　 　 1,158

　 (注) １　当社では、経営環境の急激な変化に迅速かつ的確に対応するため執行役員制を導入しております。

執行役員は26名で、会長兼社長　信元久隆、副会長　桑野秀光、副社長待遇　柏木剛、副社長　横尾俊治、副社長　

荻野好正、専務執行役員　西垣順充、専務執行役員　石毛三知之、専務執行役員　後藤和彦、専務執行役員　工藤

高、専務執行役員　斉藤剛、専務執行役員　宇津木聡、常務執行役員　佐藤光夫、常務執行役員　相澤義春、常務執

行役員　出嶋清、常務執行役員　小林浩治、常務執行役員　奥村健、執行役員　　伊東良平、執行役員待遇　若林亨、

執行役員　尾高成也、執行役員　溝渕末義、執行役員待遇　松本和夫、執行役員　齋藤一巳、執行役員　宮嶋寛二、

執行役員　安藤昌明、執行役員　西山和男、執行役員　細谷智で構成されております。

　

２　取締役伊藤邦雄、鶴島琢夫は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

３　監査役松田秀次郎、遠藤今朝夫は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

４　平成17年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５　平成18年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　平成19年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

７　平成20年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

８　平成20年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

９　当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役

１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴
所有株式数

(千株)

恒　石　彰　久 昭和12年１月１日生

昭和41年８月 公認会計士登録

―

昭和43年９月 等松・青木監査法人(現監査法人トーマツ)入社

昭和58年１月 監査法人トーマツ代表社員就任

平成９年２月 税理士登録

平成12年３月 監査法人トーマツ退社

平成12年４月 日本公認会計士協会入社

平成14年６月 荏原実業株式会社監査役就任(現)
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６【コーポレート・ガバナンスの状況】

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)

　当社は、コーポレート・ガバナンスの確立により、グローバルな視点に立った透明で公正な経営をおこない、企業価

値の最大化に努めております。そのためには、経営の透明性の向上、経営監視機能の強化、経営環境の変化に対応でき

る迅速かつ適切な意思決定、適時適切な情報の公開、内部統制システムの整備及びコンプライアンス経営の遂行が不

可欠と考えております。

　コーポレート・ガバナンスの充実は、グローバル市場での永続的な業績の向上、さらには企業価値の向上に資するば

かりでなく、当社が重要保安部品のメーカーとして法令や企業倫理などを遵守し、すべてのステークホルダーに対す

る企業の社会的責任を果たし、社会貢献をしていく上においても最も重要な課題のひとつとして取り組んでおりま

す。

(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)

(会社の機関の内容)

(1）株主総会、取締役会、各種重要会議体

　当社は、経営のための会議体として、会社法の規定する株主総会、取締役会、監査役会に加えて、政策会議、経営諮問

会議、技術会議、執行役員会議などの重要会議体を設定しております。

　取締役会は代表取締役を含む10名と監査役４名が出席し、原則月１回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じ

て適宜開催しております。また、社外の独立した立場からの視点を反映させて、コーポレート・ガバナンスの強化と

取締役会の機能強化及び活性化を図るため、２名の社外取締役を委嘱しております。

　各種重要会議体についても、重要な経営課題について、十分な審議を経て迅速で適格な判断を下すため、原則月１

回開催しております。

(2）監査役・監査役会

　当社は、経営者の業務執行の適正を確保していくため、監査役・監査役会、会計監査人、内部監査室の三様監査体制

を整えております。

　当社の監査役会は、常勤監査役２名、非常勤監査役２名によって構成され、非常勤監査役が社外監査役であります。

また、監査役の職務を補助するため、監査役室を設置し、２名の専任のスタッフを配置しております。

　監査役は重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するために、取締役会などの重要な経営会議に出席す

るとともに、取締役との意見交換会を持ち、当社グループの経営や業績に重大な影響を及ぼす事項などを遅滞なく

検討し、迅速な対応に努めております。

　監査役及び監査役会は、会計監査人から監査内容について、適宜、説明を受けるとともに、必要に応じて会計監査人

の監査に立ち会うなど連携をおこなっております。また、監査体制、監査計画、監査実施状況について、会計監査人と

定期的にミーティングを実施しております。

　監査役及び監査役会と内部監査室は、それぞれの監査の実効性を高めるため、相互補完体制として、年度活動方針

の事前調整、月次報告会、監査報告書の相互配布、及び合同監査などの連携をおこなっております。

(3）内部監査室

　内部監査室は、８名の専任スタッフによって構成され、グループ会社を含めた各組織の経営目標の効果的な達成に

役立つことを目的として、適法性と合理性の観点から公正かつ独立の立場で、経営諸活動の遂行状況を検討・評価

し、助言や勧告をおこなっております。

(内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況)

　当社は、平成18年５月８日開催の取締役会において、内部統制システムの構築に関する基本方針について決議してお

り（平成20年４月15日開催の取締役会において、一部見直しを決議しております）、内部統制は、当社においては、リ

スク管理、法令等の遵守(コンプライアンス)、業務の効率化、適正な財務報告などの目的を達成するために当社及びグ

ループ企業の役員及び従業員の行動を方向づけ、推進する仕組みであり、企業経営がリスクを伴うものである以上、経

営管理上不可欠なものと認識しております。

　内部統制システムは、企業価値・株主価値の維持・向上と不正の防止を目指すものであり、内部統制システムを構築

して、継続的にシステムを見直しながらその機能を高めていくことは、当社グループの目標・方針を実現して、永続的

成長を実現するために絶対不可欠なものであり、経営の根幹と考えております。

　当社及び当社グループのコンプライアンスの考え方は、当社の理念、代表取締役社長からのメッセージ、企業行動基

準及び企業行動規範などからなる「コンプライアンス・マニュアル」を基本としております。コンプライアンス活動

を推進していくため、代表取締役社長の指示のもと、役員を主なメンバーとするコンプライアンス委員会を設置し、ひ

とりひとりがコンプライアンスの考え方に則った行動をとるように、役員及び従業員の教育を行い、コンプライアン

ス体制を整備しております。
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　また、当社の各部門及びグループ企業で管理しているリスクを統合して、リスク管理体制を構築するため、当社グ

ループのリスク管理の推進組織として、代表取締役社長を委員長とし、各年度の全社的な重点リスクの所管部署の責

任者及び委員長が選んだメンバーによるリスク管理委員会を組成しております。

　リスク管理委員会は、取締役会で承認されたリスク管理に関する目標・計画の策定とその実施、リスク管理に関する

社内規程の策定、リスク管理実施状況・有効性の評価、及びリスク管理システムに関する是正・改善対策の策定及び

実施などを行います。また、同委員会は、リスクに応じた有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備いたし

ます。

(役員報酬及び監査報酬)

　当事業年度における役員報酬及び監査報酬の内容は、以下のとおりであります。

・役員報酬の内容

区分 人数 支給額

取締役 10人 303百万円

監査役 ４人 49百万円

合計 14人 352百万円

(注)１　上記のうち、社外役員（社外取締役及び社外監査役）に対する報酬等の総額は４名22百万円であります。

２　上記のうち、監査役の報酬等の総額には、当事業年度中に役員退職慰労引当金として費用処理した８百万円

を含んでおります。

３　退任監査役１名及び打ち切り支給する監査役１名の計２名に対し総額21百万円の退職慰労金が支払われる

予定です。

・監査報酬の内容

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬　　49百万円

上記以外の業務に基づく報酬　　　　　　　　　　　　　　23百万円

(社外取締役及び社外監査役との関係)

　当社における社外取締役は２名であり、社外監査役は２名であります。当該社外取締役の内１名に対して、平成17年

６月22日開催の第104回定時株主総会の決議に基づき、ストックオプションとして新株予約権32個(3,200株)を無償で発

行しております。上記以外に社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害

関係はありません。

(会計監査)

　当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査に監査法人トーマツを起用しております。

当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数、監査業務に関わる補助者の構成については

下記のとおりであります。なお、当該監査法人又は業務執行社員との間には特別の利害関係はありません。

・業務を執行した公認会計士の氏名

指定社員　業務執行社員　　石塚　雅博(継続監査年数３年)

指定社員　業務執行社員　　塚原　元章(継続監査年数１年)

・会計監査業務に関わる補助者の構成

公認会計士　７名

会計士補等　３名

その他　　　４名

(責任限定契約の内容の概要)

　当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限

定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役、社外監査役ともに１百万円

または法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役また

は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

(取締役の定数)

　当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。

(取締役の選任及び解任の決議要件)

　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

　また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その

議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。
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(株主総会の特別決議要件)

　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議

決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これ

は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的をするもの

であります。

(自己株式の取得)

　当社は、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式の取得をするこ

とができる旨定款に定めております。これは機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。

(中間配当)

　当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年９

月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

(その他)

　当社は、社外の弁護士より、適宜、経営及び法務に関する指導、助言をいただいております。

　また、当社の企業活動や財務情報については、迅速で正確な開示につとめております。日頃のＩＲ活動を充実すると

ともに、定時株主総会後に、株主の方々に当社の近況を御報告し、直接意見を交換して、当社への理解を深めていただ

いております。

(会社の機関・内部統制の関係図)
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第５【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下

「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、前連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当連

結会計年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しており

ます。

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、前事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度

(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２　監査証明について

　当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)の連

結財務諸表及び前事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)の財務諸表について、並びに、金融商品取引

法第193条の２第１項の規定に基づき、当連結会計年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)の連結財務諸表

及び当事業年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)の財務諸表について、監査法人トーマツにより監査を

受けております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

　 　
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部） 　       

Ⅰ　流動資産 　       

１　現金及び預金 　  3,592   2,960  

２　受取手形及び売掛金 ※７  29,518   30,006  

３　たな卸資産 ※４  10,809   13,089  

４　未収入金 　  3,829   4,494  

５　繰延税金資産 　  1,899   2,063  

６　その他 　  807   1,476  

貸倒引当金 　  △8   △9  

流動資産合計 　  50,447 32.4  54,079 33.1

Ⅱ　固定資産 　       

(1）有形固定資産 　       

１　建物及び構築物 ※４ 43,220   46,096   

減価償却累計額 　 25,090 18,130  26,010 20,087  

２　機械装置及び運搬具 ※４ 127,168   129,662   

減価償却累計額 　 96,401 30,767  98,695 30,966  

３　土地 ※4,5  22,340   22,727  

４　建設仮勘定 　  5,768   11,057  

５　その他 　 23,307   24,067   

減価償却累計額 　 20,587 2,720  21,388 2,679  

有形固定資産合計 　  79,725 51.2  87,517 53.6

(2）無形固定資産 　       

１　のれん 　  744   595  

２　その他 　  5,458   5,336  

無形固定資産合計 　  6,201 4.0  5,932 3.6

(3）投資その他の資産 　       

１　投資有価証券 ※２  10,849   7,042  

２　繰延税金資産 　  6,380   5,414  

３　その他 　  2,061   3,366  

貸倒引当金 　  △85   △87  

投資その他の資産合計 　  19,206 12.4  15,736 9.7

固定資産合計 　  105,132 67.6  109,184 66.9

Ⅲ　繰延資産 　       

１　社債発行費 　  2   －  

２　開業費 　  0   0  

繰延資産合計 　  2 0.0  0 0.0

資産合計 　  155,580 100.0  163,263 100.0

　 　       
 

EDINET提出書類

曙ブレーキ工業株式会社(E02161)

有価証券報告書

 53/129



　 　
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部） 　       

Ⅰ　流動負債 　       

１　支払手形及び買掛金 ※７  21,751   22,743  

２　短期借入金 ※4,6  9,465   11,183  

３　短期社債 　  －   1,997  

４　一年以内に返済予定の長
期借入金

※４  6,666   2,581  

５　一年以内に償還予定の社
債

　  3,100   200  

６　未払法人税等 　  1,089   581  

７　未払費用 　  6,481   6,420  

８　賞与引当金 　  2,368   2,419  

９　設備購入支払手形 　  －   2,325  

10　その他 ※４  4,599   6,143  

流動負債合計 　  55,519 35.7  56,592 34.7

Ⅱ　固定負債 　       

１　社債 　  500   300  

２　長期借入金 ※４  18,479   24,165  

３　長期未払金 ※４  3,221   2,370  

４　退職給付引当金 　  16,536   15,255  

５　役員退職慰労引当金 　  903   208  

６　繰延税金負債 　  3,158   2,999  

７　再評価に係る繰延税金負
債

※５  4,450   4,450  

８　その他 　  554   375  

固定負債合計 　  47,800 30.7  50,122 30.7

負債合計 　  103,318 66.4  106,714 65.4

（純資産の部） 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１　資本金 　  13,578 8.7  13,578 8.3

２　資本剰余金 　  7,900 5.1  7,882 4.8

３　利益剰余金 　  18,545 11.9  24,323 14.9

４　自己株式 　  △2,479 △1.6  △2,461 △1.5

株主資本合計 　  37,544 24.1  43,323 26.5

Ⅱ　評価・換算差額等 　       

１　その他有価証券評価差額
金

　  3,351 2.2  636 0.4

２　繰延ヘッジ損益 　  △1 △0.0  － －

３　土地再評価差額金 ※５  5,276 3.4  5,276 3.2

４　為替換算調整勘定 　  1,130 0.7  543 0.4

評価・換算差額等合計 　  9,756 6.3  6,454 4.0

Ⅲ　新株予約権 　  90 0.1  200 0.1

Ⅳ　少数株主持分 　  4,872 3.1  6,571 4.0

純資産合計 　  52,262 33.6  56,548 34.6

負債純資産合計 　  155,580 100.0  163,263 100.0
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②【連結損益計算書】

　 　
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　  173,159 100.0  184,731 100.0

Ⅱ　売上原価 ※４  138,011 79.7  148,124 80.2

売上総利益 　  35,148 20.3  36,607 19.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,4  21,273 12.3  21,449 11.6

営業利益 　  13,875 8.0  15,158 8.2

Ⅳ　営業外収益 　       

１　受取利息 　 182   114   

２　受取配当金 　 122   148   

３　持分法による投資利益 　 10   8   

４　消費税差額 　 112   －   

５　雑収入 　 311 737 0.4 384 654 0.3

Ⅴ　営業外費用 　       

１　支払利息 　 1,259   1,307   

２　製品補償費 　 333   445   

３　開業費償却 　 －   395   

４　減価償却費 　 270   193   

５　雑支出 　 593 2,455 1.4 854 3,193 1.7

経常利益 　  12,157 7.0  12,619 6.8

Ⅵ　特別利益 　       

１　固定資産売却益 ※２ 4   68   

２　投資有価証券売却益 　 670   7   

３　退職給付信託設定益 　 －   809   

４　研究開発費助成金 　 －   132   

５　関係会社株式売却益 　 2   －   

６　その他 ※６ 44 720 0.4 － 1,017 0.6

Ⅶ　特別損失 　       

１　固定資産売廃却損 ※３ 447   162   

２　減損損失 ※５ 227   60   

３　役員退職慰労金 　 －   203   

４　固定資産解体費用 　 －   91   

５　本店建替関連損失 　 183   －   

６　その他 ※７ 231 1,088 0.6 40 556 0.3

税金等調整前当期純利益 　  11,789 6.8  13,080 7.1

法人税、住民税及び事業
税

　 3,923   2,766   

法人税等調整額 　 562 4,485 2.6 2,558 5,324 2.9

少数株主利益 　  673 0.4  1,119 0.6

当期純利益 　  6,631 3.8  6,637 3.6
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

13,559 7,912 12,878 △2,510 31,839

連結会計年度中の変動額      

新株の発行（注）１ 18 18   37

平成18年６月定時株主総会にお
ける利益処分項目（注）２

  △642  △642

剰余金の配当   △322  △322

当期純利益   6,631  6,631

自己株式の取得    △77 △77

自己株式の処分  △30  108 77

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

    －

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

18 △12 5,667 31 5,704

平成19年３月31日　残高
（百万円）

13,578 7,900 18,545 △2,479 37,544

　

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主
持分

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

2,812 － 5,835 523 9,170 － 4,199 45,208

連結会計年度中の変動額         

新株の発行（注）１        37

平成18年６月定時株主総会にお
ける利益処分項目（注）２

       △642

剰余金の配当        △322

当期純利益        6,631

自己株式の取得        △77

自己株式の処分        77

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

539 △1 △560 608 587 90 673 1,350

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

539 △1 △560 608 587 90 673 7,054

平成19年３月31日　残高
（百万円）

3,351 △1 5,276 1,130 9,756 90 4,872 52,262

（注）１　新株予約権等の行使によるものであります。

２　平成18年６月定時株主総会における利益処分項目は、配当金642百万円であります。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

13,578 7,900 18,545 △2,479 37,544

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △858  △858

当期純利益   6,637  6,637

自己株式の取得    △38 △38

自己株式の処分  △18  57 39

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）
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株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ △18 5,778 18 5,779

平成20年３月31日　残高
（百万円）

13,578 7,882 24,323 △2,461 43,323

　

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主
持分

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

3,351 △1 5,276 1,130 9,756 90 4,872 52,262

連結会計年度中の変動額         

剰余金の配当        △858

当期純利益        6,637

自己株式の取得        △38

自己株式の処分        39

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△2,715 1 － △588 △3,302 111 1,699 △1,492

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△2,715 1 － △588 △3,302 111 1,699 4,287

平成20年３月31日　残高
（百万円）

636 － 5,276 543 6,454 200 6,571 56,548
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

　 　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー 　   

税金等調整前当期純利益 　 11,789 13,080

減価償却費 　 9,284 9,876

減損損失 　 227 60

有形固定資産売廃却損益 　 443 94

貸倒引当金の増加（△は減少）額 　 △232 2

退職給付引当金の減少額 　 △1,300 △1,941

受取利息及び受取配当金 　 △303 △262

持分法による投資利益 　 △10 △8

支払利息 　 1,259 1,307

投資有価証券売却損益 　 △670 △7

売上債権の増加額 　 △3,736 △1,001

たな卸資産の増加額 　 △2,154 △2,646

仕入債務の増加額 　 905 2,313

その他 　 2,429 △1,407

小計 　 17,932 19,459

利息及び配当金の受取額 　 305 262

利息の支払額 　 △1,236 △1,307

法人税等の支払額 　 △6,162 △3,273

営業活動によるキャッシュ・フロー 　 10,839 15,141

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー 　   

有形固定資産の取得による支出 　 △7,091 △14,380

有形固定資産の売却による収入 　 99 168

無形固定資産の取得による支出 　 △1,795 △533

投資有価証券の取得による支出 　 △1,386 △1,255

投資有価証券の売却による収入 　 975 17

その他 　 62 21

投資活動によるキャッシュ・フロー 　 △9,136 △15,962
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前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー 　   

短期借入金純増減額 　 △4,065 2,066

短期社債純増減額 　 － 1,997

長期借入れによる収入 　 13,603 8,409

長期借入金の返済による支出 　 △8,705 △6,675

ファイナンス・リース債務の返済による支出 　 △2,686 △2,756

社債償還による支出 　 △400 △3,100

株式の発行による収入 　 37 －

配当金の支払額 　 △961 △857

少数株主への配当金の支払額 　 △132 △85

少数株主からの払込による収入 　 － 1,121

自己株式純増加額 　 0 1

その他 　 5 29

財務活動によるキャッシュ・フロー 　 △3,305 149

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 　 31 94

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 　 △1,571 △578

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 　 5,108 3,537

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 　 3,537 2,960
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　連結の範囲に関する事項 (イ)連結子会社の数　　32社

　主要な連結子会社名は、「第１企業の

概況　４関係会社の状況」に記載してい

るため省略しております。

　なお、新たにアケボノブレーキタイラ

ンドCO.,LTD.及びアケボノアドバンス

ドエンジニアリングLTD.他１社を設立

し、新たに連結の範囲に含めておりま

す。

　また、曙エンジニアリング㈱は当社に、

曙ブレーキ館林製造㈱は曙ブレーキ福

島製造㈱にそれぞれ吸収合併され、他２

社は清算結了したため連結の範囲から

除外しております。

　以上の結果、当連結会計年度において

は、新たに３社を連結の範囲に含めると

ともに、４社を連結の範囲から除外して

おります。

(イ)連結子会社の数　　33社

　主要な連結子会社名は、「第１企業の

概況　４関係会社の状況」に記載してい

るため省略しております。

　なお、新たにアケボノブレーキヨー

ロッパN.V.及び曙ブレーキ産機鉄道部

品販売㈱を設立し、新たに連結の範囲に

含めております。

　また、アケボノアラスS.A.S.はアケボノ

ヨーロッパS.A.S.に吸収合併されたため

連結の範囲から除外しております。

　以上の結果、当連結会計年度において

は、新たに２社を連結の範囲に含め、１

社を連結の範囲から除外しております。

 (ロ)非連結子会社の数　－社 (ロ)非連結子会社の数　－社

２　持分法の適用に関する事

項

(イ)持分法を適用した関連会社数　１社

持分法適用関連会社の名称

・大和産業㈱

(イ)持分法を適用した関連会社数　１社

持分法適用関連会社の名称

同左

 (ロ)持分法を適用しない非連結子会社及

び関連会社のうち主要な会社の名称

・トーワ金属㈱

他１社

(ロ)持分法を適用しない非連結子会社及

び関連会社のうち主要な会社の名称

同左

 　持分法を適用しない理由

　持分法非適用会社２社は、それぞれ当期

純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体としても重要性がな

いため、持分法を適用しておりません。

 

 (ハ)持分法適用会社のうち、決算日が異な

る会社については、当該会社の事業年度に

係る財務諸表を使用しております。

(ハ)　　　　　　 同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　アケボノコーポレーション(ノースアメ

リカ)他在外連結子会社11社の決算日は12

月31日であり、連結財務諸表の作成にあ

たっては、同日現在の財務諸表を基礎と

し、連結決算日との間に生じた重要な取引

については、連結上必要な調整を行ってお

ります。

同左

４　会計処理基準に関する事

項

  

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法

(a) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの……決算日前１ヶ月

の市場価格等の

平均価格に基づ

く時価法

(評価差額は、全部

純資産直入法に

より処理し、売却

原価は、移動平均

法により算定)

(a) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの……同左

 時価のないもの……移動平均法によ

る原価法

時価のないもの……同左

 (b) デリバティブ

時価法

(b) デリバティブ

同左

 (c) たな卸資産

提出会社……製品は、総平均法による

原価法

仕掛品は、総平均法によ

る原価法

原材料及び貯蔵品は、最

終仕入原価法

(c) たな卸資産

提出会社……同左

 連結子会社…国内子会社は原則とし

て提出会社と同一であ

りますが、在外子会社

は、主に先入先出法によ

る低価法

連結子会社…同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法

(d) 有形固定資産

提出会社……主として定率法

(ただし平成10年４月１

日以降に取得した建物

(建物附属設備は除く)

は、定額法を採用してお

ります。)

(d) 有形固定資産

提出会社……主として定率法

(ただし平成10年４月１

日以降に取得した建物

(建物附属設備は除く)

は、定額法を採用してお

ります。)
 連結子会社…主として定率法によっ

ております(ただし平成

10年４月１日以降に取

得した建物(建物附属設

備は除く)は、定額法を

採用しております。)が、

一部子会社は定額法に

よっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物及び構築物　　 ３～60年

機械装置及び運搬具 ２～15年

連結子会社…主として定率法によっ

ております(ただし平成

10年４月１日以降に取

得した建物(建物附属設

備は除く)は、定額法を

採用しております。)が、

一部子会社は定額法に

よっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物及び構築物　　 ３～60年

機械装置及び運搬具 ２～15年
 　

　

　

(会計方針の変更)

　提出会社及び国内連結子会社は、法人税

法の改正に伴い、当連結会計年度より、平

成19年４月１日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税法に基づ

く減価償却の方法に変更しております。

　これにより営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益は、それぞれ158百万

円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載しております。

(追加情報)

　提出会社及び国内連結子会社は、法人税

法の改正に伴い、平成19年３月31日以前

に取得した資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方法の適用に

より取得価額の５％に到達した連結会計

年度の翌連結会計年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。

　これにより営業利益は546百万円減少

し、経常利益及び税金等調整前当期純利

益は、それぞれ549百万円減少しておりま

す。

　なお、セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載しております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 (e) 無形固定資産

　定額法

　なお、ソフトウェア(自社利用分)につ

いては、社内における利用可能期間(５

年)に基づく定額法

(e) 無形固定資産

同左

(3) 重要な繰延資産の処理方

法

(f) 社債発行費

３年間で毎期均等償却

(f) 社債発行費

同左

 (g) 開業費

５年間で毎期均等償却

(g) 開業費

支出時に全額費用処理

 　

　

　

(会計方針の変更)

　開業費については、従来、５年間で毎期

均等償却しておりましたが、「繰延資産

の会計処理に関する当面の取扱い」(企

業会計基準実務対応報告第19号　平成18

年８月11日)が前連結会計年度より適用

されたことに伴い、当連結会計年度にお

いて新たに支出した開業費については、

支出時に全額費用として処理する方法に

変更しております。

　これにより、経常利益及び税金等調整前

当期純利益は、それぞれ395百万円減少し

ております。

　なお、上記取扱いの適用前に発生した開

業費については、従前の処理を継続して

おります。

 (h) 新株発行費

支出時に全額費用として処理

(h) 株式交付費

同左

(4) 重要な引当金の計上基準 (i) 賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の見込額

のうち当連結会計年度の末日において

負担すべき見積額を計上しております。

(i) 賞与引当金

同左

 (j) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、当連結会

計年度の末日において発生していると

認められる額を計上しております。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(５年)で定額法により費用処理してお

ります。

　数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数(14～15年)で定額法により翌連結

会計年度から費用処理しております。

(j) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(５年)で定額法により費用処理してお

ります。

　数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数(13～15年)で定額法により翌連結

会計年度から費用処理しております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 (k) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。

(k) 貸倒引当金

同左

 (l) 役員退職慰労引当金

　取締役及び監査役の退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基づく連結会計年

度末要支給額を役員退職慰労引当金と

して計上しております。

　ただし、提出会社の取締役の退職慰労

金は、平成17年４月１日以降の新規加算

を停止しております。

(l) 役員退職慰労引当金

　取締役及び監査役の退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基づく連結会計年

度末要支給額を計上しております。

　なお、提出会社の取締役の退職慰労金

は、平成17年４月１日以降の新規加算を

停止しておりましたが、平成19年６月21

日開催の定時株主総会において、取締役

に対する退職慰労金制度廃止に伴う打

ち切り支給案が承認可決されたため、取

締役への打ち切り支給額の未払い分に

ついては、固定負債の「長期未払金」に

含めて表示しております。

(5) 重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換

算の基準

(m) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。な

お、在外子会社の資産及び負債は、在外

子会社の決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、収益及び費用は在外子会

社の会計期間に基づく期中平均相場に

より円貨に換算し、換算差額は純資産の

部における為替換算調整勘定及び少数

株主持分に含めて計上しております。

(m) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算の基準

同左

(6) 重要なリース取引の処理

方法

(n) 重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス

・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。

　ただし、在外子会社については、一部売

買処理によっております。

(n) 重要なリース取引の処理方法

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(7) 重要なヘッジ会計の方法 (o) 重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

　金利スワップ、金利オプション及び通

貨オプションに関しては、繰延ヘッジ処

理を採用しております。なお、金利ス

ワップについては特例処理の要件を満

たしている場合は特例処理を採用して

おります。また、為替予約については原

則的な処理方法を採用しております。

(o) 重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

同左

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ　ヘッジ手段…為替予約、

　　　　　　　　通貨オプション

ヘッジ対象…外貨建資産・負債

ｂ　ヘッジ手段…金利スワップ、

　　　　　　　　金利オプション

ヘッジ対象…借入金利息

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

ヘッジ対象…同左

ｂ　ヘッジ手段…同左

　

ヘッジ対象…同左

 ③ヘッジ方針

　当社グループは、デリバティブ取引に

関し「社内規定」に従い、将来の為替変

動リスク及び金利変動リスク回避のた

めにヘッジをおこなっております。

③ヘッジ方針

同左

 ④ヘッジ有効性の評価

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動

の累計又は相場変動とヘッジ手段の

キャッシュ・フロー変動の累計又は変

動相場を四半期ごとに比較し、両者の変

動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評

価しております。ただし、特例処理に

よっている金利スワップについては、有

効性の評価を省略しております。

④ヘッジ有効性の評価

同左

(8) その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

(p) 消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。

(p) 消費税等の会計処理

同左

 (q) 連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しております。

(q) 連結納税制度の適用

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価方法

は、全面時価評価法を採用しております。

同左

６　のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　のれん及び負ののれんの償却について

は、５年間の定額法により償却を行ってお

ります。

同左

７　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における

資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。

同左
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（会計処理の変更）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平

成17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は47,301百万

円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

──────

（ストック・オプション等に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「ストック・オプション等に関す

る会計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27日）

及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第11号　平成18年５月31

日）を適用しております。

　これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益は、それぞれ90百万円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載し

ております。

──────

（表示方法の変更）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(連結貸借対照表)

　　前連結会計年度において、「連結調整勘定」として掲記

されていたものは、当連結会計年度から「のれん」と表

示しております。

(連結貸借対照表)

　　前連結会計年度において、流動負債の「支払手形及び買

掛金」に含めて表示しておりました「設備購入支払手

形」(前連結会計年度末残高1,089百万円)は、総資産の

100分の１を超えたため、当連結会計年度より区分掲記

しております。

(連結損益計算書)

　　前連結会計年度まで、販売費及び一般管理費は主要な費

用を区分掲載しておりましたが、当連結会計年度より、

その主要な費用及び金額を注記することといたしまし

た。

(連結損益計算書)

１　前連結会計年度において、営業外費用の「雑支出」に

含めて表示しておりました「開業費償却」(前連結会計

年度０百万円)は、営業外費用の総額の100分の10を超え

たため、当連結会計年度より区分掲記しております。

２　前連結会計年度において、特別利益の「その他」に含

めて表示しておりました「研究開発費助成金」(前連結

会計年度39百万円)は、特別損失の総額の100分の10を超

えたため、当連結会計年度より区分掲記しております。

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　　前連結会計年度において、投資活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めて表示していた「投資有価

証券の取得による支出」（前連結会計年度４百万円）

は、重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記

しております。

──────
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

１　受取手形割引高 １　受取手形裏書譲渡高                   32百万円

輸出為替手形割引高 1百万円  

　このうち非連結子会社及び関連会社輸出為替手形割

引高はありません。

　

※２　関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※２　関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券(株式) 365百万円 投資有価証券(株式) 358百万円

　３　偶発債務

(1) 債務保証

　連結子会社以外の会社の銀行よりの借入金に対し

債務保証を行っております。

　３　偶発債務

(1) 債務保証

　連結子会社以外の会社の銀行よりの借入金に対し

債務保証を行っております。

協同組合ウィングバレイ 163百万円

従業員 1百万円

計 164百万円

協同組合ウィングバレイ 163百万円

従業員 1百万円

計 163百万円

　なお、協同組合ウィングバレイに対する債務保証

は、他社負債額を含めた連帯保証債務総額1,228百万

円のうちの当社グループ負担額であります。

　なお、協同組合ウィングバレイに対する債務保証

は、他社負債額を含めた連帯保証債務総額826百万

円のうちの当社グループ負担額であります。

(2) 債権流動化に伴う買い戻し義務限度額

529百万円

(2) 債権流動化に伴う買い戻し義務限度額

520百万円

※４　担保資産

　担保に供している資産は下記のとおりであります。

※４　担保資産

　担保に供している資産は下記のとおりであります。

　 (単位：百万円)

(担保提供資産) 　

たな卸資産 67

建物及び構築物 2,270

機械装置及び運搬具 67

土地 748

合　計 3,151

(上記に対応する債務) 　

短期借入金 0

一年以内に返済予定の長期借入金 182

流動負債「その他」(未払金) 90

長期借入金 635

長期未払金 450

合　計 1,358

　 (単位：百万円)

(担保提供資産) 　

たな卸資産 61

建物及び構築物 2,159

機械装置及び運搬具 61

土地 744

合　計 3,024

(上記に対応する債務) 　

一年以内に返済予定の長期借入金 147

流動負債「その他」(未払金) 90

長期借入金 485

長期未払金 360

合　計 1,081

　上記のほか、建物及び構築物789百万円及び土地700

百万円を、他社の借入金84百万円に対する担保に供し

ております。

　上記のほか、建物及び構築物763百万円及び土地700

百万円を、他社の借入金47百万円に対する担保に供し

ております。
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前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

※５　提出会社は、「土地の再評価に関する法律」(平成10

年３月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関

する法律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日

公布法律第19号)に基づき、平成14年３月31日に事業

用の土地の再評価を行なっております。なお、再評価

差額については、「土地の再評価に関する法律の一部

を改正する法律」(平成11年３月31日公布法律第24号)

に基づき、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評

価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、こ

れを控除した金額を「土地再評価差額金」として純

資産の部に計上しております。

※５　提出会社は、「土地の再評価に関する法律」(平成10

年３月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関

する法律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日

公布法律第19号)に基づき、平成14年３月31日に事業

用の土地の再評価を行なっております。なお、再評価

差額については、「土地の再評価に関する法律の一部

を改正する法律」(平成11年３月31日公布法律第24号)

に基づき、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評

価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、こ

れを控除した金額を「土地再評価差額金」として純

資産の部に計上しております。

・再評価の方法

　「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年

３月31日公布政令第119号)第２条第５号に定める

不動産鑑定士による鑑定評価に基づいて算出した

ほか、一部については同政令第２条第４号に定める

標準地の路線価に合理的な調整を行って算出して

おります。

・再評価を行なった年月日　　　平成14年３月31日

・再評価を行なった土地の期末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額

△2,489百万円

・再評価の方法

　「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年

３月31日公布政令第119号)第２条第５号に定める

不動産鑑定士による鑑定評価に基づいて算出した

ほか、一部については同政令第２条第４号に定める

標準地の路線価に合理的な調整を行って算出して

おります。

・再評価を行なった年月日　　　平成14年３月31日

・再評価を行なった土地の期末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額

△1,592百万円

※６　当社及び連結子会社は運転資金の効率的な調達を行

うため主要取引金融機関と当座貸越契約及び貸出コ

ミットメント契約を締結しております。

　当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コ

ミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおり

であります。

※６　当社及び連結子会社は運転資金の効率的な調達を行

うため主要取引金融機関と当座貸越契約及び貸出コ

ミットメント契約を締結しております。

　当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コ

ミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおり

であります。

当座貸越極度額及び

貸出コミットメントの総額
14,500百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 14,500百万円

当座貸越極度額及び

貸出コミットメントの総額
14,500百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 14,500百万円

※７　連結会計年度末満期手形

　連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理をしております。なお、

当連結会計年度の末日は金融機関の休日であったた

め、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末

残高に含まれております。

※７　　　　　　　　──────

受取手形 529百万円

支払手形 471百万円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は

次のとおりであります。

荷造運送費 2,836百万円

従業員給料 5,357百万円

従業員賞与 946百万円

従業員賞与引当金繰入額 465百万円

退職給付費用 344百万円

減価償却費 764百万円

研究開発費 630百万円

のれん償却額 185百万円

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は

次のとおりであります。

荷造運送費  3,051百万円

従業員給料 5,162百万円

従業員賞与 924百万円

従業員賞与引当金繰入額 475百万円

退職給付費用 346百万円

減価償却費 756百万円

研究開発費 1,653百万円

のれん償却額 179百万円

※２　固定資産売却益の内訳

機械装置及び運搬具 4百万円

※２　固定資産売却益の内訳

建物及び構築物 34百万円

機械装置及び運搬具 31百万円

土地 2百万円

有形固定資産「その他」 0百万円

合計 68百万円

※３　固定資産売廃却損の内訳

建物及び構築物 371百万円

機械装置及び運搬具 43百万円

工具器具及び備品 32百万円

土地 1百万円

合計 447百万円

※３　固定資産売廃却損の内訳

建物及び構築物 24百万円

機械装置及び運搬具 82百万円

建設仮勘定 34百万円

有形固定資産「その他」 15百万円

無形固定資産「その他」 6百万円

合計 162百万円

※４　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、1,271百万円であります。

※４　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、2,439百万円であります。
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※５　減損損失

　当連結会計年度において、以下の資産について減損

損失を計上しております。

※５　減損損失

　当連結会計年度において、以下の資産について減損

損失を計上しております。

　 （単位：百万円）

場所 用途 種類 金額

福島県桑折町 遊休設備等
機械装置及

び運搬具等
41

埼玉県羽生市 遊休設備等
機械装置及

び運搬具等
48

埼玉県さいたま市 遊休設備
機械装置及

び運搬具
82

岡山県総社市 遊休設備
機械装置及

び運搬具等
56

　 　 　合計 227

　当社グループは、製品カテゴリを資産グループの基

礎とし、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小

単位でグルーピングをおこなっております。上記の資

産は、遊休資産となっていることから当該資産の回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特

別損失に227百万円計上しております。

　なお、遊休設備等の回収可能価額は合理的な測定が

困難であることから備忘価額としております。

　 （単位：百万円）

場所 用途 種類 金額

埼玉県さいたま市 遊休設備等 機械装置等 36

埼玉県羽生市他 遊休設備等 機械装置等 24

　 　 　合計 60

　当社グループは、製品カテゴリを資産グループの基

礎とし、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小

単位でグルーピングをおこなっております。上記の資

産は、遊休資産となっていることから当該資産の回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特

別損失に60百万円計上しております。

　なお、遊休設備等の回収可能価額は合理的な測定が

困難であることから備忘価額としております。

※６　その他特別利益の主なものは、研究開発助成金39百

万円であります。

※６　　　　　　　　──────

※７　その他特別損失の主なものは、土壌汚染費用93百万

円であります。

※７　　　　　　　　──────
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式（注）１ 110,816 176 － 110,992

合計 110,816 176 － 110,992

自己株式     

普通株式（注）２，３ 3,803 72 162 3,713

合計 3,803 72 162 3,713

（注）１　普通株式の発行済株式の株式数の増加176千株は、新株予約権等の行使による増加であります。

２　普通株式の自己株式の株式数の増加72千株は、単元未満株式の買取等による増加であります。

３　普通株式の自己株式の株式数の減少162千株は、新株予約権等の行使による自己株式の処分による減少でありま

す。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（千株）
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

ストック・オプション

としての新株予約権
－ － － － － 90

合計 － － － － － 90

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

　１株当たり
　配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月20日

定時株主総会
普通株式 642 6.00 平成18年３月31日 平成18年６月20日

平成18年10月30日

取締役会
普通株式 322 3.00 平成18年９月30日 平成18年12月11日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
　１株当たり
　配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月21日

定時株主総会
普通株式 322 利益剰余金 3.00 平成19年３月31日 平成19年６月22日

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 110,992 － － 110,992

合計 110,992 － － 110,992

自己株式     

普通株式（注）１，２ 3,713 43 84 3,672
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前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

合計 3,713 43 84 3,672

（注）１　普通株式の自己株式の株式数の増加43千株は、単元未満株式の買取等による増加であります。

２　普通株式の自己株式の株式数の減少84千株は、新株予約権の行使による自己株式の処分等による減少でありま

す。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（千株）
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

ストック・オプション

としての新株予約権
－ － － － － 200

合計 － － － － － 200

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

　１株当たり
　配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月21日

定時株主総会
普通株式 322 3.00 平成19年３月31日 平成19年６月22日

平成19年10月29日

取締役会
普通株式 537 5.00 平成19年９月30日 平成19年12月10日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
　１株当たり
　配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月19日

定時株主総会
普通株式 537 利益剰余金 5.00 平成20年３月31日 平成20年６月20日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

(平成19年３月31日)

現金及び預金勘定 3,592百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △55百万円

現金及び現金同等物 3,537百万円

(平成20年３月31日)

現金及び預金勘定 2,960百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －百万円

現金及び現金同等物 2,960百万円

　なお、当連結会計年度末の現金及び現金同等物には、平

成19年４月２日に設立したアケボノブレーキヨーロッ

パN.V.の別段預金752百万円及びアケボノブレーキタイ

ランドCO.,LTD.へ追加出資した別段預金90百万円を含

んでおります。

　なお、当連結会計年度末の現金及び現金同等物には、ア

ケボノブレーキタイランドCO.,LTD.へ追加出資した別

段預金207百万円を含んでおります。
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（リース取引関係）

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

　
取得価額
相当額

(百万円)

減価償却
累計額
相当額

(百万円)

減損損失
累計額
相当額

(百万円)

期末残高
相当額

(百万円)

機械装置及び
運搬具

1,865 1,322 12 530

有形固定資産
「その他」

325 245 ― 79

無形固定資産
「その他」

1,426 1,203 ― 223

合計 3,616 2,771 12 832

　
取得価額
相当額

(百万円)

減価償却
累計額
相当額

(百万円)

減損損失
累計額
相当額

(百万円)

期末残高
相当額

(百万円)

機械装置及び
運搬具

867 535 12 320

有形固定資産
「その他」

207 127 ―　 80

無形固定資産
「その他」

59 41 ―　 18

合計 1,132 702 12 418

②　未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高相当額

②　未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高相当額

１年内 536百万円

１年超 333百万円

合計 868百万円

リース資産減損勘定期末残高 10百万円

１年内 184百万円

１年超 269百万円

合計 454百万円

リース資産減損勘定期末残高  5百万円

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 868百万円

リース資産減損勘定の取崩額 5百万円

減価償却費相当額 780百万円

支払利息相当額 38百万円

減損損失 －百万円　

支払リース料 551百万円

リース資産減損勘定の取崩額 5百万円

減価償却費相当額 440百万円

支払利息相当額 20百万円

減損損失 －百万円　　

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については利息

法によっております。

⑤　利息相当額の算定方法

同左

２　オペレーティング・リース取引 ２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料

１年内 146百万円

１年超 93百万円

合計 239百万円

１年内 90百万円

１年超 44百万円

合計 134百万円
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（有価証券関係）

前連結会計年度

１　その他有価証券で時価のあるもの(平成19年３月31日現在)

区分 取得原価(百万円) 連結貸借対照表計上額
(百万円) 差額(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの
   

株式 4,854 10,416 5,561

小計 4,854 10,416 5,561

連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの
   

株式 － － －

小計 － － －

合計 4,854 10,416 5,561

　（注）　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には減損処理を行っ

ております。

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券(平成18年４月１日～平成19年３月31日)

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

975 670 －

３　時価のない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額(平成19年３月31日現在)

区分 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券  

非上場株式 69

当連結会計年度

１　その他有価証券で時価のあるもの(平成20年３月31日現在)

区分 取得原価(百万円) 連結貸借対照表計上額
(百万円) 差額(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの
   

株式 4,285 5,586 1,302

小計 4,285 5,586 1,302

連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの
   

株式 1,273 1,032 △241

小計 1,273 1,032 △241

合計 5,558 6,618 1,061

　（注）　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には減損処理を行っ

ております。

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券(平成19年４月１日～平成20年３月31日)

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

17 7 －
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３　時価のない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額(平成20年３月31日現在)

区分 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券  

非上場株式 67
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（デリバティブ取引関係）

１　取引の状況に関する事項

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(1) 取引の内容

　当社は、為替予約取引、金利スワップ取引、金利オプ

ション取引及び通貨オプション取引のデリバティブ取

引を利用しております。

(1) 取引の内容

同左

(2) 取引に対する取組方針

　当社は、通貨関連及び金利関連のデリバティブ取引に

ついては、投機目的のための取引は行わない方針であり

ます。

(2) 取引に対する取組方針

同左

(3) 取引の利用目的

　当社は、外貨建資産・負債に係る将来の取引市場での

為替相場の変動によるリスクを回避するため、為替予約

取引及び通貨オプション取引を行っております。

　また、借入金に係る金利変動のリスクを回避するため

に金利スワップ取引、金利オプション取引を行っており

ます。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

(3) 取引の利用目的

同左

①ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ　ヘッジ手段…　為替予約、通貨オプション

ヘッジ対象…　外貨建資産・負債

ｂ　ヘッジ手段…　金利スワップ、金利オプション

ヘッジ対象…　借入金利息

①ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

②ヘッジ方針

　当社グループは、デリバティブ取引に関し「社内規

定」に従い、将来の為替変動リスク及び金利変動リス

ク回避のためにヘッジをおこなっております。

②ヘッジ方針

同左

③ヘッジ有効性の評価

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相

場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累

計又は変動相場を四半期ごとに比較し、両者の変動額

等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。

ただし、特例処理によっている金利スワップについて

は、有効性の評価を省略しております。

③ヘッジ有効性の評価

同左

(4) 取引に係るリスクの内容

　当社が利用している為替予約取引及び通貨オプション

取引は為替相場の変動によるリスクを有しており、ま

た、金利スワップ取引及び金利オプション取引について

は市場金利の変動によるリスクを有しております。

　信用度の高い国内の銀行と証券会社であるため、相手

先の契約不履行による信用リスクは、ほとんどないと判

断しております。

(4) 取引に係るリスクの内容

同左
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前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(5) 取引に係るリスクの管理体制

　当社は、デリバティブ取引に関し「社内規定」に従い

管理を行っております。

　なお、社債の発行、多額の借入金等は、取締役会の専決

事項であるので、それに伴う為替予約・通貨オプション

取引の締結、金利スワップ・金利オプション取引契約の

締結等は、同時に取締役会で決定されることとなりま

す。

(5) 取引に係るリスクの管理体制

同左

(6) 「取引の時価等に関する事項」についての補足説明

　外貨建金銭債権債務等に為替予約が付されていること

により、決済時における円貨額が確定している外貨建金

銭債権債務等で、貸借対照表に当該円貨額で表示してい

るものについては、開示の対象から除いております。

　また契約額等は、この金額自体がデリバティブ取引に

係る市場リスク量又は信用リスク量を示すものではあ

りません。

(6) 「取引の時価等に関する事項」についての補足説明

同左

２　取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

(1) 通貨関連

区分 種類

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

契約額等
(百万円)

契約額等の
うち１年超

(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(△は損)
(百万円)

契約額等
(百万円)

契約額等の
うち１年超

(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(△は損)
(百万円)

市場取引

以外の

取引

為替予約取引         

売建         

米ドル 173 － 176 △3 － － － －

買建         

ユーロ 91 － 94 3 140 － 142 2

合計 － － － △1 － － － 2

　（注）　時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

(2) 金利関連

　　前連結会計年度及び当連結会計年度において金利スワップ取引をおこなっておりますが、ヘッジ会計を適用して

いるため、注記の対象から除いております。
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（退職給付関係）

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　採用している退職給付制度の概要

　当社及び一部の国内連結子会社は、確定給付型の制度

として、確定給付型企業年金制度、適格退職年金制度及

び退職一時金制度を設けており、一部の在外連結子会社

は確定拠出型企業年金制度または確定給付型企業年金

制度を設けております。

　また、一部の国内連結子会社は、日本自動車部品工業厚

生年金基金、埼玉県トラック厚生年金基金に加入してお

り、当該年金基金への拠出額は退職給付費用として処理

しております。当該制度は総合設立の厚生年金基金であ

り自社の拠出に対応する年金資産を合理的に計算でき

ないため、退職給付会計の実務指針第33項の例外処理に

よっております。

１　採用している退職給付制度の概要

　当社及び一部の国内連結子会社は、確定給付型の制度

として、確定給付型企業年金制度、適格退職年金制度及

び退職一時金制度を設けており、一部の在外連結子会社

は確定拠出型企業年金制度または確定給付型企業年金

制度を設けております。

　また、一部の国内連結子会社は、埼玉県トラック厚生年

金基金、日本自動車部品工業厚生年金基金に加入してお

り、当該年金基金への拠出額は退職給付費用として処理

しております。なお、要拠出額を退職給付費用として処

理している複数事業主制度に関する事項は次の通りで

あります。

 (埼玉県トラック厚生年金基金)

(1) 制度全体の積立状況に関する事項

(平成19年３月31日現在)

年金資産の額 59,010百万円

年金財政計算上の給付債務の額 55,086百万円

差引額 3,924百万円
 (2) 制度全体に占める国内子会社の給与総額割合

(平成19年３月31日現在)

0.7％

(3) 補足説明

　上記(1)の差引額の主な要因は、別途積立金8,516百万円

から未償却過去勤務債務4,592百万円を控除した金額で

あります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期

間17年の元利均等償却であります。なお、上記(2)の割合

は国内子会社の実際の負担割合とは一致しません。

(日本自動車部品工業厚生年金基金)

(1) 制度全体の積立状況に関する事項

(平成19年３月31日現在)

年金資産の額 179,463百万円

年金財政計算上の給付債務の額 167,432百万円

差引額 12,031百万円

(2) 制度全体に占める国内子会社の掛金拠出割合

(平成19年３月31日現在)

0.26％

(3) 補足説明

　上記(1)の差引額の主な要因は、別途積立金38,661百万

円から未償却過去勤務債務26,631百万円を控除した金額

であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は

期間19年の元利均等償却であります。なお、上記(2)の割

合は国内子会社の実際の負担割合とは一致しません。
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前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

２　退職給付債務に関する事項(平成19年３月31日) ２　退職給付債務に関する事項(平成20年３月31日)

　 (単位：百万円)

　 （国内） （在外）

イ　退職給付債務 △29,251 △392

ロ　年金資産 11,144 ─

ハ　未積立退職給付債務

(イ＋ロ)
△18,107 △392

ニ　未認識数理計算上の差

異
3,012 80

ホ　未認識過去勤務債務

(債務の減額)
△341 43

ヘ　連結貸借対照表計上の

純額(ハ＋ニ＋ホ)
△15,435 △270

ト　前払年金費用 830 ─

チ　退職給付引当金

(ヘ－ト)
△16,265 △270

　 (単位：百万円)

　 （国内） （在外）

イ　退職給付債務 △28,450 △437

ロ　年金資産 10,976 ─

ハ　退職給付信託 1,339 ─

ニ　未積立退職給付債務

(イ＋ロ＋ハ)
△16,135 △437

ホ　未認識数理計算上の差

異
3,454 66

ヘ　未認識過去勤務債務

(債務の減額)
△138 31

ト　連結貸借対照表計上の

純額(ニ＋ホ＋へ)
△12,819 △340

チ　前払年金費用 2,096 ─

リ　退職給付引当金

(ト－チ)
△14,915 △340

 （注）一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあた

り、簡便法を採用しております。

３　退職給付費用に関する事項

(自 平成18年４月１日　至 平成19年３月31日)

３　退職給付費用に関する事項

(自 平成19年４月１日　至 平成20年３月31日)

　 (単位：百万円)

　 （国内） （在外）

イ　勤務費用 1,277 517

ロ　利息費用 559 29

ハ　期待運用収益 △257 ─

ニ　数理計算上の差異の費

用処理額
299 20

ホ　過去勤務債務の費用処

理額
△203 13

ヘ　退職給付費用

(イ+ロ+ハ+ニ+ホ)
1,675 578

　 (単位：百万円)

　 （国内） （在外）

イ　勤務費用 1,283 607

ロ　利息費用 565 39

ハ　期待運用収益 △299 ─

ニ　数理計算上の差異の費

用処理額
312 12

ホ　過去勤務債務の費用処

理額
△203 8

ヘ　退職給付費用

(イ+ロ+ハ+ニ+ホ)
1,660 665

（注）１　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、「イ　勤務費用」に計上しております。

２　一部の国内連結子会社において、総合設立の厚

生年金基金を採用しており、退職給付債務の計

算に含めておりません。なお、掛金拠出割合に

基づく年金資産残高は、981百万円であります。

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用

は、「イ　勤務費用」に計上しております。
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前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ　退職給付見込額の期間配分方法 　

主として期間定額基準

ロ　割引率 主として2.0％

ハ　期待運用収益率 主として3.0％

ニ　過去勤務債務の費用処理年数 主として５年

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数で定額法により費用処理することとしてお

ります。)

ホ　数理計算上の差異の処理年数 　

主として翌連結会計年度から14～15年

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数で定額法により、翌期から費用処理するこ

ととしております。)

イ　退職給付見込額の期間配分方法 　

主として期間定額基準

ロ　割引率 主として2.0％

ハ　期待運用収益率 主として3.0％

ニ　過去勤務債務の費用処理年数 主として５年

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数で定額法により費用処理することとしてお

ります。)

ホ　数理計算上の差異の処理年数 　

主として翌連結会計年度から13～15年

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数で定額法により、翌期から費用処理するこ

ととしております。)

 (追加情報)

当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基準』の

一部改正(その２）」(企業会計基準第14号　平成19年５月

15日)を適用しております。
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．当連結会計年度における費用計上額及び科目名

　　売上原価　　　　　　　　10百万円

　　販売費及び一般管理費　　80百万円

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

　
旧商法第280条ノ19第２項
に基づく新株引受権

第１回新株予約権 第２回新株予約権

付与対象者の区分及び人数 当社従業員　2,680名
当社及び当社子会社・関連

会社の取締役等　517名

当社の取締役、監査役、執行

役員、顧問　34名

株式の種類別のストック・

オプション数（注）
普通株式　2,680,000株 普通株式　693,000株 普通株式　184,000株

付与日 平成13年２月28日 平成17年２月３日 平成17年８月１日

権利確定条件

新株引受権の行使時におい

ても当社の従業員であるこ

とを要する

新株予約権の行使時におい

ても当社及び当社子会社・

関連会社の取締役等である

ことを要する

なし

対象勤務期間
平成13年２月28日

～平成14年６月23日

平成17年２月３日

～平成18年７月31日

付与日と権利確定日は同一

であります

権利行使期間
平成14年６月24日

～平成18年６月23日

平成18年８月１日

～平成22年７月31日

平成17年８月１日

～平成21年７月31日

（注）株式数に換算して記載しております。

　 第２回新株予約権（２） 第３回新株予約権（Ａ） 第３回新株予約権（Ｂ）

付与対象者の区分及び人数 当社の社外取締役　１名
当社の取締役及び役付執行

役員　17名

当社の取締役及び役付執行

役員　17名

株式の種類別のストック・

オプション数（注）
普通株式　3,200株 普通株式　30,200株 普通株式　59,500株

付与日 平成18年４月19日 平成18年７月３日 平成18年７月３日

権利確定条件 なし なし なし

対象勤務期間
付与日と権利確定日は同一

であります

付与日と権利確定日は同一

であります

付与日と権利確定日は同一

であります

権利行使期間
平成18年４月19日

～平成22年４月18日

平成20年７月４日

～平成22年７月３日

平成23年７月４日

～平成28年７月３日

（注）株式数に換算して記載しております。
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

　 　
旧商法第280条ノ19第２項
に基づく新株引受権

第１回新株予約権 第２回新株予約権

権利確定前 （株）    

前連結会計年度末 　 － 688,000 －

付与 　 － － －

失効 　 － － －

権利確定 　 － 688,000 －

未確定残 　 － － －

権利確定後 （株）    

前連結会計年度末 　 284,000 － 52,000

権利確定 　 － 688,000 －

権利行使 　 176,000 139,000 23,000

失効 　 108,000 2,000 －

未行使残 　 － 547,000 29,000

　 　 第２回新株予約権（２） 第３回新株予約権（Ａ） 第３回新株予約権（Ｂ）

権利確定前 （株）    

前連結会計年度末 　 － － －

付与 　 3,200 30,200 59,500

失効 　 － － －

権利確定 　 3,200 30,200 59,500

未確定残 　 － － －

権利確定後 （株）    

前連結会計年度末 　 － － －

権利確定 　 3,200 30,200 59,500

権利行使 　 － － －

失効 　 － － －

未行使残 　 3,200 30,200 59,500

②　単価情報

　 　
旧商法第280条ノ19第２項
に基づく新株引受権

第１回新株予約権 第２回新株予約権

権利行使価格 （円） 209 554 1

行使時平均株価 （円） 1,183 1,038 1,062

公正な評価単価（付与日） （円） － － －

　 　 第２回新株予約権（２） 第３回新株予約権（Ａ） 第３回新株予約権（Ｂ）

権利行使価格 （円） 1 1 1

行使時平均株価 （円） － － －

公正な評価単価（付与日） （円） － 1,011 994

３．当連結会計年度において付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

(1) 使用した評価技法　　　ブラック・ショールズ式
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(2) 主な基礎数値及び見積方法

　 第３回新株予約権（Ａ） 第３回新株予約権（Ｂ）

 株価変動性　　（注）１ 30.9％  37.3％

 予想残存期間　（注）２ ３年  ６年

 予想配当　　　（注）３ ６円／株  ６円／株

 無リスク利子率（注）４ 1.05％ 1.56％

　（注）１　予想残存期間に対応する期間の株価実績に基づき算定しております。

　　　　２　権利行使開始日より約１年程度で行使が行われるものと推定して見積もっております。

　　　　３　平成18年３月期の配当実績によっております。

　　　　４　予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。　

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用して

おります。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．当連結会計年度における費用計上額及び科目名

　　売上原価　　　　　　　　15百万円

　　販売費及び一般管理費　　95百万円

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

　 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第２回（２）新株予約権

付与対象者の区分及び人数
当社及び当社子会社・関連

会社の取締役等　517名

当社の取締役、監査役、執行

役員、顧問　34名
当社の社外取締役　１名

株式の種類別のストック・

オプション数（注）
普通株式　693,000株 普通株式　184,000株 普通株式　3,200株

付与日 平成17年２月３日 平成17年８月１日 平成18年４月19日

権利確定条件

新株予約権の行使時におい

ても当社及び当社子会社・

関連会社の取締役等である

ことを要する

なし なし

対象勤務期間
平成17年２月３日

～平成18年７月31日

付与日と権利確定日は同一

であります

付与日と権利確定日は同一

であります

権利行使期間
平成18年８月１日

～平成22年７月31日

平成17年８月１日

～平成21年７月31日

平成18年４月19日

～平成22年４月18日

　 第３回（Ａ）新株予約権 第３回（Ｂ）新株予約権 第４回（Ａ）新株予約権

付与対象者の区分及び人数
当社の取締役及び役付執行

役員　17名

当社の取締役及び役付執行

役員　17名

当社の取締役及び役付執行

役員等　18名

株式の種類別のストック・

オプション数（注）
普通株式　30,200株 普通株式　59,500株 普通株式　40,500株

付与日 平成18年７月３日 平成18年７月３日 平成19年７月２日

権利確定条件 なし なし なし

対象勤務期間
付与日と権利確定日は同一

であります

付与日と権利確定日は同一

であります

付与日と権利確定日は同一

であります

権利行使期間
平成20年７月４日

～平成22年７月３日

平成23年７月４日

～平成28年７月３日

平成21年７月３日

～平成23年７月２日

　 第４回（Ｂ）新株予約権

付与対象者の区分及び人数
当社の取締役及び役付執行

役員等　17名
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　 第４回（Ｂ）新株予約権

株式の種類別のストック・

オプション数（注）
普通株式　76,900株

付与日 平成19年７月２日

権利確定条件 なし

対象勤務期間
付与日と権利確定日は同一

であります

権利行使期間
平成24年７月３日

～平成29年７月２日

（注）株式数に換算して記載しております。

EDINET提出書類

曙ブレーキ工業株式会社(E02161)

有価証券報告書

 86/129



(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

　 　 第１回新株予約権 第２回新株予約権  第２回（２）新株予約権

権利確定前 （株）    

前連結会計年度末 　 － － －

付与 　 － － －

失効 　 － － －

権利確定 　 － － －

未確定残 　 － － －

権利確定後 （株）    

前連結会計年度末 　 547,000 29,000 3,200

権利確定 　 － － －

権利行使 　 68,000 15,000 －

失効 　 － － －

未行使残 　 479,000 14,000 3,200

　 　 第３回（Ａ）新株予約権 第３回（Ｂ）新株予約権 第４回（Ａ）新株予約権

権利確定前 （株）    

前連結会計年度末 　 － － －

付与 　 － － 40,500

失効 　 － － －

権利確定 　 － － 40,500

未確定残 　 － － －

権利確定後 （株）    

前連結会計年度末 　 30,200 59,500 －

権利確定 　 － － 40,500

権利行使 　 － － －

失効 　 － － －

未行使残 　 30,200 59,500 40,500

　 　 第４回（Ｂ）新株予約権

権利確定前 （株）  

前連結会計年度末 　 －

付与 　 76,900

失効 　 －

権利確定 　 76,900

未確定残 　 －

権利確定後 （株）  

前連結会計年度末 　 －

権利確定 　 76,900

権利行使 　 －

失効 　 －

未行使残 　 76,900

②　単価情報
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　 　 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第２回（２）新株予約権

権利行使価格 （円） 554 1 1

行使時平均株価 （円） 886 875 －

公正な評価単価（付与日） （円） － － －

　 　 第３回（Ａ）新株予約権 第３回（Ｂ）新株予約権 第４回（Ａ）新株予約権

権利行使価格 （円） 1 1 1

行使時平均株価 （円） － － －

公正な評価単価（付与日） （円） 1,011 994 960

　 　 第４回（Ｂ）新株予約権

権利行使価格 （円） 1

行使時平均株価 （円） －

公正な評価単価（付与日） （円） 932

３．当連結会計年度において付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

(1) 使用した評価技法　　　ブラック・ショールズ式

(2) 主な基礎数値及び見積方法

　 第４回（Ａ）新株予約権 第４回（Ｂ）新株予約権

 株価変動性　　（注）１ 29.2％ 35.9％

 予想残存期間　（注）２ ３年 ６年

 予想配当　　　（注）３ 10円／株 10円／株

 無リスク利子率（注）４ 1.19％ 1.58％

　（注）１　予想残存期間に対応する期間の株価実績に基づき算定しております。

　　　　２　権利行使開始日より約１年程度で行使が行われるものと推定して見積もっております。

　　　　３　平成20年３月期の配当実績によっております。

　　　　４　予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用して

おります。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

(単位：百万円)

繰延税金資産  

退職給付引当金 6,275

賞与引当金 944

役員退職慰労引当金 353

貸倒引当金 244

未払事業税 138

固定資産減損損失 297

未払費用 393

在外子会社の留保損失 1,816

税額控除繰越額 219

その他 732

繰延税金資産小計 11,411

評価性引当額 △349

繰延税金資産合計 11,063

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 2,374

在外子会社の固定資産等 3,473

その他 93

繰延税金負債合計 5,941

繰延税金資産(又は負債)の純額 5,122

(単位：百万円)

繰延税金資産  

退職給付引当金 5,774

賞与引当金 973

役員退職慰労引当金 74

貸倒引当金 140

未払事業税 54

固定資産減損損失 248

未払費用 333

税額控除繰越額 201

その他 813

繰延税金資産小計 8,610

評価性引当額 △301

繰延税金資産合計 8,309

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 424

退職給付信託設定益 324

在外子会社の固定資産 3,042

その他 41

繰延税金負債合計 3,831

繰延税金資産(又は負債)の純額 4,478

（注) 当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連

結貸借対照表の以下の項目に含まれている。

（注) 当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連

結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

流動資産―繰延税金資産 1,899

固定資産―繰延税金資産 6,380

固定負債―繰延税金負債 3,158

流動資産―繰延税金資産 2,063

固定資産―繰延税金資産 5,414

固定負債―繰延税金負債 2,999

２　法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との

差異の原因となった主要な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との

差異の原因となった主要な項目別の内訳

(単位：％)

法定実効税率 40.0

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.5

試験研究費等特別税額控除 △3.7

外国税額控除 △4.7

関係会社からの受取配当金消去 6.1

繰越税額控除 △1.4

その他 0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.0

(単位：％)

法定実効税率 40.0

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.3

試験研究費等特別税額控除 △1.7

外国税額控除 △3.4

関係会社からの受取配当金消去 3.5

その他 1.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.7
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　当社及び連結子会社の事業は、ブレーキ製品関連事業のみの単一セグメントであるため、事業の種類別セグメン

ト情報の記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

　
日本

(百万円)
北米

(百万円)
欧州

(百万円)
アジア

(百万円)
計

(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1) 外部顧客に対する売上高 95,324 66,944 2,432 8,458 173,159 ─ 173,159

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
10,760 445 1,852 540 13,597 (13,597) ─

計 106,085 67,389 4,285 8,998 186,756 (13,597) 173,159

営業費用 97,186 62,589 4,481 8,685 172,940 (13,657) 159,284

営業利益 8,898 4,800 △196 313 13,815 60 13,875

Ⅱ　資産 110,637 40,096 5,277 7,540 163,549 (7,969) 155,580

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国

北米…米国　　　欧州…仏国　　　アジア…中国・インドネシア

３　「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は、セグメント間取引の消去であり配賦不能営業費用はありま

せん。

４　資産のうち「消去又は全社」に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期

投資資金(投資有価証券)に係る資産等で、その金額は14,628百万円であります。

５　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の「会計処理の変更」に記載のとおり、当連結会計年度よ

り「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第８号　平成17年12月27日)及び「ストック

・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第11号　平成18年５月31日)を適用し

ております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は90百万円増加し、営

業利益が同額減少しております。

当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　
日本

(百万円)
北米

(百万円)
欧州

(百万円)
アジア

(百万円)
計

(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1) 外部顧客に対する売上高 101,596 69,409 3,173 10,554 184,731 ― 184,731

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
10,138 637 3,163 139 14,077 (14,077) ―

計 111,734 70,046 6,335 10,692 198,808 (14,077) 184,731

営業費用 101,890 65,991 6,140 9,831 183,852 (14,279) 169,573

営業利益 9,844 4,055 195 862 14,956 202 15,158

Ⅱ　資産 120,402 42,942 5,685 9,893 178,922 (15,660) 163,263

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国

北米…米国　　　欧州…仏国・英国　　　アジア…中国・インドネシア

３　「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は、セグメント間取引の消去であり配賦不能営業費用はありま

せん。

EDINET提出書類

曙ブレーキ工業株式会社(E02161)

有価証券報告書

 90/129



４　資産のうち「消去又は全社」に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期

投資資金(投資有価証券)に係る資産等で、その金額は8,518百万円であります。

５　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、

「日本」の営業費用は158百万円増加し、営業利益が同額減少しております。

６　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方

法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。この変更に伴い、従来

の方法によった場合と比較して、「日本」の営業費用は546百万円増加し、営業利益が同額減少しておりま

す。
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【海外売上高】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

　 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 61,996 2,800 15,579 80,375

Ⅱ　連結売上高(百万円) ─ ─ ─ 173,159

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 35.8 1.6 9.0 46.4

　（注）１　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

２　国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1) 国又は地域の区分の方法　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

(2) 各区分に属する主な国又は地域

北米……………米国、カナダ

欧州……………ドイツ、仏国

その他の地域…インドネシア、台湾、中国

当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 64,918 3,248 16,810 84,976

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― 184,731

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 35.1 1.8 9.1 46.0

　（注）１　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

２　国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1) 国又は地域の区分の方法　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

(2) 各区分に属する主な国又は地域

北米……………米国、カナダ

欧州……………ドイツ、仏国

その他の地域…インドネシア、台湾、中国
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【関連当事者との取引】

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 440円91銭

１株当たり当期純利益 61円86銭
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

61円60銭

１株当たり純資産額 463円82銭

１株当たり当期純利益 61円85銭
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

61円65銭

　（注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり当期純利益 　    

当期純利益(百万円) 6,631 6,637

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

普通株式に係る当期純利益(百万円) 6,631 6,637

普通株式の期中平均株式数(千株) 107,186 107,310

　 　 　

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 　 　

当期純利益調整額(百万円) 　─ 　─

普通株式増加数(千株) 456 350

(うち新株予約権(千株)) (418) (350)

(うち新株引受権(千株)) (38)   (─)
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

（欧州事業再編）

　欧州事業の抜本的再編の一環として、平成19年３月13日

開催の当社取締役会において欧州事業の再編を決議し、平

成19年４月２日にアケボノブレーキングヨーロッパN.V.

（特定子会社）を設立いたしました。設立した会社の概要

は以下のとおりです。

　　商号　　：アケボノブレーキヨーロッパN.V.

　　所在地　：ベルギー

　　資本金　：19百万ユーロ

　　事業内容：欧州事業統括、営業、市場調査

　　株主構成：当社100％

　また、平成19年４月２日に当社の連結子会社であるアケ

ボノヨーロッパS.A.S.（特定子会社）の全株式をアケボノ

ブレーキヨーロッパN.V.に19百万ユーロで譲渡しており

ます。

（北米事業再編）

　北米事業での経営資源の拡充及び補修用ブレーキ部品の

物流効率向上を行うため、平成18年12月19日に決定した伊

藤忠商事株式会社との業務提携に基づき、平成19年３月13

日開催の当社取締役会において北米子会社の再編を決議

し、平成19年３月31日に以下の取引を実施いたしました。

　(１)エーマックブレーキL.L.C.の完全子会社化

　　　エーマックブレーキL.L.C.（特定子会社）は、従

　　来、当社の連結子会社であるアケボノコーポレーシ

　　ョン（ノースアメリカ）（特定子会社）が持分の

　　60％を保有し、伊藤忠グループが40％を保有してお

　　りましたが、アケボノコーポレーション（ノースア

　　メリカ）が伊藤忠グループが保有する持分を20百万

　　米ドルで取得し完全子会社化いたしました。

　(２)アケボノコーポレーション（ノースアメリカ）の

　　　第三者割当増資

　　　　アケボノコーポレーション（ノースアメリカ）

　　　は、伊藤忠グループに対し28.4百万米ドルの第三

　　　者割当増資を行いました。この結果、アケボノコ

　　　ーポレーション（ノースアメリカ）の持株比率は

　　　当社80％、伊藤忠グループ20％となっておりま

　　　す。

（北米事業の再編）

　北米事業での経営資源の集中と効率化により、補修用

ディスクブレーキパッドのコスト競争力を強化し将来の

受注拡大につなげるため、平成20年３月18日開催の当社取

締役会において、現在アムテックブレーキL.L.C.（米国ケ

ンタッキー州）において行っている補修用ディスクブ

レーキパッドの生産業務を、エーマックブレーキL.L.C.

（同ケンタッキー州）へ移管することを決議致しました。

　移管に伴い、アムテックブレーキL.L.C.を平成20年末を目

処として閉鎖する方針ですが、同L.L.C.の土地建物（簿価

8.7百万米ドル）については、現在売却或いは倉庫等への転

用を検討中であります。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高

(百万円)
当期末残高

(百万円)
利率
(％) 担保 償還期限

当社
2007年満期第５回無担保社債

(銀行保証付適格機関投資家限定)

平成14年

９月27日
100 ― 0.46 なし

平成19年

９月27日

当社
2007年満期第７回無担保社債

(銀行保証付適格機関投資家限定)

平成14年

９月30日
300 ― 0.75 なし

平成19年

９月28日

当社
2008年満期第８回無担保社債

(銀行保証付適格機関投資家限定)

平成15年

２月10日
1,000 ― 0.49 なし

平成20年

２月８日

当社
2007年満期第１回無担保社債

(銀行保証付適格機関投資家限定)

平成16年

５月20日
1,500 ― 1.04 なし

平成19年

５月18日

当社
2010年満期第11回無担保社債

(銀行保証付適格機関投資家限定)

平成17年

７月29日
700

500

(200)
0.46 なし

平成22年

７月29日

当社 短期社債
平成20年

３月10日
―

1,997

(1,997)
0.75 なし

平成20年

６月10日

合計 ― ― 3,600
2,497

(2,197)
― ― ―

　（注）１　「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定額であります。

２　連結決算日後５年内の償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内
(百万円)

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

2,197 200 100 － －

【借入金等明細表】

区分
前期末残高

(百万円)
当期末残高

(百万円)
平均利率

(％) 返済期限

短期借入金 9,465 11,183 4.29 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 6,666 2,581 1.49 ―

１年以内に返済予定のリース債務 ― ― ― ―

長期借入金

(１年以内に返済予定のものを除く。)
18,479 24,165 2.07

平成21年７月27日から

平成25年12月25日まで

リース債務

(１年以内に返済予定のものを除く。)
― ― ― ―

その他の有利子負債等(１年以内) 2,352 960 4.61 ―

その他の有利子負債等(１年超) 3,221 1,760 5.02
平成21年10月27日から

平成29年９月30日まで

合計 40,183 40,649 ― ―

　（注）１　「平均利率」については、借入金等の増減に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金及びその他の有利子負債(１年以内に返済予定のものを除いております。)の連結決算日後５年内に

おける返済予定額は以下のとおりであります。

　
１年超２年以内

(百万円)
２年超３年以内

(百万円)
３年超４年以内

(百万円)
４年超５年以内

(百万円)

長期借入金 2,482 1,821 11,617 8,101

その他の有利子負債 1,001 222 424 95
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（２）【その他】

　当社の連結子会社である曙ビーエムエス株式会社に対して、曙ビーエムエス株式会社と株式会社コスモスイニシ

ア（平成18年９月１日に、株式会社リクルートコスモスから改称）が平成３年に共同で開発・竣工したマンション

の瑕疵に伴う損害賠償を要求される訴訟が、平成16年10月13日に、ネアポリス湘南管理組合法人及び所有者個人319

名から提訴されておりましたが、平成20年３月27日に和解が成立し、本訴訟については、曙ビーエムエス株式会社の

損害賠償負担の発生はしておりません。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

　 　
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部） 　       

Ⅰ　流動資産 　       

１　現金及び預金 　  2,834   1,182  

２　受取手形 ※７  2,315   2,438  

３　売掛金 ※２  18,524   17,638  

４　製品 　  770   895  

５　原材料 　  382   329  

６　仕掛品 　  54   29  

７　貯蔵品 　  756   982  

８　前払費用 　  291   197  

９　関係会社短期貸付金 　  1,413   304  

10　未収入金 ※２  13,889   14,898  

11　繰延税金資産 　  603   748  

12　その他 　  32   34  

貸倒引当金 　  △69   △9  

流動資産合計 　  41,796 35.1  39,667 32.7
Ⅱ　固定資産 　       

(1）有形固定資産 　       

１　建物 ※１ 23,868   25,640   

減価償却累計額 　 14,999 8,870  15,476 10,165  

２　構築物 　 4,549   4,814   

減価償却累計額 　 3,497 1,052  3,573 1,241  

３　機械及び装置 　 55,669   56,200   

減価償却累計額 　 49,061 6,607  49,235 6,965  

４　車両及び運搬具 　 363   366   

減価償却累計額 　 276 87  272 95  

５　工具・器具及び備品 　 14,116   14,454   

減価償却累計額 　 12,727 1,389  13,037 1,417  

６　土地 ※1,5  19,692   19,672  

７　建設仮勘定 　  2,217   7,836  

有形固定資産合計 　  39,913 33.6  47,390 39.0
(2）無形固定資産 　       

１　借地権 　  9   14  

２　ソフトウェア 　  1,358   1,019  

３　ソフトウェア仮勘定 　  3,600   3,918  

４　その他 　  31   17  

無形固定資産合計 　  4,998 4.2  4,969 4.1
(3）投資その他の資産 　       

１　投資有価証券 　  10,463   6,666  

２　関係会社株式 ※８  13,978   14,978  

３　関係会社出資金 　  838   838  

４　従業員に対する長期貸
付金

　  108   95  

５　関係会社長期貸付金 　  702   375  

６　長期前払費用 　  965   2,081  

７　繰延税金資産 　  5,274   4,393  

８　その他 　  347   390  

貸倒引当金 　  △423   △353  

投資その他の資産合計 　  32,253 27.1  29,463 24.2

固定資産合計 　  77,164 64.9  81,823 67.3
Ⅲ　繰延資産 　       

１　社債発行費 　  2   －  

繰延資産合計 　  2 0.0  － －

資産合計 　  118,961 100.0  121,490 100.0
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部） 　       

Ⅰ　流動負債 　       

１　支払手形 ※７  6,295   4,557  

２　買掛金 ※２  19,727   20,519  

３　短期借入金 ※６  1,000   900  

４　短期社債 　  －   1,997  

５　一年以内に返済予定の長
期借入金

※１  5,235   2,192  

６　一年以内に償還予定の社
債

　  3,100   200  

７　未払金 ※1,2  1,427   4,325  

８　未払法人税等 　  105   2  

９　未払費用 ※２  2,735   2,438  

10　預り金 ※２  4,034   3,636  

11　賞与引当金 　  839   900  

12　設備購入支払手形 　  －   1,945  

13　その他 　  2   4  

流動負債合計 　  44,498 37.4  43,614 35.9
Ⅱ　固定負債 　       

１　社債 　  500   300  

２　長期借入金 ※１  16,559   19,855  

３　長期未払金 ※１  591   978  

４　退職給付引当金 　  13,707   12,478  

５　役員退職慰労引当金 　  713   19  

６　再評価に係る繰延税金負
債

※５  4,409   4,409  

７　その他 ※２  622   418  

固定負債合計 　  37,100 31.2  38,458 31.7

負債合計 　  81,598 68.6  82,072 67.6
（純資産の部） 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１　資本金 　  13,578 11.4  13,578 11.2
２　資本剰余金 　       

(1）資本準備金 　 6,831   3,431   

(2）その他資本剰余金 　 1,069   4,451   

資本剰余金合計 　  7,900 6.6  7,882 6.5
３　利益剰余金 　       

(1）その他利益剰余金 　       

固定資産圧縮積立金 　 3   －   

退職給与積立金 　 7   －   

繰越利益剰余金 　 9,708   14,358   

利益剰余金合計 　  9,719 8.2  14,358 11.8
４　自己株式 　  △2,474 △2.1  △2,451 △2.0

株主資本合計 　  28,723 24.1  33,367 27.5
Ⅱ　評価・換算差額等 　       

１　その他有価証券評価差額
金

　  3,336 2.8  636 0.5

２　繰延ヘッジ損益 　  △1 △0.0  － －

３　土地再評価差額金 ※５  5,215 4.4  5,215 4.3
評価・換算差額等合計 　  8,550 7.2  5,851 4.8

Ⅲ　新株予約権 　  90 0.1  200 0.1

純資産合計 　  37,363 31.4  39,418 32.4

負債純資産合計 　  118,961 100.0  121,490 100.0
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②【損益計算書】

　 　
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　  104,390 100.0  110,125 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１       

１　製品期首たな卸高 　 788   770   

２　当期製品製造原価 ※６ 4,842   3,529   

３　製品購入高 　 84,746   88,060   

合計 　 90,376   92,359   

４　他勘定振替高 ※２ 6   2   

５　製品期末たな卸高 　 770 89,600 85.8 895 91,462 83.1

売上総利益 　  14,790 14.2  18,663 16.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※3,6  12,020 11.5  13,125 11.9

営業利益 　  2,770 2.7  5,538 5.0

Ⅳ　営業外収益 　       

１　受取利息 　 62   46   

２　受取配当金 　 120   147   

３　関係会社受取配当金 　 1,800   2,340   

４　関係会社受取地代家賃 　 786   878   

５　関係会社に対する設備売
却益

　 3   41   

６　関係会社賃貸収入 　 1,497   1,345   

７　雑収入 　 225 4,491 4.3 318 5,116 4.6

Ⅴ　営業外費用 　       

１　支払利息 　 337   364   

２　社債利息 　 35   14   

３　短期社債利息 　 －   22   

４　貸与資産減価償却費 　 1,558   1,887   

５　製品補償費 　 332   392   

６　雑支出 　 792 3,053 2.9 1,045 3,724 3.3

経常利益 　  4,209 4.1  6,929 6.3
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前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益 　       

１　貸倒引当金戻入益 　 77   131   

２　固定資産売却益 ※４ 0   13   

３　投資有価証券売却益 　 670   7   

４　関係会社株式売却益 　 2   152   

５　退職給付信託設定益 　 － 748 0.7 809 1,113 1.0

Ⅶ　特別損失 　       

１　固定資産売廃却損 ※５ 436   112   

２　減損損失 ※７ 176   59   

３　固定資産解体費用 　 －   91   

４　役員退職慰労金 　 －   203   

５　本店建替関連損失 　 183   －   

６　貸倒引当金繰入額 　 141   －   

７　抱合せ株式消滅差損 　 48   －   

８　労災補償費 　 30   －   

９　その他 　 － 1,013 1.0 28 493 0.4

税引前当期純利益 　  3,944 3.8  7,549 6.9

法人税、住民税及び事業
税

　 76   △485   

法人税等調整額 　 509 585 0.6 2,536 2,051 1.9

当期純利益 　  3,359 3.2  5,498 5.0
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製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費 　 4,650 33.3 3,070 24.0

Ⅱ　労務費 　 4,134 29.6 4,361 34.1

Ⅲ　経費 ※３ 5,184 37.1 5,356 41.9

当期総製造費用 　 13,968 100.0 12,788 100.0

期首仕掛品たな卸高 　 41  54  

合計 　 14,008  12,842  

期末仕掛品たな卸高 　 54  29  

他勘定振替高 ※２ 9,113  9,285  

当期製品製造原価 　 4,842  3,529  

（注）※１　原価計算の方法は組別総合原価計算法による実際原価計算制度であります。

※２　他勘定振替高は半製品の有償支給及び仕入製品費等へ振替えた額であります。

※３　前事業年度まで、経費は主要な費用を区分掲記しておりましたが、当事業年度より、その主要な費用及び金

　　　額を脚注することといたしました。

※４　経費の主な内訳は、次のとおりであります。

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

減価償却費（百万円） 754 859

外注加工費（百万円） 63 66

水道光熱費（百万円） 149 198

（注）前事業年度における「支払電力料」は、当事業年度より「水道光熱費」に名称を変更しております。
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

固定資産
圧縮積立
金

退職給与
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高
（百万円）

13,559 6,813 1,099 7,912 4 7 7,312 7,323 △2,510 26,284

事業年度中の変動額           

新株の発行（注）１ 18 18  18      37

平成18年６月定時株主総会
における利益処分による任
意積立金取崩項目（注）２

    △1  1 －  －

平成18年６月定時株主総会
における利益処分項目
（注）３

      △642 △642  △642

剰余金の配当       △322 △322  △322

当期純利益       3,359 3,359  3,359

自己株式の取得         △72 △72

自己株式の処分   △30 △30     108 77

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

          

事業年度中の変動額合計
（百万円）

18 18 △30 △12 △1 － 2,396 2,395 36 2,437

平成19年３月31日残高
（百万円）

13,578 6,831 1,069 7,900 3 7 9,708 9,719 △2,474 28,723

　

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高
（百万円）

2,816 － 5,774 8,590 － 34,874

事業年度中の変動額       

新株の発行（注）１      37

平成18年６月定時株主総会
における利益処分による任
意積立金取崩項目（注）２

     －

平成18年６月定時株主総会
における利益処分項目　
（注）３

     △642

剰余金の配当      △322

当期純利益      3,359

自己株式の取得      △72

自己株式の処分      77

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

522 △1 △560 △38 90 52

事業年度中の変動額合計
（百万円）

522 △1 △560 △38 90 2,489

平成19年３月31日残高
（百万円）

3,336 △1 5,215 8,550 90 37,363

（注）１　新株予約権等の行使によるものであります。

２　固定資産圧縮積立金の取崩しによるものであります。

３　平成18年６月定時株主総会における利益処分項目は、配当金642百万円であります。
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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

固定資産
圧縮積立
金

退職給与
積立金

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日残高
（百万円）

13,578 6,831 1,069 7,900 3 7 9,708 9,719 △2,474 28,723

事業年度中の変動額           

資本準備金の減少  △3,400 3,400 －      －

固定資産圧縮積立金の取崩
し

    △3  3 －  －

退職給与積立金の取崩し      △7 7 －  －

剰余金の配当       △858 △858  △858

当期純利益       5,498 5,498  5,498

自己株式の取得         △34 △34

自己株式の処分   △18 △18     57 39

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

          

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ △3,400 3,382 △18 △3 △7 4,650 4,639 23 4,644

平成20年３月31日残高
（百万円）

13,578 3,431 4,451 7,882 － － 14,358 14,358 △2,451 33,367

　

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高
（百万円）

3,336 △1 5,215 8,550 90 37,363

事業年度中の変動額       

資本準備金の減少      －

固定資産圧縮積立金の取崩
し

     －

退職給与積立金の取崩し      －

剰余金の配当      △858

当期純利益      5,498

自己株式の取得      △34

自己株式の処分      39

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

△2,700 1 － △2,700 111 △2,589

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△2,700 1 － △2,700 111 2,055

平成20年３月31日残高
（百万円）

636 － 5,215 5,851 200 39,418
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重要な会計方針

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による

原価法

１　有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式…同左

その他有価証券

時価のあるもの……決算日前１ヶ月の市場価格

等の平均価格に基づく時価

法

（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

その他有価証券

時価のあるもの……同左

時価のないもの……移動平均法による原価法 時価のないもの……同左

２　デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

　時価法

２　デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

同左

３　たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品………総平均法による原価法

仕掛品……総平均法による原価法

原材料及び貯蔵品……最終仕入原価法

３　たな卸資産の評価基準及び評価方法

同左

４　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(建

物附属設備は除く)については、定額法によっており

ます。また、取得価額10万円以上20万円未満の少額減

価償却資産については３年間で均等償却する方法を

採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　３～50年

構築物　　　　　　　３～60年

機械及び装置　　　　３～12年

車両及び運搬具　　　２～11年

工具・器具及び備品　２～20年

４　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(建

物附属設備は除く)については、定額法によっており

ます。また、取得価額10万円以上20万円未満の少額減

価償却資産については３年間で均等償却する方法を

採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　３～50年

構築物　　　　　　　３～60年

機械及び装置　　　　３～12年

車両及び運搬具　　　２～11年

工具・器具及び備品　２～20年
 （会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年

４月１日以降に取得した有形固定資産について、改

正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更して

おります。

　これにより営業利益は42百万円、経常利益及び税引

前当期純利益は、それぞれ104百万円減少しておりま

す。

 （追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取

得した資産については、改正前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達

した事業年度の翌事業年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上しております。

　これにより営業利益は32百万円、経常利益及び税引

前当期純利益は、それぞれ442百万円減少しておりま

す。　
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内に

おける利用可能期間(５年間)に基づく定額法を採用

しております。

(2）無形固定資産

同左

５　繰延資産の処理方法

社債発行費…………３年間で毎期均等償却

株式交付費…………支出時に全額費用処理

５　繰延資産の処理方法

社債発行費…………３年間で毎期均等償却

６　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

６　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

同左

７　引当金の計上基準

貸倒引当金…　債権の貸倒れによる損失に備えるため

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

７　引当金の計上基準

貸倒引当金…　同左

賞与引当金…　従業員に対して支給する賞与の見込額

のうち、当事業年度の末日において負担

すべき見積額を計上しております。

賞与引当金…　同左

退職給付引当金…

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、当事業年度の

末日において発生していると認められ

る額を計上しております。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）で定額法により費用処理して

おります。

　数理計算上の差異については、その発

生時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(14～15年)で定額法により

翌事業年度から費用処理しております。

退職給付引当金…

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計上しており

ます。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）で定額法により費用処理して

おります。

　数理計算上の差異については、その発

生時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(13～15年)で定額法により

翌事業年度から費用処理しております。

役員退職慰労引当金…

　取締役及び監査役の退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基づく事業年度末

要支給額を計上しております。

　ただし、取締役の退職慰労金は、平成17

年４月１日以降の新規加算を停止して

おります。

役員退職慰労引当金…

　監査役の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく事業年度末要支給額を

計上しております。なお、取締役の退職

慰労金は、平成17年４月１日以降の新規

加算を停止しておりましたが、平成19年

６月21日開催の定時株主総会において、

取締役に対する退職慰労金制度廃止に

伴う打ち切り支給案が承認可決された

ため、取締役への打ち切り支給額の未払

い分については、固定負債の「長期未払

金」に含めて表示しております。
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

８　リース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。

８　リース取引の処理方法

同左

９　ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップ、金利オプション及び通貨オプション

に関しては、繰延ヘッジ処理を採用しております。な

お、金利スワップについては特例処理の要件を満た

している場合は特例処理を採用しております。また、

為替予約については原則的な処理方法を採用してお

ります。

９　ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ　ヘッジ手段… 為替予約、通貨オプション

ヘッジ対象… 外貨建資産・負債

ｂ　ヘッジ手段… 金利スワップ、金利オプション

ヘッジ対象… 借入金利息

ａ　ヘッジ手段… 同左

ヘッジ対象… 同左

ｂ　ヘッジ手段… 同左

ヘッジ対象… 同左

(3）ヘッジ方針

　当社は、デリバティブ取引に関し「社内規定」に従

い、将来の為替変動リスク及び金利変動リスク回避

のためにヘッジを行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性の評価

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は

相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の

累計又は相場変動を四半期ごとに比較し、両者の変

動額等を基礎にして、ヘッジの有効性を評価してお

ります。ただし、特例処理によっている金利スワップ

については、有効性の評価を省略しております。

(4）ヘッジ有効性の評価

同左

10　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっております。

10　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

同左

(2）連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しております。

(2）連結納税制度の適用

同左
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（会計処理の変更）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は37,273百万

円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

――――――

（ストック・オプション等に関する会計基準）

　当事業年度より、「ストック・オプション等に関する会

計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27日）及び

「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第11号　平成18年５月31日）

を適用しております。

　これより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、そ

れぞれ90百万円減少しております。

――――――

（企業結合に係る会計基準）

　当事業年度より、「企業結合に係る会計基準」（「企業

結合に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会　平成15年10月31日））及び「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基

準適用指針第10号　平成17年12月27日）を適用しておりま

す。

――――――

（表示方法の変更）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

―――――― （貸借対照表）

　前事業年度において、流動負債の「支払手形」に含めて

表示しておりました「設備購入支払手形」（前期末残高

861百万円）は、総資産の100分の１を超えたため、当事業

年度より区分掲記しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20年３月31日)

※１　担保に供している資産は下記のとおりであります。 ※１　担保に供している資産は下記のとおりであります。

　 (単位：百万円)

（担保提供資産）  

建物 2,062

土地 702

合　計 2,764

（上記に対応する債務）  

一年以内に返済予定の長期借入金 106

未払金 90

長期借入金 591

長期未払金 450

合　計 1,237

　 (単位：百万円)

（担保提供資産）  

建物 1,985

土地 702

合　計 2,687

（上記に対応する債務）  

一年以内に返済予定の長期借入金 106

未払金 90

長期借入金 485

長期未払金 360

合　計 1,041

※２　関係会社に係る注記

　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは次のとおりであります。

※２　関係会社に係る注記

　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは次のとおりであります。

売掛金 3,513百万円

未収入金 12,645百万円

買掛金 9,208百万円

預り金 3,929百万円

その他（未払金、未払費用、長

期預り金）

　1,562百万円

売掛金 2,634百万円

未収入金 13,475百万円

買掛金 9,187百万円

預り金 3,484百万円

その他（未払金、未払費用、長

期預り金）

1,244百万円

３　偶発債務

(1）債務保証

　次の関係会社及び従業員の銀行借入金に対し債務

保証を行っております。

３　偶発債務

(1）債務保証

　次の関係会社及び従業員の銀行借入金に対し債務

保証を行っております。

アケボノアラスS.A.S. 288百万円

アケボノヨーロッパS.A.S. 1,038百万円

広州曙光制動器有限公司 188百万円

曙光制動器（蘇州）有限公司 528百万円

従業員 1百万円

　 2,043百万円

(うち外貨額 EUR　8,429千)

(うち外貨額 US$　4,150千)

(うち外貨額 元　14,800千)

アケボノヨーロッパS.A.S. 1,202百万円

アケボノアドバンスドエンジ

ニアリングLTD.
130百万円

広州曙光制動器有限公司 908百万円

曙光制動器（蘇州）有限公司 957百万円

従業員 1百万円

　 3,198百万円

(うち外貨額 EUR　7,600千)

(うち外貨額 US$ 11,450千)

(うち外貨額 元  43,700千)

(うち外貨額 GBP　　652千)

　 　次の関係会社のリース契約のため金融機関に対し

債務保証を行っております。

 アケボノヨーロッパGmbH 4百万円

　 4百万円

(うち外貨額 US$　　 22千)
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前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20年３月31日)

(2）一括支払信託併存的債務引受額 166百万円 (2）一括支払信託併存的債務引受額 158百万円

(3）債権流動化に伴う買戻し義務限

度額
529百万円

(3）債権流動化に伴う買戻し義務限

度額
520百万円

４　輸出為替手形割引高 1百万円 ４　輸出為替手形割引高 －百万円

※５　「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日

公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律

の一部を改正する法律」（平成13年３月31日公布法

律第19号）に基づき、平成14年３月31日に事業用の土

地の再評価を行なっております。なお、再評価差額に

ついては、「土地の再評価に関する法律の一部を改正

する法律」（平成11年３月31日公布法律第24号）に

基づき、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価

に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資

産の部に計上しております。

・再評価の方法

　「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年

３月31日公布政令第119号）第２条第５号に定める

不動産鑑定士による鑑定評価に基づいて算出した

ほか、一部については同政令第２条第４号に定める

標準地の路線価に合理的な調整を行って算出して

おります。

・再評価を行なった年月日　　平成14年３月31日

・再評価を行なった土地の当期末における時価と再

評価後の帳簿価格との差額

△2,484百万円

※５　「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日

公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律

の一部を改正する法律」（平成13年３月31日公布法

律第19号）に基づき、平成14年３月31日に事業用の土

地の再評価を行なっております。なお、再評価差額に

ついては、「土地の再評価に関する法律の一部を改正

する法律」（平成11年３月31日公布法律第24号）に

基づき、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価

に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資

産の部に計上しております。

・再評価の方法

　「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年

３月31日公布政令第119号）第２条第５号に定める

不動産鑑定士による鑑定評価に基づいて算出した

ほか、一部については同政令第２条第４号に定める

標準地の路線価に合理的な調整を行って算出して

おります。

・再評価を行なった年月日　　平成14年３月31日

・再評価を行なった土地の当期末における時価と再

評価後の帳簿価格との差額

△1,592百万円

※６　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取

引金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメント

契約を締結しております。

　当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミッ

トメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであ

ります。

※６　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取

引金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメント

契約を締結しております。

　当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミッ

トメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであ

ります。

当座貸越極度額及び

貸出コミットメントの総額
14,500百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 14,500百万円

当座貸越極度額及び

貸出コミットメントの総額
14,500百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 14,500百万円

※７　期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理をしております。なお、当期末日が

金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が

期末残高に含まれております。

受取手形 526百万円

支払手形 464百万円

※７　　　　　　　　――――――

※８　関係会社株式には、平成19年４月２日設立のアケボ

ノブレーキヨーロッパN.V.に対する新株式払込金752

百万円が含まれております。

※８　　　　　　　　――――――
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　関係会社との主な取引 ※１　関係会社との主な取引

材料支給高 47,722百万円

原材料及び製品購入高 90,797百万円

（注)材料支給高は、製品購入高等の減産項目とし

て処理しております。

材料支給高 52,562百万円

原材料及び製品購入高 94,608百万円

（注)材料支給高は、製品購入高等の減産項目とし

て処理しております。

※２　他勘定振替高は、販売費及び一般管理費への振替で

あります。

※２　他勘定振替高は、販売費及び一般管理費への振替で

あります。

※３　販売費及び一般管理費

　販売費に属する費用のおおよその割合は36％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は64％であり

ます。主要な費用及び金額は次のとおりであります。

※３　販売費及び一般管理費

　販売費に属する費用のおおよその割合は35％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は65％であり

ます。主要な費用及び金額は次のとおりであります。

給料 2,810百万円

従業員賞与 879百万円

従業員賞与引当金繰入額 432百万円

荷造運送費 634百万円

減価償却費 556百万円

退職給付費用 277百万円

業務委託料 1,436百万円

旅費交通費 704百万円

賃借料 545百万円

研究開発費 657百万円

給料 2,869百万円

従業員賞与 869百万円

従業員賞与引当金繰入額 443百万円

荷造運送費 758百万円

減価償却費 586百万円

退職給付費用 294百万円

業務委託料 1,055百万円

旅費交通費 688百万円

賃借料 　399百万円

研究開発費 　1,820百万円

福利厚生費 892百万円

※４　固定資産売却益の内訳 ※４　固定資産売却益の内訳

車両運搬具 0百万円 機械及び装置 0百万円　

車両運搬具 11百万円

土地 2百万円

計 13百万円

※５　固定資産売廃却損の内訳 ※５　固定資産売廃却損の内訳

建物 364百万円

構築物 1百万円

機械及び装置 39百万円

車両運搬具 0百万円

工具・器具及び備品 31百万円

計 436百万円

建物 20百万円

構築物 4百万円

機械及び装置 51百万円

車両運搬具 0百万円

工具・器具及び備品 15百万円

建設仮勘定 17百万円

無形固定資産 6百万円

計 112百万円

※６　研究開発費の総額

　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、1,299百万円であります。

※６　研究開発費の総額

　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、2,605百万円であります。
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※７　減損損失

　当事業年度において、以下の資産について減損損失

を計上しております。

※７　減損損失

　当事業年度において、以下の資産について減損損失

を計上しております。

　 (単位：百万円)

場所 用途 種類 金額

埼玉県さいたま市 遊休設備 機械及び装置 82

埼玉県羽生市
遊休設備等
　

機械及び装置等 48

岡山県総社市 遊休設備 機械及び装置等 5

福島県桑折町 遊休設備等 機械及び装置等 41

　 　 合計 176

　当社は、製品カテゴリを資産グループの基礎とし、独

立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位でグ

ルーピングをおこなっております。上記の資産は、遊

休資産となっていることから当該資産の回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失

に176百万円計上しております。

　なお、遊休設備等の回収可能価額は合理的な測定が

困難であることから備忘価格としております。

　 (単位：百万円)

場所 用途 種類 金額

埼玉県さいたま市 遊休設備等 機械及び装置等 36

埼玉県羽生市他 遊休設備等 機械及び装置等 23

　 　 合計 59

　当社は、製品カテゴリを資産グループの基礎とし、独

立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位でグ

ルーピングを行っております。上記の資産は、遊休資

産となっていることから当該資産の回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に59

百万円計上しております。

　なお、遊休設備等の回収可能価額は合理的な測定が

困難であることから備忘価格としております。

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前事業年度末
株式数（千株）

当事業年度増加
株式数（千株）

当事業年度減少
株式数（千株）

当事業年度末
株式数（千株）

普通株式（注）１，２ 3,803 66 162 3,707

計 3,803 66 162 3,707

　（注）１　普通株式の自己株式の株式数の増加66千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２　普通株式の自己株式の株式数の減少162千株は、新株予約権等の行使による自己株式の処分による減少であり

ます。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前事業年度末
株式数（千株）

当事業年度増加
株式数（千株）

当事業年度減少
株式数（千株）

当事業年度末
株式数（千株）

普通株式（注）１，２ 3,707 37 84 3,660

計 3,707 37 84 3,660

　（注）１　普通株式の自己株式の株式数の増加37千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２　普通株式の自己株式の株式数の減少84千株は、新株予約権の行使による自己株式の処分等による減少であり

ます。
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（リース取引関係）

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

　
取得価額
相当額

(百万円)

減価償却
累計額
相当額

(百万円)

減損損失
累計額
相当額

(百万円)

期末残高
相当額

(百万円)

機械及び装置 847 510 12 325

車両及び運搬
具

24 18 ― 6

工具・器具及
び備品

149 121 ― 28

ソフトウェア 1,375 1,171 ― 205

合計 2,396 1,820 12 564

　
取得価額
相当額

(百万円)

減価償却
累計額
相当額

(百万円)

減損損失
累計額
相当額

(百万円)

期末残高
相当額

(百万円)

機械及び装置 432 280 12 140

車両及び運搬
具

17 16 ― 2

工具・器具及
び備品

73 19 ― 53

ソフトウェア 10 4 ― 6

合計 532 319 12 201

②　未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高

②　未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高

未経過リース料期末残高相当額

１年以内 428百万円

１年超 173百万円

合計 601百万円

リース資産減損勘定期末残高 10百万円

１年以内 96百万円

１年超 129百万円

合計 225百万円

リース資産減損勘定期末残高 5百万円

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 579百万円

リース資産減損勘定の取崩額 5百万円

減価償却費相当額 512百万円

支払利息相当額 25百万円

減損損失 ―百万円

支払リース料 439百万円

リース資産減損勘定の取崩額 5百万円

減価償却費相当額 339百万円

支払利息相当額 13百万円

減損損失 ―百万円

④　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定

額法によっております。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

⑤　利息相当額の算定方法

同左

２　オペレーティング・リース取引 ２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料

１年以内 103百万円

１年超 47百万円

合計 150百万円

１年以内 54百万円

１年超 28百万円

合計 82百万円
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（有価証券関係）

　前事業年度(自 平成18年４月１日　至 平成19年３月31日)及び当事業年度(自 平成19年４月１日　至 平成20年３

月31日)における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（税効果会計関係）

前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20年３月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

　 (単位：百万円)

繰延税金資産  

退職給付引当金 5,169

賞与引当金 336

役員退職慰労引当金 285

貸倒引当金 166

投資有価証券評価損 7

関係会社株式評価損 1,829

固定資産減損損失 224

その他 432

繰延税金資産小計 8,446

評価性引当額 △327

繰延税金資産合計 8,119

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 2,224

その他 18

繰延税金負債合計 2,242

繰延税金資産（負債）の純額 5,877

　 (単位：百万円)

繰延税金資産  

退職給付引当金 4,744

賞与引当金 360

役員退職慰労引当金 8

貸倒引当金 114

投資有価証券評価損 7

関係会社株式評価損 17

固定資産減損損失 190

税額控除繰越額 201

その他 537

繰延税金資産小計 6,176

評価性引当額 △278

繰延税金資産合計 5,898

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 424

退職給付信託設定益 324

その他 9

繰延税金負債合計 756

繰延税金資産（負債）の純額 5,141

(注)当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照

表の以下の項目に含まれております。

(注)当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照

表の以下の項目に含まれております。

流動資産－繰延税金資産 603

固定資産－繰延税金資産 5,274

流動資産－繰延税金資産 748

固定資産－繰延税金資産 4,393

２　法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との

差異の原因となった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との

差異の原因となった主な項目別の内訳

　 (単位：％)

法定実効税率 40.0

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.1

試験研究費等特別税額控除 △11.1

外国税額控除 △14.1

繰越税額控除 △4.3

その他 0.2

　税効果会計適用後の法人税等の負担率 14.8

　 (単位：％)

法定実効税率 40.0

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.1

試験研究費等特別税額控除 △3.0

外国税額控除 △5.9

受取配当金益金不算入額 △6.4

その他 0.4

　税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.2
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（１株当たり情報）

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 347円42銭

１株当たり当期純利益 31円34銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 31円20銭

１株当たり純資産額 365円39銭

１株当たり当期純利益 51円23銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 51円06銭

　(注)　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり当期純利益 　 　

当期純利益(百万円) 3,359 5,498

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

普通株式に係る当期純利益(百万円) 3,359 5,498

普通株式の期中平均株式数(千株) 107,192 107,317

　 　 　

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 　 　

当期純利益調整額(百万円) ─ ─

普通株式増加数(千株) 456 350

(うち新株予約権(千株)) (418) (350)

(うち新株引受権(千株)) (38) (─)

（重要な後発事象）

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

（欧州事業再編）

　欧州事業の抜本的再編の一環として、平成19年３月13日

開催の取締役会において欧州事業の再編を決議し、平成19

年４月２日にアケボノブレーキヨーロッパN.V.（特定子

会社）を設立いたしました。設立した会社の概要は以下の

とおりです。

商号　　：アケボノブレーキヨーロッパN.V.

所在地　：ベルギー

資本金　：19百万ユーロ

事業内容：欧州事業統括、営業、市場調査

株主構成：当社100％

　また、平成19年４月２日に当社の連結子会社であるアケ

ボノヨーロッパS.A.S.（特定子会社）の全株式をアケボノ

ブレーキヨーロッパN.V.に19百万ユーロで譲渡しており

ます。これにより、平成20年３月期に関係会社株式売却益

を152百万円計上しております。

――――――
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

投資有価証券 その他有価証券

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（百万円）　

トヨタ自動車㈱ 685,474 3,593

いすゞ自動車㈱ 3,650,973 1,680

日本発条㈱ 1,089,391 785

プレス工業㈱ 556,000 230

野村ホールディングス㈱ 59,440 92

トピー工業㈱ 345,000 92

日野自動車㈱ 100,000 69

日本機材工業㈱ 131,625 25

新日本製鐵㈱ 50,000 24

富士重工業㈱ 36,000 15

その他(15銘柄)　 398,872 61

計 7,102,775 6,666
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高

(百万円)
当期増加額

(百万円)
当期減少額

(百万円)
当期末残高

(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額

(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高

(百万円)

有形固定資産        

建物 23,868 1,975
204

(2)
25,640 15,476 658 10,165

構築物 4,549 320
54

(0)
4,814 3,573 126 1,241

機械及び装置 55,669 1,868
1,336

(50)
56,200 49,235 1,407 6,965

車両及び運搬具 363 55 51 366 272 36 95

工具・器具及び備品 14,116 698
360

(6)
14,454 13,037 647 1,417

土地 19,692 － 19 19,672 － － 19,672

建設仮勘定 2,217 10,551 4,932 7,836 － － 7,836

有形固定資産計 120,473 15,466
6,956

(59)
128,983 81,593 2,874 47,390

無形固定資産        

借地権 9 5 － 14 － － 14

ソフトウェア 2,479 177 26 2,629 1,610 510 1,019

ソフトウェア仮勘定 3,600 985 667 3,918 － － 3,918

その他 61 － 6 55 38 8 17

無形固定資産計 6,148 1,167 699 6,617 1,648 518 4,969

長期前払費用 1,039 1,193 11 2,221 140 77 2,081

繰延資産        

社債発行費 15 － 15 － － 2 －

繰延資産計 15 － 15 － － 2 －

（注）１　当期増加額のうち、主なものは次のとおりです。

建物　　　　　　　　館林鋳造所   747百万円

　　　　　　　　　　センサー工場   822百万円

機械及び装置　　　　ディスク・ドラムブレーキ生産設備  　 926百万円

　　　　　　　　　　開発部門設備  　 776百万円

建設仮勘定　　　　　鋳造設備  　 3,723百万円

　　　　　　　　　　日本橋新社屋  　 889百万円

　　　２　当期減少額のうち、主なものは次のとおりです。

機械及び装置　　　　ディスク・ドラムブレーキ生産設備  　 697百万円

　　　　　なお、当期減少額のうち（　）内は内書きで減損損失計上額であります。

【引当金明細表】

区分
前期末残高

(百万円)
当期増加額

(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金　(注) 491 9 － 139 362

賞与引当金 839 900 839 － 900

役員退職慰労引当金 713 8 702 － 19

（注）　当期減少額(その他)の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等であります。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①現金及び預金

区分 金額(百万円)

現金 1

預金の種類  

当座預金 795

普通預金 384

別段預金 3

計 1,182

合計 1,182

②受取手形

相手先別内訳

相手先 金額(百万円)

三菱自動車工業㈱ 1,676

大和産業㈱ 193

明治産業㈱ 98

日野自動車㈱ 68

ヤマハ発動機㈱ 51

その他 352

合計 2,438

期日別内訳

期日別 金額(百万円)

平成20年４月 646

〃 　５月 573

〃 　６月 809

〃 　７月 341

〃 　８月 55

〃 　９月 13

合計 2,438

③売掛金

相手先別内訳

相手先 金額(百万円)

日産自動車㈱ 2,779

いすゞ自動車㈱ 1,751

三菱ふそうトラック・バス㈱ 1,385

三菱自動車工業㈱ 1,275

㈱タクティー 696

その他 9,752
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相手先 金額(百万円)

合計 17,638

回収状況ならびに滞留状況

期間

前期繰越高
(百万円)

当期発生高
(百万円)

当期回収高
(百万円)

次期繰越高
(百万円) 回収率(％) 滞留期間(日)

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ｄ)
(Ｃ)

─────
(Ａ)＋(Ｂ)

×100

(Ａ)＋(Ｄ)
─────
２

─────
(Ｂ)

─────
366

第112期

平成19年４月１日

～平成20年３月31日

18,524 115,216 116,102 17,638 86.8 57.4

　（注）　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、当期発生高及び当期回収高には消費税等が含まれており

ます。

④製品

内訳 金額(百万円)

ドラムブレーキ 254

ブレーキライニング 160

ディスクブレーキ 95

ディスクパッド 53

その他 334

合計 895

⑤原材料

内訳 金額(百万円)

買入部品 297

主要材料 32

合計 329

⑥仕掛品

内訳 金額(百万円)

センサー 29

⑦貯蔵品

内訳 金額(百万円)

補助材料 2

消耗工具 1

売却用機械等 979

合計 982

⑧未収入金

EDINET提出書類

曙ブレーキ工業株式会社(E02161)

有価証券報告書

119/129



科目 相手先 金額(百万円)

未収入金

未収入金  

新日本製鐵㈱ 137

㈱山本製作所 115

㈱大西製作所 101

須川工業㈱ 81

㈱山本プレス製作所 70

㈱日本機材 60

その他 860

計 1,424

関係会社未収入金  

曙ブレーキ岩槻製造㈱ 4,720

曙ブレーキ山陽製造㈱ 2,370

曙ブレーキ山形製造㈱ 1,374

曙ブレーキ三春製造㈱ 1,310

アケボノコーポレーション(ノースアメリカ) 1,113

その他 2,587

計 13,475

合計 14,898

⑨関係会社株式

銘柄 金額(百万円)

アケボノコーポレーション(ノースアメリカ) 7,724

アケボノブレーキヨーロッパN.V. 2,988

アケボノブレーキタイランドCO.,LTD. 1,866

ピーティー トゥリ ダールマ ヴィセサ 1,640

曙ブレーキ産機鉄道部品販売㈱ 180

その他 580

合計 14,978

⑩支払手形

相手先別内訳

相手先 金額(百万円)

伊藤忠丸紅鉄鋼㈱ 　 1,748

伊藤忠ケミカルフロンティア㈱ 　 574

制研化学工業㈱ 　 303

ニチアス㈱ 　 203

双日㈱ 　 181

その他 　 1,549
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相手先 金額(百万円)

合計 4,557

期日別内訳

期日別 金額(百万円)

平成20年４月 1,172

〃 　５月 1,093

〃 　６月 1,010

〃 　７月 1,090

〃 　８月 193

合計 4,557

⑪買掛金

相手先別内訳

相手先 金額(百万円)

曙ブレーキ岩槻製造㈱ 　 3,018

曙ブレーキ山陽製造㈱ 　 2,249

曙ブレーキ山形製造㈱ 　 1,253

曙ブレーキ三春製造㈱ 　 999

曙ブレーキ福島製造㈱ 　 704

その他 　 12,296

合計 20,519

⑫長期借入金

相手先 金額(百万円)

㈱みずほコーポレート銀行 7,250

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 5,150

㈱三井住友銀行 1,700

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 1,300

㈱東邦銀行 900

その他 3,555

合計 19,855

⑬退職給付引当金

区分 金額(百万円)

未認識退職給付債務 13,565

未認識過去勤務債務 132

未認識数理計算上の差異 △3,188

前払年金費用 1,969

合計 12,478
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（３）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類 10,000株券、1,000株券、100株券及び100株未満の株数を表示した株券

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え 　

取扱場所 東京都千代田区丸の内１－４－５　三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内１－４－５　三菱UFJ信託銀行株式会社

取次所
三菱UFJ信託銀行株式会社　全国各支店

野村證券株式会社　全国本支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 無料

株券喪失登録に伴う手数料
１．喪失登録１件につき10,500円(消費税込み)

２．喪失登録株券１枚につき525円(消費税込み)

単元未満株式の買取り・売渡し 　

取扱場所 東京都千代田区丸の内１－４－５　三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内１－４－５　三菱UFJ信託銀行株式会社

取次所
三菱UFJ信託銀行株式会社　全国各支店

野村證券株式会社　全国本支店

買取・売渡手数料 無料

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告としております。但し、事故その他やむを得ない事由

によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都で発行される

日本経済新聞に掲載して行います。

当社ホームページアドレス：http://www.akebono-brake.com

株主に対する特典 該当する事項はありません。

(注)１　単元未満株式を有する株主は、定款の規定により、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使

することができません。

(1）会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2）会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

(3）株主の有する株式数に応じ募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

(4）単元未満株式の買増しを請求する権利

２　平成19年７月19日開催の取締役会決議に基づき、平成19年10月１日をもって１単元の株式数を1,000株から100株に

変更しております。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類

事業年度　第111期(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)平成19年６月21日関東財務局長に提出

(2）有価証券報告書の訂正報告書

平成19年６月20日関東財務局長に提出

事業年度　第110期(自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。

平成19年７月30日関東財務局長に提出

事業年度　第111期(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。

(3）半期報告書

事業年度　第112期中(自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日)平成19年12月21日関東財務局長に提出

(4）臨時報告書

平成20年２月28日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）に基づく臨時報告書であります。

(5）臨時報告書の訂正報告書

平成19年３月15日提出の臨時報告書（特定子会社の異動）に係る訂正報告書を平成19年11月14日関東財務局長

に提出

(6）訂正発行登録書

平成19年６月20日、平成19年６月21日、平成19年７月30日、平成19年11月14日、平成19年12月21日、平成20年２月28

日関東財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書 

 　 　 平成19年６月21日

曙ブレーキ工業株式会社  

 取締役会　御中  

 監査法人トーマツ 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 小川　陽一郎 ㊞

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 石塚　雅博 ㊞

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 久世　浩一 ㊞

　当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている曙ブレー

キ工業株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ

た。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として

の連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、曙ブ

レーキ工業株式会社及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）

が別途保管しております。
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 独立監査人の監査報告書 

 　 　 平成20年６月19日

曙ブレーキ工業株式会社  

 取締役会　御中  

 監査法人トーマツ 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 石塚　雅博 ㊞

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 塚原　元章 ㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る曙ブレーキ工業株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連

結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について

監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する

意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として

の連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、曙ブ

レーキ工業株式会社及び連結子会社の平成20年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）

が別途保管しております。
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 独立監査人の監査報告書 

 　 　 平成19年６月21日

曙ブレーキ工業株式会社  

 取締役会　御中  

 監査法人トーマツ 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 小川　陽一郎 ㊞

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 石塚　雅博 ㊞

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 久世　浩一 ㊞

　当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている曙ブレー

キ工業株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第111期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判

断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、曙ブレーキ

工業株式会社の平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）

が別途保管しております。
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 独立監査人の監査報告書 

 　 　 平成20年６月19日

曙ブレーキ工業株式会社  

 取締役会　御中  

 監査法人トーマツ 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 石塚　雅博 ㊞

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 塚原　元章 ㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る曙ブレーキ工業株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第112期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判

断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、曙ブレーキ

工業株式会社の平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）

が別途保管しております。
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